
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 海 老 名 市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 ≫ 

≪ 海 老 名 市 介 護 保 険 事 業 計 画 ≫ 

令和３年３月 

神奈川県海老名市 

一人一人が「笑顔」で暮らしていける 

地域共生社会の実現 

えびな高齢者プラン２１ 

【第８期】 



 



えびな高齢者プラン２１【第８期】策定にあたって 

 

   我が国において、令和７年には団塊世代が全て 75 歳以上の後期高齢者になり、令

和 22 年には団塊世代ジュニア世代が全て 65 歳以上となるなど、高齢化はますます

進むものと思われます。 

 

   海老名市においても、高齢化率が平成 24 年 10 月の 20％から令和３年１月には

24.7％に増加し、高齢化が確実に進行しております。これに伴い、高齢者の一人暮ら

し、高齢者のみの世帯、あるいは障がいのある子どもと同居している高齢者世帯など、

複合的な課題を抱えるケースも増加しています。 

 

   このような中、本市では、平成 12 年に、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画

を一体化した「えびな高齢者プラン２１」を策定し、これを３年ごとに見直しながら、高齢

者福祉施策の推進や介護保険サービスの基盤整備に取り組んでまいりました。 

 

今回の【第８期】では、海老名市の現状と、今後の課題に適切に対応するため、「医

療・介護・介護予防・住まい・自立した日常生活の支援」を一体的に提供する「地域包

括ケアシステム」をさらに深化させることとしております。 

 

関係機関と連携しながら、複合化・複雑化する支援ニーズに対して包括的かつ重層

的に支援することで、一人一人が生きがいを持ち、笑顔で暮らせる「地域共生社会」の

実現を目指してまいりたいと考えておりますので、市民の皆様の、より一層のご理解と

ご協力をお願いいたします。 

 

   結びに、本計画の策定にあたり、アンケート調査やパブリックコメントを通じ貴重なご

意見をお寄せいただきました市民の皆様と、計画策定にご尽力いただきました海老名

市高齢者保健福祉計画策定委員会の委員の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

令和３年３月 

 

     海 老 名 市 長   内  野    優 
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Ⅰ 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の概要 

 

   令和７（2025）年に団塊世代が全員 75 歳以上となり、令和 22（2040）年には団塊ジュ

ニアといわれる世代が 65 歳以上を迎えるなど、わが国の高齢化は進展の一途を辿って

います。 

   本市においても、平成 24 年 10 月に高齢化率が 20％であったのに対し、令和３年１

月には 24.7％に増加し、高齢者人口は 33,665 人となっています。 

   高齢化の進展に伴い、高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯に加え、75 歳以上

のみの世帯や、障がいを持つ子どもと同居している高齢者など、複合的な問題を抱える

世帯も増加している中で、一人一人が尊重され、複雑かつ多様な問題を抱えながらも、

地域との様々な関わりを基礎として、生きがいを持って安全で安心して暮らし続けてい

けるようにする取り組みが課題となっています。 

   本市では「えびな高齢者プラン２１」を策定し、介護保険制度の適正な運営に努める

とともに、地域に住む方々が安心して暮らし続けていけるよう、地域ごとの「医療」・「介

護」・「予防」・「住まい」・「生活支援」が一体的に提供できる「地域包括ケアシステム」を

推進してきました。 

   本計画は、老人福祉法第 20 条の８に基づく「老人福祉計画」と、介護保険法第 117

条に基づく「介護保険事業計画」とを一体化し、本市の高齢者保健福祉施策を総合的

に推進していくためのもので、平成 12 年度から３年毎に策定しています。 

   今後、高齢化が進む中で、地域の方が共に支え合い、生きがいを持って安心して暮

らしていけるように、地域で相互に支え合う仕組みづくりや、要介護状態にならないため

の介護予防施策を積極的に推進し、「地域包括ケアシステム」のさらなる深化に努めて

まいります。 
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２ 計画の位置づけ 

 

   本計画は「えびな未来創造プラン 2020」の下位計画として位置付けられ、「海老名市

地域福祉計画」のもと、各種計画と連動したものとなっています。 

 

≪計画の位置づけ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えびな未来創造プラン 2020（総合計画） 

（令和２～11 年度） 

海老名市 

地域福祉計画 

（令和２～６年度） 

海老名市 

障がい者 

福祉計画 

【第６期】 

（令和３～５年度） 

海老名市 

子ども・子育て 

支援事業計画 

【第２期】 

（令和２～６年度） 

えびな高齢者プラン２１ 

【第８期】 

（令和３～５年度） 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

海老名市 

社会福祉協議会地域福祉 

活動計画（第５次） 

（令和２～６年度） 
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３ 計画の構成 

 

   「えびな高齢者プラン２１」は、地域の高齢者保健福祉に関する総合計画である「高

齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」を一体化した計画です。 

   「高齢者保健福祉計画」は、高齢者の生きがいづくり、一人暮らし高齢者の生活支援、

寝たきりや要介護状態の予防など、取り組むべき施策を定める保健福祉事業全般にわ

たる総合的な計画です。 

   一方「介護保険事業計画」は、要介護者などの人数、介護保険の給付対象となるサ

ービスごとの見込み量を定めるなど、介護保険運営の基盤となる計画です。 

   「高齢者保健福祉計画」は老人福祉法第 20 条の８、「介護保険事業計画」は介護保

険法 117 条の規定により、市町村が定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えびな高齢者プラン２１ 

高齢者保健福祉計画 

 〇地域の高齢者保健福祉に関する計画 

 〇市単独事業など、介護保険給付対象外のサービス及びその 

整備目標などを体系化した事業運営計画 

介護保険事業計画 

 〇介護保険給付対象者及び給付対象サービスの利用状況を示

し、整備目標値を示した基盤整備計画 

 〇介護保険事業の円滑な運営に関わる施策を体系化した事業

運営計画 

 〇介護保険事業に係る費用の見込み 
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４ 計画の期間 

 

   本計画では、団塊の世代が 75 歳となる令和７（2025）年及び団塊のジュニア世代が

65 歳以上となる令和 22（2040）年の高齢者介護のあるべき姿を見据えたうえ、今回の

第８期は令和３年度から５年度までの３年間を計画の期間としています。 

 

計画 

平成 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 

30 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 

第７期 
            

第８期 
            

第９期 
            

第 10 期 
            

 

５ 日常生活圏域 

 

   日常生活圏域は、高齢者が長年住み慣れた地域で、これまで培ってきた地域におけ

る関わりを継続し、介護が必要となった場合でも生活を続けていくことを可能とする基盤

整備を目的として設定するものです。 

   本市では、介護保険サービス提供施設を総合的に勘案し、市全体を１つの圏域とし

てサービス基盤等の整備を推進していきます。 

名称 担当地域 

海老名東地域包括支援センター 柏ケ谷、東柏ケ谷、望地 

海老名北地域包括支援センター 上郷、下今泉、上今泉、扇町、泉、めぐみ町 

海老名中央地域包括支援センター 勝瀬、中央、国分南、国分北 

さつき町地域包括支援センター 中新田、さつき町、河原口、社家 

国分寺台地域包括支援センター 大谷、国分寺台、大谷南、大谷北、浜田町 

海老名南地域包括支援センター 
中河内、中野、今里、上河内、杉久保南、 

杉久保北、本郷、門沢橋 

基幹型地域包括支援センター 各地域包括支援センターの統括、後方支援 
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各地区の状況（降順） （令和２年 11 月１日時点） 

№ 地区 人口 65 歳以上人口 高齢化率 

１ さつき町 1,828 人 811 人 44.4％ 

２ 浜田町 1,210 人 497 人 41.1％ 

３ 国分寺台 5,794 人 2,302 人 39.7％ 

４ 本郷 2,228 人 759 人 34.1％ 

５ 大谷 13 人 4 人 30.8％ 

６ 杉久保北 5,417 人 1,625 人 30.0％ 

７ 中河内 582 人 167 人 28.7％ 

８ 国分北 8,358 人 2,347 人 28.1％ 

９ 上今泉 13,083 人 3,669 人 28.0％ 

10 上河内 329 人 92 人 28.0％ 

11 杉久保南 4,182 人 1,155 人 27.6％ 

12 上郷 2,928 人 805 人 27.5％ 

13 大谷南 3,388 人 931 人 27.5％ 

14 中野 3,059 人 795 人 26.0％ 

15 門沢橋 5,573 人 1,439 人 25.8％ 

16 東柏ケ谷 14,660 人 3,547 人 24.2％ 

17 中新田 9,275 人 2,225 人 24.0％ 

18 社家 3,952 人 931 人 23.6％ 

19 大谷北 5,937 人 1,350 人 22.7％ 

20 国分南 9,053 人 2,048 人 22.6％ 

21 望地 1,492 人 328 人 22.0％ 

22 柏ケ谷 7,927 人 1,682 人 21.2％ 

23 今里 3,094 人 653 人 21.1％ 

24 下今泉 3,283 人 678 人 20.7％ 

25 河原口 7,387 人 1,413 人 19.1％ 

26 勝瀬 661 人 115 人 17.4％ 

27 めぐみ町 616 人 82 人 13.3％ 

28 中央 6,474 人 841 人 13.0％ 

29 泉 2,461 人 224 人 9.1％ 

30 扇町 1,769 人 117 人 6.6％ 

合計 136,013 人 33,632 人 24.7％ 

                                   住民基本台帳より 
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Ⅱ 高齢者を取り巻く状況 

 

 

令和２年 10 月に総務省統計局が公表した人口推計では、我が国の総人口は、令和２

年５月１日時点で、１億 2,589 万５千人。このうち 65 歳以上の高齢者人口は 3,607 万９千

人、総人口に占める割合（高齢化率）は 28.7％となり４人に１人以上が高齢者という状況

です。昭和 25（1950）年の約５％からすると高齢化が進んでいることを示しています。 

  内閣府の高齢社会白書によると、いわゆる団塊の世代が 65 歳以上になった平成 27

（2015）年に 3,387 万人を超え、さらに 75 歳以上となる令和７（2025）年には 3,677 万人に

達すると見込まれており、、令和 47（2065）年に高齢化率は 38.4％で 2.6 人に１人が高齢

者となると推測されています。 

 

１ 海老名市の人口構造 

 

   本市の人口構造は、下表のように、40 代後半の世代が最も多く、次いで 50 代前半

が多くなっています。しかし、将来的に社会を支えていく 24 歳以下については、少子化

の影響もあり、男女とも各年齢層が 3,000 人前後となっています。 

   少子化の進行に伴い、高齢化も大幅に進み、将来若い世代が高齢者世代を支えて

いくことが困難になることが予想されます。 

 

海老名市の人口構造（令和２年 11 月１日時点） 

 

 

住民基本台帳より 

2979
3052

3174
3286

3384
3886

4235
4630

5256
6170

5405
4276

3376
3767

4394
3474

2344
1046

327
42
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2699
2881
3016
3168
3166

3456
3803

4297
4857

5729
4886

3892
3422
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4946

3952
2725
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778

231
34
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男性 女性 
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２ 計画期間の人口推計 

 

   本市の人口は、令和２年 11 月１日時点で 136,013 人となっており、そのうち 65 歳以

上の高齢者は 33,632 人、高齢化率は 24.7％（約４人に１人）となっています。 

   本計画期間中においては、総人口が増加傾向に対し 65 歳以上人口は減少するも

のの、75 歳以上の人口は増加すると見込まれています。 

令和 22（2040）年には総人口は減少し、高齢者の増加・高齢化率の上昇は避けられ

ないものと考えられています。 

 

  海老名市の人口推計 

 
令和２年 

（2020） 

令和３年 

（2021） 

令和４年 

（2022） 

令和５年 

（2023） 

令和７年 

（2025） 

令和 22 年 

（2040） 

総 人 口  136,233 136,393 136,589 136,752 136,492 127,717 

65 歳以上 33,080 33,141 33,045 32,998 32,735 33,928 

 割合（高齢化率） 24.3％ 24.3％ 24.2％ 24.1％ 24.0％ 26.6％ 

75 歳以上 15,764 15,947 16,726 17,520 18,744 14,200 

 割合 11.6％ 11.7％ 12.2％ 12.8％ 13.7％ 11.1％ 

 

海老名市人口ビジョンより 

 

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年

総人口 65歳以上人口 75歳以上人口 割合（65歳以上） 割合（75歳以上）
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Ⅲ 計画の基本理念と施策等 

 

１ 基本理念 

 

   人口の高齢化は急速に進展しており、令和７（2025）年には団塊の世代の方が全員

75 歳以上を迎えます。そのような状況の中で、高齢者が生きがいをもって安心して暮ら

せる環境の整備がより一層求められており、地域で支え合う仕組み作りや健康で自立し

た生活を支援する体制づくりが必要となっています。 

   そのためには、家族や地域の人々の中でインフォーマルな助け合いとしての「互助」

がますます重要になってきています。「自助・共助・公助」に加えて「互助」を充実させて、

誰もが健康で自立した生活ができるよう、保健・福祉・医療に関わるサービスの充実、制

度の適正な運営を図ってまいります。 

   今後、高齢者の一人暮らしや高齢者のみ世帯など、地域で見守りや支援が必要な

高齢者が増加していくことが予想されます。さらに、障がいのある家族と高齢者のみの

世帯など、複合的な支援が必要な世帯も増えていくことが予想されます。 

   地域に住む方々が安心して暮らし続けていくためには、各福祉機関と地域が連携し、

地域ごとの「医療」・「介護」・「予防」・「住まい」・「生活支援」が一体的に提供される「地

域包括ケアシステム」のさらなる深化が重要となっています。 

   本計画では、地域包括ケアシステムの深化・推進を図るとともに、地域で支え合う仕

組みづくり、要介護状態にならないための介護予防を重視した事業を推進していきます。 

   本計画における各種事業、一人一人が生きがいや役割をもって支え合いながら笑顔

で暮らしていける地域共生社会を実現させるための基本理念を以下の通り定め、高齢

者支援事業の充実と介護保険制度の円滑な運営を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

一人一人が笑顔で暮らしていける地域共生社会の実現 
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２ 基本目標と施策 

 

   基本理念である「一人一人が笑顔で暮らしていける地域共生社会の実現」に向け、

高齢者を取り巻く現状や、前期計画の取り組みを踏まえ、以下の３つの基本目標を掲

げ、推進してまいります。 

 

基本目標１ 生きがいを持って健康生活を送るための事業推進 

 健康で毎日を笑顔で過ごすためには、心身の健康維持・増進を図ることや、生きがい

を持って生活することが大切であり、健康診査や健康教室などによる健康づくりの推進

と、生きがいを持つための学び・就業・交流の支援を行います。 

 

 

基本目標２ 地域包括ケアシステムの一層の深化・推進 

 住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、高齢者のニーズに応じた市独自の支

援サービスや医療、介護予防、そして高齢者の尊厳の保持といった取り組みが重要で

あり、関係機関との連携や地域資源の活用、地域での支え合いの仕組みづくりにより、

地域の特性にあった「地域包括ケアシステム」の一層の深化・推進を図ります。 

 

 

基本目標３ 介護保険事業の適正な運営 

介護保険制度は、急速な高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症の高齢者が急増し

たこと、介護期間が長期化する一方、核家族化や介護者の高齢化など介護する側の環

境も大きく変化してきたことを背景に、平成 12 年に創設されました。要介護状態になっ

ても、一人一人が有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、適切

な保健医療サービスおよび福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮します。 
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本計画の施策体系 

                基本目標                  施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
人
一
人
が
笑
顔
で
暮
ら
し
て
い
け
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現 

【基本目標１】 

生きがいを持っ

て健康生活を送

るための事業推

進 

【基本目標２】 

地域包括 

ケアシステムの

一層の深化・ 

推進 

【基本目標３】 

介護保険制度の

適正な運営 

（１）生きがいと健康づくり 

①高齢者の健康維持・増進 

②就業の場の確保に向けた支援 

③生きがい活動への支援 

④敬老意識の高揚 

（１）地域包括ケアシステムについて 

①地域における高齢者の生活支援 

及び関係機関との連携強化 

（２）在宅支援事業 

 ①在宅福祉サービス 

（３）地域支援事業の充実 

①介護予防・日常生活支援総合事業 

②包括的支援事業 

③地域ケア会議 

④任意事業 

（４）権利擁護の推進 

①高齢者虐待防止の推進 

②成年後見制度・市民後見人の活用 

（５）生活環境の整備 

①住みよいまちづくり 

②安全・安心の対策 

（６）市町村特別給付及び保健福祉事業の実施 

（１）利用しやすい介護保険制度の実現 

①要介護認定の平準化 

②介護サービスの適正化 

③低所得者対策・負担軽減策 

（２）介護サービス基盤の整備 

①介護保険サービス従事者の確保 

②在宅介護サービス事業者の質の    

向上と介護給付の適正化 

③入所施設の整備・充実 

④地域密着型サービスの整備・充実 

⑤有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の

基盤整備 

（３）財政基盤の整備 

（４）災害・感染症への対応 
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各施策・事業体系図 

【基本目標１】生きがいを持って健康生活を送るための事業推進 

 

（１）生きがいと健康づくり 

 

①高齢者の健康維持・増進 

ア 健康教育 Ｐ16 

イ 健康手帳の交付 Ｐ17 
ウ 健康相談 Ｐ18 
エ 訪問指導 Ｐ19 
オ オーラルフレイル事業 Ｐ19 
カ がん検診 Ｐ20 
キ 特定健康診査 Ｐ21 
ク 特定保健指導 Ｐ22 
ケ 後期高齢者健康診査 Ｐ23 
コ 高齢者向けスポーツの推進 Ｐ24 
サ プール利用助成 Ｐ25 
シ 在宅リフレッシュ事業 Ｐ26 

 

②就業の場の確保に向けた支援 

ア シルバー人材センターへの支援 Ｐ27 

 

③生きがい活動への支援 

ア ゆめクラブ活動への支援 Ｐ28 
イ 生きがい教室の充実 Ｐ29 
ウ ふれあいランチ事業 Ｐ30 

 

④敬老意欲の高揚 

ア 地域ふれあい事業 Ｐ31 
イ 高齢者敬老祝金等の贈呈 Ｐ32 
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【基本目標２】 地域包括ケアシステムの一層の深化・推進 

 

（１）地域包括ケアシステムについて 

 

①地域における高齢者の生活支援及び関係機関との連携強化 

ア 基幹型地域包括支援センター Ｐ34 
イ 地域包括支援センター Ｐ34 

ウ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進【重点】 Ｐ35 
エ 相談受付体制・ＰＲの充実 Ｐ36 

 ａ 相談受付体制の充実 Ｐ36 
 ｂ ＰＲの充実 Ｐ36 

 

（２）在宅支援事業 

 

①在宅福祉サービス 

ア 配食サービス Ｐ37 
イ 介護用品の給付 Ｐ38 
ウ えびな安心キット・救急安心カードの配布 Ｐ39 
エ 寝たきり老人等短期入所 Ｐ40 
オ 老人福祉施設入所措置 Ｐ41 
カ 高齢者の外出支援【新規】 Ｐ42 

 

（３）地域支援事業の充実 

 

①介護予防・日常生活支援総合事業 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 Ｐ43 
 ａ 従前の訪問介護相当サービス事業 Ｐ43 
 ｂ 訪問型サービスＡ事業【新規・重点】 Ｐ44 
 ｃ ふれあい訪問 Ｐ45 
 ｄ 訪問介護予防事業 Ｐ45 
 ｅ 従前の通所介護相当サービス事業 Ｐ46 
 ｆ 通所型サービスＢ事業 Ｐ46 
 ｇ 通所介護予防事業 Ｐ47 
 ｈ 介護予防ケアマネジメント事業 Ｐ48 

イ 一般介護予防事業 Ｐ49 
 ａ 介護予防普及啓発事業 Ｐ49 
 ｂ 地域版ともの輪 Ｐ50 
 ｃ 地域サロン Ｐ50 
 ｄ 地域リハビリテーション活動支援事業 Ｐ50 

ウ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について【新規】 Ｐ51 
エ えびな元気お裾分けクラブ Ｐ52 
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（３）地域支援事業の充実 

 

②包括的支援事業 

ア 在宅医療と介護の連携 Ｐ53 
 ａ 在宅医療・介護の連携体制の推進 Ｐ53 
 ｂ 在宅医療を担う人材の育成 Ｐ54 

イ 認知症高齢者支援の推進【重点】 Ｐ55 
 ａ 認知症初期集中チームの運営・活用 Ｐ55 
 ｂ 認知症地域支援推進員の活動の推進 Ｐ55 
 ｃ 認知症ケアパスの普及・啓発 Ｐ55 
 ｄ サロン等を活用した医師・保健師の派遣 Ｐ55 
 ｅ 認知症高齢者家族支援サービス Ｐ56 
 ｆ 認知症サポーター養成講座 Ｐ57 

ウ 生活支援体制の整備 Ｐ58 
 ａ 生活支援コーディネーター、就労的活動支援コーディネーターの設置【新規・重点】 Ｐ58 
 ｂ 地域における課題や資源の把握 Ｐ59 
 ｃ 担い手の育成 Ｐ59 

 

③地域ケア会議 Ｐ60 

 

④任意事業 

ア 家族支援事業 Ｐ62 
イ 緊急通報システム貸与 Ｐ63 

 

（４）権利擁護の推進 

 

①高齢者虐待防止の推進 Ｐ65 

 

②成年後見制度・市民後見人の活用 Ｐ66 

 

（５）生活環境の整備 

 

①住みやすいまちづくり Ｐ67 

 

②安全・安心の対策 

ア ひとり暮らし高齢者安全点検 Ｐ67 
イ 孤立世帯・孤立死防止対策 Ｐ68 
ウ 避難行動要支援者名簿の作成 Ｐ68 
エ 高齢者消費被害対策 Ｐ68 

 

（６）市町村特別給付及び保健福祉事業の実施 Ｐ68 
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【基本目標３】介護保険制度の適正な運営 

 

（１）利用しやすい介護保険制度の実現 

 

①要介護認定の平準化 

ア 介護認定訪問調査 Ｐ69 
イ 審査会等の運営 Ｐ69 
 ａ 介護認定審査会 Ｐ69 
 ｂ 介護保険運営協議会 Ｐ69 

 

②介護サービスの適正化 

ア 在宅介護及び介護予防サービスの提供 Ｐ70 
 ａ 訪問介護 Ｐ70 
 ｂ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 Ｐ71 
 ｃ 訪問看護・介護予防訪問看護 Ｐ72 
 ｄ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション Ｐ73 
 ｅ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 Ｐ74 
 ｆ 通所介護 Ｐ75 
 ｇ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション Ｐ76 
 ｈ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 Ｐ77 
 ｉ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 Ｐ78 
 ｊ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 Ｐ79 
 ｋ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 Ｐ80 
 ｌ 福祉用具購入費の支給・介護予防福祉用具購入費の支給 Ｐ81 
 ｍ 住宅改修費の支給・介護予防住宅改修費の支給 Ｐ82 
 ｎ 居宅介護支援・介護予防支援 Ｐ83 

イ 地域密着型サービスの提供 Ｐ84 
 ａ 小規模多機能居宅介護・介護予防小規模多機能居宅介護 Ｐ84 
 ｂ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 Ｐ85 
 ｃ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 Ｐ86 
 ｄ 看護小規模多機能型居宅介護 Ｐ87 
 ｅ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 Ｐ87 
 ｆ 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 Ｐ88 
 ｇ 地域密着型特定施設入居者生活介護 Ｐ88 
 ｈ 夜間対応型訪問介護 Ｐ89 
 ｉ 地域密着型通所介護 Ｐ89 

ウ 施設サービスの提供 Ｐ90 
 ａ 介護老人福祉施設 Ｐ90 
 ｂ 介護老人保健施設 Ｐ91 
 ｃ 介護療養型医療施設 Ｐ92 
 ｄ 介護医療院 Ｐ93 
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（１）利用しやすい介護保険制度の実現 

 

③低所得者・負担軽減策 

ア 高額介護（介護予防）サービス費 Ｐ94 
イ 高額医療合算介護（介護予防）サービス費 Ｐ95 
ウ 特定入所者介護（介護予防）サービス費 Ｐ96 

 

（２）介護サービス基盤の整備 

 

①介護保険サービス従事者の確保【重点】 Ｐ98 

 

②在宅介護サービス事業者の質の向上と介護給付の適正化 Ｐ98 

 

③入所施設の整備・充実 Ｐ99 

 

④地域密着型サービスの整備・充実 Ｐ99 

 

⑤有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の基盤整備 Ｐ100 

 

（３）財政基盤の整備 

 

①介護保険料 Ｐ101 

 

②費用の実績と推計 Ｐ104 

 

③介護保険料賦課徴収方式 Ｐ106 

 

（４）災害・感染症への対応【新規・重点】 

 

①災害への対応 Ｐ110 

 

②感染症への対応 Ｐ110 
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３ 各施策の内容 

 

基本目標１ 生きがいを持って健康生活を送るための事業推進 

 

   高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送るため、体を動かすことの大切さや、

健康に関する知識を学び、生きがいを感じることのできる場や、自身の健康について相

談できる環境の整備が必要となります。 

   多くの方に興味をもって参加いただけるよう、各事業の充実を図ります。 

 

 （１）生きがいと健康づくり 

① 高齢者の健康維持・増進  

高齢者の健康維持・増進を図るため、健康に関する知識の習得や健康相談に加

え、高齢者向けスポーツの普及に努めます。 

 

  ア 健康教育 

特定健康診査、特定保健指導、健康相談等の保健事業と連携して実施します。 

※延人数は事業中の 65 歳以上の人数 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実施数 
計画 ２８０回 ２８０回 ２８０回 

実績 １９３回 １９４回 ８５回 

延人数 
計画 １，４００人 １，４００人 １，４００人 

実績 ７５２人 ９１１人 ６００人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

   日程、場所等の調整により計画を下回る結果となりました。 

引き続き、健康えびな普及員会等関係機関と連携を図りながら、教室の開催や保

健指導を行い、実施回数や参加者の増加に取り組んでいきます。 
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第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 ２８０回 ２８０回 ２８０回 

延人数 １，４００人 １，４００人 １，４００人 

【施策の方向性】 

 「海老名市スポーツ健康推進計画」に基づき、メタボリックシンドローム、糖尿病、高

血圧などに関する知識の普及や重症化予防に力を入れた教室の開催や保健指導を

行います。 

 

  イ 健康手帳の交付 

    各種健康診査、がん検診等の受診結果の記録、健康相談、健康教育等の受講状

況を記入し、自己の健康管理に役立てるために交付します。 

   ※交付延人数は事業中の 65 歳以上の人数  

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

交付 

延人数 

計画 ５００人 ５００人 ５００人 

実績 ２０４人 ２１４人 ３５０人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    活用が難しい部分もあり、引き続き、活用方法を含め、普及・啓発を強化していく必

要があります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

交付延人数 ４００人 ４００人 ４００人 

【施策の方向性】 

    厚生労働省のホームページからダウンロードが可能となっていますが、高齢者の利 

便性も考慮し、引き続き紙媒体での配布も継続します。 

市民が自らの健康管理に活用できるよう普及・啓発に努めると共に保健事業との連 

携を図ります。 
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  ウ 健康相談 

    保健師や栄養士等が、個々の状況に応じた指導及び助言を行い、健康の保持増 

進を図ります。 

※延人数は事業中の 65 歳以上の人数  

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実施 

回数 

計画 １２０回 １２０回 １２０回 

実績 １３９回 １９５回 １００回 

延人数 
計画 ２，４００人 ２，４００人 ２，４００人 

実績 ２，１５４人 ３，７５５人 １，０００人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    概ね計画通りの結果となりました。引き続き、充実を図っていく必要があります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 １２０回 １２０回 １２０回 

延人数 １，５００人 １，５００人 １，５００人 

【施策の方向性】 

    生活習慣病の観点から、特にリスクの高い方を中心に、より効果的な相談ができる 

よう、特定健診・特定保健指導との連携の強化を図ります。 
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  エ 訪問指導 

    療養上の保健指導が必要であると認められる方及びその家族に対し、状態に応じ 

た、保健師・栄養士・歯科医師などの専門職による指導を行います。 

※指導人数は事業中の 65 歳以上の人数 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

指導 

人数 

計画 ８０人 ８０人 ８０人 

実績 ３１９人 ２人 ３５人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    平成 30 年度は計画を大幅に上回る結果でしたが、令和元年度は、特定保健指導

の訪問がなくなり、大幅な減少となりました。今後訪問数を増やし、地域での支援の

充実を図っていく必要があります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

指導人数 ８０人 ８０人 ８０人 

   【施策の方向性】 

    重症化予防の保健指導が必要な方に対し訪問を行い、各種事業や医療・福祉関 

係機関と連携します。 

 

  オ オーラルフレイル事業（旧 成人歯科健康診査） 

     歯と口の健康を保ち、口腔機能の低下（オーラルフレイル）を抑えるため本市の委

託医療機関において個別健診を実施します。 

   ※利用人数は事業中の 65 歳以上の人数 

※平成 30 年度は成人歯科健康診査  

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 ５４５人 ５６０人 ５７５人 

実績 ７７３人 ３１８人 ４３２人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    平成 30 年度は計画を上回る結果となりました。令和元年度以降は「オーラルフレイ

ル事業」に移行し、継続して周知を行っていきます。 
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第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ４３２人 ４３２人 ４３２人 

【施策の方向性】 

    積極的な利用を促進するため、周知・ＰＲを行います。 

 

  カ がん検診 

    健康の維持・増進とともに、がんの早期発見と早期治療を目的にがん検診を実施し 

ます。 

※人数は事業中の 65 歳以上の人数 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

胃がん 
計画 １，９５０人 ２，０１０人 ２，０７０人 

実績 ２，２１１人 ２，７８７人 ２，２４９人 

大腸 

がん 

計画 ２，６４０人 ２，７６０人 ２，８８０人 

実績 ３，１５４人 ３，０２７人 ３，０９１人 

肺がん 
計画 １，４００人 １，４２５人 １，４５０人 

実績 １，４９２人 １，４３５人 １，４６４人 

乳がん 
計画 ５６０人 ５８０人 ６００人 

実績 ６０８人 ５０７人 ５５８人 

子宮 

がん 

計画 １，２９６人 １，４０４人 １，５１２人 

実績 ８２４人 ８０５人 ８１５人 

前立

腺がん 

計画 １，３０２人 １，３３０人 １，３５８人 

実績 ２，０８７人 ２，１５８人 ２，１２３人 

口腔 

がん 

計画 ６３０人 ６４０人 ６５０人 

実績 ８１４人 ７６３人 ７８９人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    全体的に受診者については増加基調にあります。高齢者を中心にがんに対する関

心が高まっているものと推測できます。 
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第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

胃がん ２，２４９人 ２，２４９人 ２，２４９人 

大腸がん ３，０９１人 ３，０９１人 ３，０９１人 

肺がん １，４６４人 １，４６４人 １，４６４人 

乳がん ５５８人 ５５８人 ５５８人 

子宮がん ８１５人 ８１５人 ８１５人 

前立腺がん ２，１２３人 ２，１２３人 ２，１２３人 

口腔がん ７８９人 ７８９人 ７８９人 

【施策の方向性】 

    早期発見の観点から、広報えびな、市ホームページ等を活用し、知識の普及・啓 

発、受診者数の増加を図ります。 

 

  キ 特定健康診査 

    40 歳以上 74 歳までの国民健康保険被保険者に対して、メタボリックシンドロームに 

着目した特定健康診査を実施します。 

※受診人数は事業中の 65 歳以上の人数  

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

受診 

人数 

計画 ６，１００人 ６，３００人 ６，５００人 

実績 ５，５８５人 ４，９２２人 ４，７６９人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    受診者数が減少傾向のため、受診者増加に向けた取り組みが必要になります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

受診人数 ４，４５６人 ３，９３２人 ３，４４２人 

   【施策の方向性】 

    重症化、合併症予防のため、未受診者への個別勧奨通知の活用により受診者の 

増加を図ります。また、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームを予防・改 

善することで医療費の適正化につなげます。 
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ク 特定保健指導 

特定健康診査の結果から、メタボリックシンドロームの該当者や予備群の早期発見 

に努め、受診者を積極的支援レベル・動機付け支援レベル・情報提供レベルに分け、

それぞれに合わせた保健指導を実施します。 

※対象人数は事業中の 65 歳以上の人数 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

対象 

人数 

計画 ６００人 ６２０人 ６４０人 

実績 ５８０人 ４９５人 ５２５人 

指導率 
計画 ４５％ ４５％ ４５％ 

実績 ８．４％ １１．３％ １３．０％ 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

  保健指導率が伸び悩んでいます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

指導人数 ７１人 ６９人 ６８人 

指導率 １４．５％ １６．０％ １８．０％ 

   【施策の方向性】 

    保健指導を通じて、自主的な生活習慣病改善の取り組みが継続できるよう支援し 

ていきます。特にメタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが重なっている方 

を対象に、指導率向上のため、郵送による通知や電話訪問などによる案内に加え、 

個別・集団等保健指導の実施方法も工夫します。 

   ※第７期では、特定保健指導対象人数を項目としていましたが、指導実績をわかりや

すくするため、第８期では指導人数に変更します。 
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  ケ 後期高齢者健康診査 

    後期高齢者医療制度の被保険者に対して、糖尿病等生活習慣病の早期発見や 

重症化予防を目的とした健康診査を実施し、健康の維持・増進を図ります。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

受診 

人数 

計画 ５，６７３人 ６，１０１人 ６，５６２人 

実績 ５，６２２人 ５，６７２人 ６，１９５人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    計画値に満たないものの、受診人数については増加傾向にあります。高齢者の健 

康に対する関心が高まっていると推測されます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

受診人数 ６，４００人 ７，２００人 ７，７００人 

   【施策の方向性】 

    生活習慣病の早期発見等及び健康維持・増進に取り組みます。 
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  コ 高齢者向けスポーツの推進 

    グラウンドゴルフやシルバーカルチャー教室について、海老名ゆめクラブ連合会に 

委託し、開催します。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

グラウン

ドゴルフ 

計画 １６０人 １６５人 １７０人 

実績 ９６人 １６５人 １１７人 

ニュー 

スポーツ 

計画 １１０人 １１５人 １２０人 

実績 １６０人 １７３人 ０人 

ﾀｰｹﾞｯﾄ

ﾊﾞｰﾄﾞ 

ｺﾞﾙﾌ 

計画 ８５人 ８７人 ８９人 

実績 ６９人 ６３人 ５９人 

ｼﾙﾊﾞｰ 

ｶﾙﾁｬｰ

教室 

計画 １３０人 １３２人 １３４人 

実績 １２２人 １０２人 ６１人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

  参加者数については、増加傾向にあります。 

知名度の低いニュースポーツ（スカットボール）においても多くの参加をいただくことが

できました。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

グラウンドゴルフ １７０人 １７２人 １７４人 

ニュースポーツ １７５人 １７７人 １７９人 

ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ ６５人 ６７人 ６３人 

ｼﾙﾊﾞｰｶﾙﾁｬｰ １０５人 １０７人 １０２人 

   【施策の方向性】 

    生活習慣病の早期発見等及び健康維持・増進を目的にスポーツの普及に取り組

みます。 
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  サ プール利用助成 

    高齢者の体力の低下防止と健康の保持・増進を図ることを目的として、海老名市 

内に居住する 65 歳以上の高齢者に対し、高座施設組合屋内温水プール利用料の 

半額を助成します。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 ５，４００人 ５，４００人 ５，４００人 

実績 ５，４９５人 ３，０７５人 ６３１人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    令和元年 10 月に高座施設組合屋内温水プールの天井が落下する事故を受け、

使用が中止となったため、計画を下回る結果となっています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ５，５９０人 ５，６９０人 ５，７９０人 

   【施策の方向性】 

    「水中」を利用した運動は足腰への負担も少なく、健康の維持・増進につながること 

から、助成事業を継続します。 
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  シ 在宅リフレッシュ事業 

    要介護４及び５の方を在宅で介護している方の良好な介護環境を作ることを目的に、

「はり・灸・マッサージ・指圧」や「温泉施設」、「食事施設」などの助成券を交付するこ

とで、ストレス等の軽減と健康維持等を図ります。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 ３７０人 ４１４人 ４６３人 

実績 ３１７人 ３４５人 ３２６人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    概ね計画通りの結果となりました。 

今後も高齢化に伴い、対象者の増加が見込まれます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ４７０人 ４７５人 ４８０人 

   【施策の方向性】 

    介護者の身体的・精神的負担軽減を目的としたサービスであり、今後も介護者のニ 

ーズについて情報収集を行いメニューを増やすなど、介護者の負担軽減に努めます。 
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 ② 就業の場の確保に向けた支援 

     高齢者の就労の場を提供している組織への支援を通じて高齢者の働く機会を増 

やします。 

    

ア シルバー人材センターへの支援 

働く意欲のある高齢者が、知識、経験、能力を活かし、自らの生きがいと社会参

加の機会を促進するため、シルバー人材センターに助成を行います。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

会員数 
計画 ８３０人 ８４０人 ８５０人 

実績 ７４３人 ７６９人 ８１４人 

就業率 
計画 ８３．４％ ８３．８％ ８４．０％ 

実績 ８６．４％ ８８．０％ ７０．８％ 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    会員数は伸び悩んではいますが、就業率は高い水準を維持しています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

会員数 ８５０人 ８５０人 ８５０人 

就業率 ８４％ ８４％ ８４％ 

【施策の方向性】 

    高齢者の生きがいや社会参加、就労施策としてシルバー人材センターの重要性は 

増しており、今後も会員の拡大及び就労機会拡大の取り組みを支援します。 
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③ 生きがい活動への支援 

      ゆめクラブへの活動支援、生きがい教室の実施により、高齢者の生きがいの場を

提供します。 

 

ア ゆめクラブ活動への支援 

   60 歳以上の方の仲間づくりを通しての健康づくりと地域社会への参加活動等を支 

援・促進するために、ゆめクラブ連合会及び単位クラブへの助成を行い、高齢者の生 

きがい活動への支援を行います。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

会員数 
計画 ２，８３０人 ２，８４０人 ２，８５０人 

実績 ２，７０７人 ２，５８８人 ２，４２１人 

クラブ数 
計画 ５０クラブ ５０クラブ ５０クラブ 

実績 ５０クラブ ５０クラブ ４８クラブ 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

  概ね計画通りの結果となりました。引き続き会員取り込みに向けたＰＲなども強化して 

いきます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

会員数 ２，９００人 ２，９１０人 ２，９２０人 

クラブ数 ５０クラブ ５０クラブ ５０クラブ 

   【施策の方向性】 

    若年会員に魅力を感じてもらえるような内容にするなどの工夫、加入ＰＲの強化など 

の取り組みに支援します。 
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  イ 生きがい教室の充実 

 高齢者が趣味を楽しむことにより学習や創造の喜びを得るとともに、仲間と知り合う 

きっかけづくりの場とすることを目的に各種教室を開催します。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

受講 

者数 

計画 ３６０人 ３６０人 ３８０人 

実績 ３２３人 ３３６人 ９２人 

延人数 
計画 ２，０３０人 ２，０３０人 ２，１５０人 

実績 １，９７６人 １，７２４人 ４４０人 

教室数 
計画 １７教室 １７教室 １７教室 

実績 １７教室 １７教室 ８教室 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    概ね計画通りの結果となりました。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

受講者数 ３８０人 ３９０人 ３９５人 

延人数 ２，０００人 ２，０２０人 ２，０２５人 

教室数 ２０教室 ２０教室 ２０教室 

   【施策の方向性】 

    高齢者のニーズを的確に把握し、新規教室を企画するなど、さらに魅力的な教室 

を開催します。 
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  ウ ふれあいランチ事業 

    日頃、ひとりで食事をしている高齢者が集まり、楽しく食事をし、交流の場が広がる 

ことで、健康増進を図ります。また、食の創造館で調理した給食を提供します。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

開催数 
計画 １０回 １０回 １１回 

実績 １１回 １０回 ０回 

参加 

人数 

計画 ２２０人 ２４０人 ２６５人 

実績 ３３６人 ２４５人 ０人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    人気も高く、計画を上回る結果となりました。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催数 １０回 １０回 １０回 

参加人数 ２７０人 ２７０人 ２７０人 

   【施策の方向性】 

    孤食（一人での食事）を防ぎ、高齢者相互の交流を図るため、各コミュニティセンタ 

ーや常設サロンで開催します。ただし、コロナウイルスをはじめとした感染症拡大防止 

の観点から、開催に際しては十分に注意するとともに、必要に応じて開催の見送りも 

検討します。 
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  ④ 敬老意識の高揚 

      長年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬い、広く市民の敬老意識の高揚を

図ります。   

 

  ア 地域ふれあい事業 

    地域でのふれあいを通じて高齢者福祉への関心と理解を深めるとともに、外出支援 

により高齢者自らの生活意欲の向上を促すことを目的に実施します。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

対象 

者数 

計画 ３４，０００人 ３５，０００人 ３６，０００人 

実績 ３３，５６７人 ３４，０９３人 ０人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    概ね計画通りの結果となりましたが令和２年度については、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため実施していません。今後状況を見ながら、地域力の強化を図るため、

支援を継続していきます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

対象者数 ３６，５００人 ３７，０００人 ３７，５００人 

【施策の方向性】 

    地域において高齢者が他世代との交流を図る事業を行うことにより、地域の各種団

体が一体となり、地域力の更なる強化に向け支援します。 
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  イ 高齢者敬老祝金等の贈呈 

    多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬い、その長寿を祝うため、お祝い金や 

お祝い品を 88 歳、100 歳以上の方へ贈呈します。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

88 歳 
計画 ３７０人 ３９５人 ４２２人 

実績 ３５２人 ３８２人 ４０４人 

100 歳

以上 

計画 ３２人 ３４人 ３６人 

実績 ５１人 ４２人 ４０人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    概ね計画通りの結果となりました。今後も高齢化により、対象者が増加してくるものと

考えられます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

88 歳 ４１０人 ４１５人 ４２０人 

100 歳以上 ４５人 ５０人 ５５人 

【施策の方向性】 

    引き続き敬老意識の高揚を目的として実施します。 
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基本目標２ 地域包括ケアシステムの一層の深化・推進 

 

    今後高齢者のひとり暮らしや高齢者のみ世帯など、地域で見守りや支援が必要な

高齢者に加え、障がいのある家族と高齢者のみ世帯など複合的な支援が必要となっ

てくることが予想されるなかで、地域に住む方が安心して住み続けていけるよう、関係

機関と地域が連携し、地域ごとの「医療」・「介護」・「予防」・「住まい」・「生活支援」が

一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の更なる深化を図ります。 

 

 （１）地域包括ケアシステムについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防 

介護 医療 

住まい 

生活支援 

・地域包括支援センター 

・ケアマネージャー 

相談業務やサービスの

コーディネートを行う 

■在宅系サービス 

■施設・居住系 

サービス 

■介護予防サービス 

■自宅 

■サービス付き 

高齢者向け住宅 

地域包括ケアシステムの姿 
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 ① 地域における高齢者の生活支援及び関係機関との連携強化 

     高齢者が住み慣れた地域で住み続けていけるよう「自助・互助・共助・公助」を組 

み合わせながら包括的にサービスを組み合わせていけるよう努めていきます。また

「必要な支援を包括的に提供する」という地域包括ケアシステムの考え方を、障が

い者や子ども等にも対象を広げ、関係機関、地域住民と協働で支えていけるよう取

り組んでいきます。さらに地域包括ケアシステムの中核を成す、地域包括支援セン

ターの窓口機能の充実にも取り組みます。 

 

  ア 基幹型地域包括支援センター 

    本市の地域包括ケアシステムの中核機関として、各地域包括支援センターの統括、 

総合調整などを行います。配置された保健師（看護師）、主任介護支援専門員、社 

会福祉士の３職種の職員が専門性を生かし、困難ケースに対する技術的助言を行う 

ほか、行政機関とのパイプ役や各種保健福祉サービス等の情報提供を行うことで、各 

地域包括支援センターを後方支援します。 

また、ケアマネジャーや自治会、民生委員児童委員、医療や福祉関係者など、多 

様な関係者及び関係機関との連携体制の構築や、施設への実地調査等により、情

報を収集し、各地域包括支援センターと共有することで、地域全体の課題把握と体

制強化に努めます。     

 

  イ 地域包括支援センター 

    本市における地域包括支援センターは保健師（看護師）、主任介護支援専門員、 

社会福祉士の３職種で構成されており、各包括に３職種の職員を含め４人程度の人

員がいます。市内には６か所に設置しており、市をはじめ、介護事業所、地域団体等

と連携し各地域の課題解決に努めます。 
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ウ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進 【重点施策】 

    地域共生社会とは、「支える側」及び「支えられる側」という従来の関係を超えて、人 

と人及び人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら 

暮らしていくことのできる社会です。 

    地域共生社会の実現に向け、地域住民による支え合いと公的な福祉サービスが協

働し、地域及び個人が抱える生活課題を解決していける「我が事・丸ごと」の地域づ

くりを継続して推進していきます。 

さらに、複雑化及び複合化する地域住民の支援ニーズを掘り起こし、それに対応

すべく、これまでの制度による縦割りを超え、対象者の属性に関わりなく庁内各関係

部署と地域福祉において中心的な役割を担っている海老名市社会福祉協議会をは

じめとした関係機関との情報共有・意見交換を密に行い、事案に対し連携して取り組

む包括的かつ重層的な支援体制の推進を図ります。 

 

 

厚生労働省のホームページ資料より、「害」の字を「がい」に修正 
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エ 相談受付体制・ＰＲの充実 

 ａ 相談受付体制の充実 

   市役所地域包括ケア推進課の窓口をはじめ、各地域包括支援センター、えびな

在宅医療相談室等、相談を受けた際に迅速に対応するため、職員の意識向上及

び連携の強化等を含めた相談受付体制の充実を図っていきます。 

   また対応に際しては海老名市社会福祉協議会及び警察、神奈川県等の関係

機関とも連携を図ります。 

 

ｂ ＰＲの充実 

   介護保険の概要が記載されている「あったかいね介護保険」、主に在宅の高齢

者を対象とした市のサービスが記載されている「高齢者ガイドブック」等を活用し、

高齢者やその家族に向けた情報提供を行います。また広報えびなや市ホームペー

ジなども活用し積極的な情報発信を実施します。 
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 （２）在宅支援事業 

 

 ① 在宅福祉サービス 

      市単独の在宅福祉サービスの充実を通じ、生活の安定のために必要な支援を

行います。 

 

  ア 配食サービス 

    安否確認が必要な一人暮らしや高齢者世帯で、食事の調理や買い物などが困難

な方に昼食または夕食をお届けします。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 ２６０人 ２７０人 ２８０人 

実績 ２４８人 ２０６人 １６８人 

延食数 
計画 ２８，９２０食 ２９，４６０食 ３０，０００食 

実績 ３０，３４５食 ２６，３０３食 １８，５９２食 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    利用者数については、減少傾向にあります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ２１０人 ２１０人 ２１０人 

延食数 ２６，５００食 ２６，５００食 ２６，５００食 

【施策の方向性】 

    今後、安否確認の方法については、利用者のニーズ把握に努めながら柔軟に検討

します。 
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  イ 介護用品の給付 

    在宅の要介護３以上の寝たきりや認知症高齢者に紙おむつなどを支給します。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 ３８０人 ３９０人 ４００人 

実績 ４０５人 ４６６人 ５６６人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    計画を上回る利用人数となりました。高齢化に伴い要介護認定を受けた方々への

ニーズが高まっていることが推測されます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ５８０人 ６００人 ６２０人 

   【施策の方向性】 

    今後、在宅での介護を希望される方の増加に伴いニーズも高まってくることが考え

られるため、引き続き事業継続を図ることにより介護者の負担軽減につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 38 -



 

 

 

  ウ えびな安心キット・救急安心カードの配布 

    市内在住の 65 歳以上の高齢者を対象に、緊急時の連絡先等の情報を記入し保

存する、えびな安心キットや携帯できる救急安心カードを配付し、高齢者の不安解消

に努めます。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

安心 

キット 

計画 ９９５個 １，２９０個 １，６７７個 

実績 ４２２個 ３３５個 ３０５個 

救急 

安心 

カード 

計画 ３００枚 ３００枚 ３００枚 

実績 １２７枚 ２０８枚 ２２５枚 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    配布数が伸び悩んでいます。今後高齢化に伴うニーズの高まりが予測できますので、

引き続きＰＲ活動に取り組む必要があります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

安心キット ４００個 ４５０個 ５００個 

救急安心カード ４００枚 ４５０枚 ５００枚 

   【施策の方向性】 

    最新の状態に更新して保管してもらうなど活用方法についても周知徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲安心キット ▲救急安心カード 
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  エ 寝たきり老人等短期入所 

    介護者等が葬祭や事故、疾病等の理由で、一時的に居宅での介護ができなくなっ

たとき、一定期間入所できる事業です。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

特養 

延人数 

計画 ４０人 ４５人 ５０人 

実績 １３人 １２人 ３人 

養護 

延人数 

計画 ４人 ５人 ５人 

実績 ０人 ０人 １人 

緊急 

延日数 

計画 １００日 １００日 １００日 

実績 ５７日 ６５日 １９日 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    計画策定時は、利用者の増加を見込んだ数字設定をしていましたが、平成 30 年

度、令和元年度とも予測値を下回る結果で推移しました。引き続き適正な運用に努

めていきます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特養延人数 １４人 １４人 １４人 

養護延人数 ５人 ５人 ５人 

   【施策の方向性】 

    緊急については、市内に短期入所施設が増加し利用頻度が低くなったため、令和

３年度以降は廃止し、受け入れに伴う定員超過に対する減算補てんに切り替えます。 

今後も虐待事案等サービスを必要とされる方が利用できるよう、適正に運用します。 
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  オ 老人福祉施設入所措置 

    身体上又は精神上の障がいにより常時介護を必要とする方で、居宅で適切な介護

を受けることが困難な 65 歳以上の方が入所しています。介護保険制度では契約入

所となりますが、高齢者本人が虐待や介護放棄など「やむを得ない事由」がある場合

には、保護措置として入所措置を行います。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

特養措

置者数 

計画 ３人 ３人 ３人 

実績 １人 １人 ０人 

養護措

置者数 

計画 １３人 １４人 １５人 

実績 １５人 １４人 ８人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    概ね計画通りの結果となりました。今後高齢化に伴い、対象者の増加が見込まれる

ため、引き続き適正な運用に努めていく必要があります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特養措置者数 １人 ２人 ３人 

養護措置者数 １０人 １１人 １２人 

   【施策の方向性】 

    措置入所については、支援者、地域包括支援センター等と連携しながら適切に判

断します。 
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  カ 高齢者の外出支援 【新規施策】 

    近年、高齢者の免許の返納が進んでいる中で、返納後の移動手段として外出支援

ニーズが高まっています。 

    本市においては、福祉有償運送サービスをはじめ、高齢者への外出支援として、ぬ

くもり号・さくら号の運行のように外出支援対策に取り組んでいます。 

    高齢化が今後、更に進むことで、外出支援ニーズの多様化も予想されるため、外出

支援の在り方や方法について具体的に検討します。 

 

（参考）海老名市の外出支援 

名称 福祉有償運送サービス ぬくもり号・さくら号運行 

内容 

ボランティアドライバー（登録ボラン

ティア）所有の一般車両を利用し、単

独での外出が困 難な方 の送迎を行

う。（送 迎 例 ：医 療 機 関 への通 院 な

ど） 

高齢者障がい者の外出の機会を

増やし、買い物支援や健康増進につ

なげることを目的に、時刻表に沿って

ワゴン型車両で指定ルートを定期巡

回する。 

（市内６ルート） 

①下今泉ルート 

②門沢橋ルート 

③上今泉ルート 

④本郷ルート 

⑤⑥東柏ケ谷ルート（北・南） 

対象者 

交通機関を単独で利用することが

困 難 であり、車 両 の乗 り降 りや乗 車

中に見守りが必要な方 

（登録の必要：有） 

高齢者、障がい者とその介護者の

方（登録の必要：無） 

実施 

主体 

海老名市社会福祉協議会ほか 海老名市 
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 （３）地域支援事業の充実  

    地域支援事業とは、介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が要介護

状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合においても、可能な限り

地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業です。 

 

 ① 介護予防・日常生活支援総合事業  

    要支援者・介護予防事業対象者に対し、既存の介護予防等の生活支援サービス

に加え、ボランティア等地域における社会資源の活用を図り総合的サービスを提供し

ます。また地域の高齢者が生活支援の担い手としての社会的役割を持つことで、生

きがいや介護予防につなげる取り組みを支援します。 

 

  ア 介護予防・生活支援サービス事業 

   ａ 従前の訪問介護相当サービス事業（旧 介護予防ホームヘルプサービス） 

    ホームヘルパーが家庭を訪問し、掃除や買い物などの生活援助や身体介護を行

います。 

※平成 29 年４月より名称が「訪問介護相当サービス」となっています。 

※令和２年４月より名称が「従前の訪問介護相当サービス」となっています。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 ３，１３０人 ３，１９３人 ３，２５６人 

実績 ２，６３６人 ２，４５０人 １，８５６人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    計画を下回る利用量であり、今後必要となるサービス供給量を見極めていきます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ２，４９０人 ２，５３０人 ２，５８０人 

   【施策の方向性】 

    総合事業対象者及び要支援認定者の増加に伴う需要増加も予想されることから、

供給量については年度ごとに適切に見極めます。 
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  ｂ 訪問型サービスＡ事業 【新規・重点施策】 

    従前の訪問介護相当サービスと異なり、市の養成講座を受講すれば、ホームヘル

パーの資格がなくてもサービス提供ができるといった、提供者の基準が緩和された事

業であり、具体的なサービス例として、調理や掃除、ごみの分別・ごみ出し及び買い

物代行などの生活援助があります。 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 １５人 ２５人 ３５人 

   【施策の方向性】 

    総合事業対象者及び要支援認定者の増加に伴う需要増加も予想されることから、

供給量については年度ごとに適切に見極めます。 

 

（参考）事業イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）日常生活での悩み 

 かがめず、台所の床を掃除できない 

 上手に洗濯物を畳めない 

 長時間立ち仕事ができず、料理が作れない 

 足腰が悪く、買い物に行くことができない 

調理 掃除 洗濯 買い物代行 

訪問型サービスＡ事業 

サービス提供 
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  ｃ ふれあい訪問（訪問型サービスＢ事業） 

    総合事業対象者及び要支援認定者のうち、ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの

世帯が対象となります。訪問員が自宅に訪問し安否確認を行います。同時にごみ出

し補助などの簡単な福祉支援を行います。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 １００人 １００人 １００人 

実績 ９４人 ９１人 ８６人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    令和元年度に、家庭ごみの一部有料化に伴い、燃やせるゴミが戸別収集に変更さ

れたものの、ほぼ計画通りの結果となりました。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ９０人 ９２人 ９５人 

   【施策の方向性】 

    本事業については、委託先である海老名市社会福祉協議会と協議して対応します。 

 

  ｄ 訪問介護予防事業（訪問型サービス C 事業） 

    必要に応じて保健師、管理栄養士、歯科衛生士などが自宅を訪問し、その方に必

要な助言などを行います。 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ９０人 ９５人 １００人 

   【施策の方向性】 

    総合事業対象者及び要支援認定者の増加に伴う需要増加も予想されることから、

供給量については年度ごとに適切に見極めます。 
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  ｅ 従前の通所介護相当サービス事業（旧 介護予防デイサービス） 

    通所型サービスを提供する施設内にて、食事や入浴、排せつの介助、機能訓練等

を行い、利用者の心身機能の維持とともに、家族の身体的・精神的負担の軽減を図

る事業です。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 ５，９３８人 ６，５３１人 ７，１８４人 

実績 ５，１３１人 ５，２７８人 ３，５３５人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    計画を下回る利用量である、今後必要となるサービス供給量を見極めていきます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ５，３７０人 ５，４６５人 ５，５６０人 

   【施策の方向性】 

    総合事業対象者及び要支援認定者の増加に伴う需要増加も予想されることから、

供給量については年度ごとに適切に見極めます。 

 

  ｆ 通所型サービスＢ事業（住民主体サービス） 

    ＮＰＯ、ボランティア等の住民が主体となって行う、要支援者及び事業対象者を含

む住民を対象とした通いの場の運営に対し支援します。 
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  ｇ 通所介護予防事業（通所型サービスＣ事業） 

    通所型サービスＣとは、生活機能を改善するため運動器の機能向上や栄養改善等

のプログラムを３～６か月の短期間で行うサービスで、保健師等によって自治会館な

どを会場にして行われます。日常生活に支障のある生活行為を改善するために、個

別に応じてプログラムを複合的に実施します。 

第７期 

（回数／延人数） 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

まるごと介護 

予防教室 

計画 45 回/1,000 人 45 回/1,000 人 45 回/1,000 人 

実績 ４５回/６１４人 ４２回/４４３人 ２１回/２４２人 

水 中 ウォーキン

グ教室 

計画 ３６回/７００人 ３６回/７００人 ３６回/７００人 

実績 ３６回/５０４人 ２２回/４５１人 １３回/１４７人 

栄養改善 
計画 １８回/１００人 １８回/１００人 １８回/１００人 

実績 １８回/４８人 ７回/８人 ０回/０人 

口 腔 機 能 の 向

上 

計画 １２回/１００人 １２回/１００人 １２回/１００人 

実績 １２回/５２人 ６回/１５人 ０回/０人 

ト ラ ン ス フ ィ ッ ト

ネス教室 

計画 １２回/２００人 ※一 般 介 護 予 防 事 業 と

して実施 実績 １２回/１２１人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    概ね計画通りの結果となりました。引き続き、事業対象者の把握と自立支援に向け

たケアマネジメントを視野に入れ実施していきます。 
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第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

まるごと介護 

予防教室 

回数 ４２回 ４２回 ４２回 

延人数 ４４３人 ４４３人 ４４３人 

水 中 ウォーキング

教室 

回数 ２２回 ２２回 ２２回 

延人数 ４５１人 ４５１人 ４５１人 

栄養改善 
回数 ７回 ７回 ７回 

延人数 ８人 ８人 ８人 

口腔機能の向上 
回数 ６回 ６回 ６回 

延人数 １５人 １５人 １５人 

   【施策の方向性】 

    保健・医療の専門職による個別計画に基づいた運動指導を短期間で集中的に行

うことで、生活機能の維持・改善を図るとともに、運動の習慣化や地域活動への参加

など、事業終了後も一般介護予防事業への参加等介護予防の取り組みが継続され

るよう支援します。効果的な介護予防マネジメントと自立支援に向けたサービス実施

による重度化予防の推進等により、認定に至らない高齢者の増加に努めます。 

 

  ｈ 介護予防ケアマネジメント事業 

    介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ（遅らせ

る）」「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身

が地域において、一人一人の有する能力に応じ、自立した日常生活を送れるよう支

援するものであり、従来からのケアマネジメントのプロセスに基づくものです。 
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  イ  一般介護予防事業 

  ａ 介護予防普及啓発事業 

    市独自で行う事業や地域の互助、民間サービスとの役割分担を踏まえつつ、高齢 

者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実さ 

せ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地 

域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立 

支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活で 

きる地域の実現を推進します。 

第７期 

（回数/延人数） 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

こころとカラダの健

康教室 

計画 200 回/4,000 人 200 回/4,000 人 200 回/4,000 人 

実績 372 回/4,420 人 356 回/4,795 人 169 回/831 人 

認知症予防 
計画 36 回/1,000 人 36 回/1,000 人 36 回/1,000 人 

実績 36 回/949 人 36 回/913 人 18 回/255 人 

運動機能向上（ビ

ナスポ活用術） 

計画 60 回/1,400 人 60 回/1,400 人 60 回/1,400 人 

実績 58 回/1,127 人 57 回/921 人 28 回/276 人 

トランスフィットネス

教室 

計画 12 回/200 人 24 回/480 人 18 回/360 人 

実績 12 回/170 人 24 回/289 人 12 回/106 人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    概ね計画通りの結果となりました。高齢者が容易に通える範囲に通いの場を展開 

する必要があります。またどのレベルの方でも行えるよう検討が必要です。 
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第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

こころとカラダの健

康教室（認知症予

防） 

回数 ３５６回 ３５６回 ３５６回 

延人数 ４，７９５人 ４，７９５人 ４，７９５人 

脳いきいき教室 

（認知症予防） 

回数 ３６回 ３６回 ３６回 

延人数 ９１３人 ９１３人 ９１３人 

ビナスポ活用術 

（運動機能向上） 

回数 ５７回 ５７回 ５７回 

延人数 ９２１人 ９２１人 ９２１人 

トランスフィットネス

教室（運動機能向

上） 

回数 ２４回 ２４回 ２４回 

延人数 ２８９人 ２８９人 ２８９人 

   【施策の方向性】 

    介護予防の人材育成研修や地域活動組織の育成・支援、住民主体の通いの場等 

へのリハビリ専門職等の関与など、効果的かつ効率的な介護予防に資する事業を積 

極的に展開していきます。また地域における介護予防活動を把握するとともに、サー 

ビス事業の連携に努めます。 

 

  ｂ 地域版ともの輪（地域介護予防活動支援事業） 

    こころとカラダの健康教室「ともの輪」の受講者が中心となり、地域住民や自治会、 

民生委員、２層コーディネーター等地域の関係団体と協働し、住民主体で行う教室 

です。 

 

  ｃ 地域サロン 

    地域の方が「仲間づくり」、「生きがいづくり」を目的として集まる憩いの場で、おしゃ 

べりをして人とのつながりを作ったり、健康のために体操を行うなど、介護予防にも効 

果があります。 

 

  ｄ 地域リハビリテーション活動支援事業 

    地域における介護予防を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サー 

ビス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を 

促進します。 
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  ウ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 【新規施策】 

これまで高齢者が「疾病予防・重症化予防」と「生活機能の維持・改善」の両面のニ 

ーズを有しているものの、「保健事業」と「介護予防」の実施主体が異なるために健康 

状況や生活機能の課題に一体的に対応できていない点が課題となっていました。 

今後、健康づくり所管部署や国保・後期高齢者医療保険制度所管部署と連携し、 

医療・介護・健診などのデータを各部署が活用し、高齢者に対し健康寿命の延伸に

向けた保健事業と介護予防の一体的なサービスを提供できる体制を基本的な方針

のもと整備し、未病改善に向けた取り組みを展開します。 

    

 

（参考）市町村における実施のイメージ図 

 

 

厚生労働省ホームページ資料より 

 

 

 

 

- 51 -



 

 

 

エ えびな元気お裾分けクラブ 

      65 歳以上の高齢者が、支援を必要とする高齢者宅や介護保険施設などで社会

貢献活動を行うことでポイントが付き、貯めたポイントはポイント数に応じて特典と交

換できる制度です。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

登録 

者数 

計画 １６５人 １７０人 １７５人 

実績 １５４人 １４７人 １４５人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    登録者は伸び悩んでいます。今後は周知活動にも注力し登録者の増加に努め 

ます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

登録者数 ２００人 ２２５人 ２５０人 

   【施策の方向性】 

    多くの方に登録してもらえるよう周知を強化していくとともに、研修等を通じて登録者 

のスキルアップを行います。また地域包括支援センターやケアマネージャーへも働き 

かけ、施設や高齢者宅などにおける活動の拡大に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 52 -



 

 

 

 ② 包括的支援事業  

    高齢者及びその家族が地域で安心して笑顔で生活が送れるよう、医療・介護の支 

援を在宅で享受できる仕組みづくりをはじめ、認知症高齢者への支援等、包括的に 

取り組みます。 

 

  ア 在宅医療と介護の連携 

  ａ 在宅医療・介護の連携体制の推進 

    自宅等の住み慣れた場所で療養し、自分らしい生活を続けるため生活支援体制と 

医療連携体制の充実を図ります。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

在 宅 医

療 介 護

連 絡 協

議会 

計画 ３回 ３回 ３回 

実績 ３回 ３回 １回 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

  計画通りの結果となりました。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

在 宅 医 療 介 護 連

絡協議会 
３回 ３回 ３回 

   【施策の方向性】 

    市内の他の地域の支援につなげ生活支援体制と医療連携体制の充実を図ります。 
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  ｂ 在宅医療を担う人材の育成 

    年齢を重ねたり身体が不自由になったとしても自宅で安心して過ごせるように、かか 

りつけ医が在宅医療に取り組む動機付けや医療職と介護職が相互の知識を身につ 

けられるように、多職種向けに研修会を開催しています。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

多職種

研修会 

計画 ２回 ２回 ２回 

実績 ２回 ２回 ０回 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

   計画通りの結果となりました。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

多職種研修会 ２回 ２回 ２回 

   【施策の方向性】 

    引き続き多職種向けの研修会を通じて、医療職と介護職の相互知識の定着に努 

めます。 
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  イ 認知症高齢者支援の推進 【重点施策】 

  ａ 認知症初期集中チームの運営・活用 

    認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮し続けら 

れるようにするため、専門のチームが支援します。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 １２人 １２人 １２人 

実績 ５人 ６人 ４人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

  概ね計画通りの結果となりました。 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 １０人 １５人 ２０人 

   【施策の方向性】 

   認知症が疑われる人及び認知症の人並びにその家族に対してチーム員研修を受

けた保健師や社会福祉士など、認知症の専門知識を持つスタッフで構成されるチー

ムが自宅を訪問し専門医療機関の受診、介護サービス利用支援、認知症の状態に

応じた助言などを行うなど、早期に支援を行います。 

 

  ｂ 認知症地域支援推進員の活動の推進 

    地域に認知症地域支援推進員を配置し、認知症疾患医療センターを含む医療機 

関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の方 

の家族を支援する相談業務等を行います。 

 

  ｃ 認知症ケアパスの普及・啓発 

    「認知症ケアパス」とは、認知症かもしれないと不安に思っている方や認知症と診断 

された方、介護家族の方など多くの方に読んでいただくため、認知症の当事者や介 

護家族の実際の声をもとに「いつ・どこで・どのようなサービスが受けられるのか」の情 

報をまとめたものです。 

 

  ｄ サロン等を活用した医師・保健師等の派遣 

    認知症の早期発見のため、地域にあるサロンを活用し、認知症の方（疑いがある方） 

とその家族に対し医師や保健師の派遣を通じて、医療・介護などの関係機関と連携 

のもと、支援します。 
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  ｅ 認知症高齢者家族支援サービス 

    認知症高齢者の安全を守り、在宅介護している家族が安心して介護を続けられる 

よう、警察や関係機関が連携して早期発見するための「認知症等行方不明ＳＯＳネッ 

トワーク」や、ＧＰＳを利用した「はいかい高齢者位置探索システム」を導入しています。

さらに認知症によるはいかいの恐れがある高齢者を対象とした高齢者（認知症）あんし

ん補償事業（賠償責任保険）を平成 30 年７月に開始しました。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

認 知 症 等 行 方

不明ＳＯＳネット

ワ ー ク シ ス テ ム

登録者数 

計画 ４０人 ４２人 ４４人 

実績 ７３人 １１１人 １３０人 

位 置 探 索 利 用

人数 

計画 １３人 １４人 １５人 

実績 １０人 ９人 ７人 

あんしん補償事業 ７３人 １０７人 １３２人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

【評価・課題】 

 高齢者の増加に伴い、はいかい高齢者も増加し、それに対応するため、登録者が

増加しているものと考えられます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認 知 症 等 行 方 不

明ＳＯＳネットワーク

システム登録者数 

１４０人 １５０人 １６０人 

位置探索 

利用人数 
１０人 １１人 １２人 

あんしん補償事業 １４０件 １５０件 １６０件 

   【施策の方向性】 

    今後、高齢者の増加に伴い、認知症高齢者のはいかいトラブルも増加してくること 

が予想されるため、引き続き効果的なシステムについて研究します。 
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  ｆ 認知症サポーター養成講座 

    認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として、認知症サ 

ポーターを養成します。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

回数 
計画 ２０回 ２０回 ２０回 

実績 ２３回 ２８回 ５回 

延人数 
計画 ５００人 ５００人 ５００人 

実績 ６０９人 ６２３人 １０９人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    今後も継続した講座開催を実施していきます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

回数 ２８回 ２８回 ２８回 

延人数 ６３０人 ６３０人 ６３０人 

   【施策の方向性】 

    地域包括支援センターなどとの連携により、認知症の方やその家族を地域全体で 

支援する輪を広げます。 
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  ウ 生活支援体制の整備  

  ａ 生活支援コーディネーター、就労的活動支援コーディネーターの設置 

【新規・重点施策】 

    生活支援コーディネーターの役割とは、地域における多様な主体による多様な生 

活支援・介護予防サービス提供体制整備の推進を目的としており、生活支援および 

介護予防サービスの提供体制の構築に向け、地域の支援ニーズとサービスのコーデ 

ィネートを行います。 

さらに、高齢者が生きがいや役割を持って社会参加を促す観点から、利用者に就 

労的活動を提供したいと考える介護事業所やＮＰＯ法人等に就労の場をマッチング

する就労的活動支援コーディネーターの配置も検討します。 

 

（参考）就労的活動支援コーディネーターイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護事業所・ 

ＮＰＯ法人等 民間企業等 

利用者等に対し就労活動が

できる場を提供したい。 

仕事をお願いしたい。 

就労的活動支援コーディネーター 

マッチング 
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  ｂ 地域における課題や資源の把握 

    地域におけるニーズや社会資源の状況を把握・整理を行います。また、多様な関 

係主体間の定期的な情報共有や連携を行う協議体等も開催し、地域課題の把握に 

努め、不足しているサービスの開発等、地域の支え合う体制づくりを推進します。 

※第 1 層協議体の開催回数のみ記載 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

協議体

開催 

計画 ２回 ２回 ２回 

実績 １回 ０回 ７回 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】                     

    コロナウイルスの影響等もあり、令和元年度は開催できませんでしたが、概ね計画

通りの結果となりました。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

協議体開催 １３回 １３回 １３回 

※第８期は第１層協議体（市全体）及び第２層協議体（各地域）の開催回数を記載    

【施策の方向性】 

    引き続き、地域における課題及び資源の把握を行うべく取り組みます。 

    さらに、コロナ禍においても取り組みが継続できるよう、開催方法等について検討し 

ていきます。 

 

  ｃ 担い手の育成 

    高齢者等の地域住民の力を活用した多様な生活支援等サービスの創出に向けボ 

ランティア等の生活支援の担い手の養成に努めます。 
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 ③ 地域ケア会議  

    個別ケース検討を含めた地域ケア会議の開催を通じて、地域における課題の抽 

出・解決を図ります。また地域ケア会議開催による多職種や関係機関とのネットワーク 

構築を図ります。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

海老名

市 

計画 ２回 ２回 ２回 

実績 １回 ０回 １回 

基幹型

包括 

計画 １０回 １０回 １０回 

実績 ５回 ５回 ５回 

東包括 
計画 １０回 １０回 １０回 

実績 １０回 ７回 ５回 

北包括 
計画 １８回 １８回 １８回 

実績 ２０回 １８回 ９回 

中央 

包括 

計画 ３０回 ３０回 ３０回 

実績 １５回 ７回 １回 

さつき町

包括 

計画 １０回 １０回 １０回 

実績 ４回 ２回 ２回 

国分寺

台包括 

計画 ４回 ４回 ４回 

実績 ４回 ２回 ３回 

南包括 
計画 ３回 ３回 ３回 

実績 ２回 ０回 １回 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    概ね計画通りの結果となりました。定期的な開催により、地域の課題抽出、解決に 

つなげることができました。 
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第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

基幹型包括 ４回 ４回 ４回 

東包括 １０回 １０回 １０回 

北包括 ２０回 ２０回 ２０回 

中央包括 １０回 １０回 １０回 

さつき町包括 ６回 ６回 ６回 

国分寺台包括 ４回 ４回 ４回 

南包括 ４回 ４回 ４回 

   【施策の方向性】 

    問題を絞って会議を開催し、問題解決（政策提言など）を目指します。８期において 

は、各包括の総括を行う基幹型包括支援センターが各包括の会議を支援しながら、 

各地域の課題を吸い上げるなど、海老名市に替わって中心的な役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 61 -



 

 

 

 ④ 任意事業 

  ア 家族支援事業 

    「家族介護支援事業」として、高齢者を介護している家族に対して、介護方法や 

介護予防・介護者の健康づくり等についての知識・技術の習得を目的とした教室を 

開催します。 

第７期 

（回数/延人数） 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

家族介護者教室 
計画 ６回/１８０人 ６回/１８０人 ６回/１８０人 

実績 ６回/１９７人 ６回/１８０人 ２回/３６人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    計画通りの結果となりました。介護を要する方の増加に伴い介護者も増加していく 

ことが予想されるため、介護に関する知識及び介護者の健康維持を目的として教室 

を充実させる必要があります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

家族介護者教室 
回数 ６回 ６回 ６回 

延人数 １８０人 １８０人 １８０人 

   【施策の方向性】 

    教室の内容について、より介護者の役に立つよう充実を図ります。 
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イ 緊急通報システム貸与 

    ひとり暮らし高齢者等の不意の事故や病気等の緊急時に、ボタン一つで通報セン

ターを通じて消防署や協力員に通報が行き、安否を確認して健康と安全を守るシス

テムです。24 時間体制で通報センターが受け付け、緊急時以外にも健康の相談や

受診センターからの定期連絡としての安否確認を行います。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用 

人数 

計画 ２７０人 ２９０人 ３１０人 

実績 ２６４人 ２５３人 ２３７人 

延件数 
計画 ７，０００件 ７，２００件 ７，４００件 

実績 １，７６７件 ２，０２７件 ３，４０１件 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    利用人数、利用件数ともに計画を下回っています。今後はサービス内容についても、

検討していきます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用人数 ３１０人 ３１０人 ３１０人 

延件数 ７，４００件 ７，４００件 ７，４００件 

【施策の方向性】 

    民生委員児童委員や地域住民へのサービス周知を図り、地域で協力体制が構築

できるよう努めます。 
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（参考）緊急通報システムの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一人暮らし高齢者宅】 

緊急通報電話機 

【協力機関】 

消防署（救急車等） 

【協力員】（１名以上） 

近隣者、親族等 

【海老名市役所】 

福祉事務所 

（地域包括ケア推進課） 

【緊急通報センター】 

・看護師 

・相談員（24 時間体制） 

①通報 

②確認 

③確認依頼 

④現状確認 

⑤結果報告 

③出動要請 

④出動 

⑤報告 
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 （４）権利擁護の推進 

  

 ① 高齢者虐待防止の推進 

    家族をはじめとした介護者や、入所している施設の職員等による高齢者虐待が増

加し社会問題化している中で、早期発見の体制強化に努めるとともに、高齢者虐待

対策の検討や高齢者虐待防止の啓発を推進します。 

 

（参考）高齢者虐待の形態と危険サイン 

形態 危険サイン 

１ 身体的虐待 ・体に小さな傷やあざがある 

・急に怯えたり、恐ろしがったりする 

・傷やあざの説明の辻褄が合わない 

・殴る、つねる、蹴るなどの暴力 

・動かないようにベッドに縛る など 

２ 介護・世話の放棄・放任 

（ネグレクト）  

・住居が極めて不衛生的になっている 

・異臭を放っている 

・寝具や衣類が汚れたままの場合が多い 

・不自然に空腹を訴えることが多い 

・食事や入浴・排泄等の世話をしない 

・必要な治療を受けさせない など 

３ 心理的虐待 ・かきむしり、噛みつきなどの行為がある 

・食欲の変化が激しく、過食や拒食などの摂

食障がいがある 

・自傷行為がみられる 

・怒鳴る、罵る等の言葉の暴力 

・排泄の失敗等に対して本人に恥をか

かせる 

・無視して口をきかない    など 

４ 性的虐待 ・生殖器の痛み、かゆみを訴える 

・人目を避けるようになり、多くの時間を一人で

過ごすことが増える 

・同意のない性的接触や嫌がらせ 

・罰として裸にする       など 

５ 経済的虐待 ・自由に使えるお金がないと訴える 

・経済的に困っていないはずなのに費用負担

のあるサービスを利用したがらない。 

・必要な金銭を渡さない、使わせない 

・本人の年金や預貯金を勝手に使う 

                     など 
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 ② 成年後見制度・市民後見人の活用 

    成年後見制度利用事業の効果的活用により、成年後見制度の周知を図るとともに,

後見等が必要にもかかわらず申立てを行う配偶者及び原則４親等以内の親族が不

在の場合、市長申立てを実施します。受任の際には本人の状況に応じて市民後見

人等を活用します。さらに専門の相談窓口であるえびな成年後見・総合相談センタ

ーと連携し効果的な支援を行います。 

 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

市長申

立件数 

計画 ７件 ７件 ７件 

実績 ０件 ４件 ３件 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    認知症があり身寄りがない高齢者が増加しており、今後市長申立てが必要な案件

が増えてくることが予想されるため、引き続き適正な運用に努めます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市長申立件数 ７件 ７件 ７件 

   【施策の方向性】 

    平成 28 年度に開設した「えびな成年後見・総合相談センター」の相談事業を中心

に関係機関と連携し支援体制の構築を図ります。 
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 （５）生活環境の整備 

 

 ① 住みやすいまちづくり 

     高齢者や障がいのある人が社会参画するうえでの障壁を取り除き、様々な分野に

おいて積極的に参加できる「福祉のまちづくり」を進めるため、バリアフリー施設等の

情報提供を行います。 

     また、高齢者や障がい者及び低所得者等の住宅確保要配慮者への居住支援と

して、本市は神奈川県居住支援協議会に加盟し、民間賃貸住宅への円滑な入居の

促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進、その他必要な措置に

ついて協議することで福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目

的として取り組んでいます。 

 

② 安全・安心の対策（独居・高齢者のみ世帯） 

     ひとり暮らし高齢者の安全点検や孤立死対策のための定期的な見守り、災害時

の避難行動要支援者の把握等を通じて高齢者の方が安心して生活できる地域の構

築を図ります。 

 

  ア ひとり暮らし高齢者安全点検 

    ７０歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、生活の安全を確保するため、消防本部・

女性防火推進員・電気技術者の協力を得て、火気・電気の安全点検を行っていま

す。また、地震対策事業として家具の転倒防止安定板の設置を行います。 

第７期 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

安全 

点検 

計画 １８０人 １９０人 ２００人 

実績 ３１人 ２５人 ９人 

家具転

倒防止 

計画 ９０人 ９５人 １００人 

実績 １５人 ９人 ９人 

                                             ※令和２年度の実績は令和２年 12 月末時点の見込 

   【評価・課題】 

    計画を下回る結果となりました。引き続き周知徹底を図りつつ利用者の増加を目指

します。 
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第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

安全点検 ６０人 ６０人 ６０人 

家具転倒防止 ６０人 ６０人 ６０人 

   【施策の方向性】 

    高齢者の増加に伴い希望者も増加することが見込まれることから、点検の実施方法

や周知について検討します。 

 

  イ 孤立世帯・孤立死防止対策（高齢者見守り名簿） 

    65 歳以上で構成される世帯を対象とした「見守り世帯名簿」を作成し、孤立のリスク

の高い世帯について、民生委員等と協力して定期的な見守りを行います。 

 

  ウ 避難行動要支援者名簿の作成 

    災害時の避難にあたって特に支援を要する高齢者等の避難支援や安否確認を早

急に実施するため、本人の同意を得て名簿を作成し、民生委員児童委員をはじめ

避難支援関係部署へ名簿を提供します。さらに同意を得た方については個別計画

も作成し、避難支援者の登録など災害発生時の対応について関係機関で共有しま

す。 

 

  エ 高齢者消費被害対策 

    悪質商法等の対策として、パンフレットの配布や注意喚起等の情報発信を積極的

に行います。また市役所に設置している「消費生活センター」では、高齢者の相談も

行います。 

 

 

（６）市町村特別給付及び保健福祉事業の実施 

 今後、高齢化の進展に伴い、介護保険法に定められた介護サービス、予防サービス、 

市独自のサービスなどの既存サービスの利用者増加に加え、ニーズの複合化、複雑化も 

予想されます。 

 こうした新たなニーズに対応すべく、既存サービスの見直しのほか、介護保険の法定メニ 

ューでは対応できないニーズの動向を見据え、市町村特別給付や保健福祉事業の活用 

など、各種サービスの検討及び財源の安定化に努めます。 

 

【対象となるサービスの例】 

・介護用品（紙おむつ等）の給付 ・高齢者の外出支援 
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基本目標３ 介護保険制度の適正な運営 

 

介護保険制度は、急速な高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症の高齢者が急

増したこと、介護期間が長期化する一方、核家族化や介護者の高齢化など介護する

側の環境も大きく変化してきたことを背景に、平成 12 年に創設されました。介護保険

事業は、国・県・市の「公費」と 40 歳以上の方が負担する「保険料」とで成り立ってい

ます。 

要介護状態になっても、一人一人が有する能力に応じて自立した日常生活を営む

ことができるよう、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスの総合的かつ効率的

な提供に配慮していきます。 

 

（１）利用しやすい介護保険制度の実現 

① 要介護認定の平準化  

ア 介護認定訪問調査 

介護保険サービスの円滑な提供を図るためには、要介護認定に必要な訪問

調査を行わなければなりません。調査が認定結果に大きな影響を与えることを十

分認識し、客観性、公平性の確保が重要です。調査員には、厳正かつ客観的な

判断が要求されることから、調査基準に則った調査が行えるよう、調査員に対す

る研修・指導を実施していきます。 

 

イ 審査会等の運営 

ａ 介護認定審査会 

介護認定審査会は、要介護認定の最終的な判定を行う審査機関であり、慎

重な審査が求められてきます。本市の介護認定審査会は３合議体により構成

されており、審査基準や判定結果の平準化を図る必要があることから、研修な

どを実施し、的確な審査会運営を行っていきます。 

 

ｂ 介護保険運営協議会 

介護保険制度を適正で効果的に運営するため、市長の諮問事項の審議及

び答申、介護保険事業計画の進行状況の管理及び評価、介護保険事業に

係る調査及び研究を行っていきます。 
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② 介護サービスの適正化 

ア 在宅介護及び介護予防サービスの提供 

ａ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴

などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助を行い、本人の

自立した生活を支援するとともに、家族の介護負担の軽減を図ります。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

訪問介護 延回数 ２０１，５７６回 ２１１，５９６回 ２１７，６４４回 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

訪問介護 延回数 １１２，７０２回 １１７，４４５回 １２２，１４３回 

【評価・課題】 

各年度とも、計画の範囲内に収まる結果となりました。要介護者の増加に比

例して利用実績、給付費ともに増加しています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問介護 延回数 １２７，０２９回 １３２，１１０回 １３７，３９４回 

【施策の方向性】 

要介護者の在宅での生活を支える重要なサービスであり、既存事業者の事

業拡大や提供サービスの多様化により、供給量が確保できると見込まれます。

サービスの質が低下しないよう事業者との連携を図っていきます。 
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ｂ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

訪問入浴車に簡易浴槽を積み、居宅内へ浴槽を持ち込んで入浴の介護や

介助を行うサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

訪問入浴介護 延回数 ３，５７６回 ３，６００回 ３，６７２回 

介護予防 

訪問入浴介護 
延回数 １２回 １２回 １２回 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

訪問入浴介護 延回数 ３，８４７回 ４，４２８回 ４，６８０回 

介護予防 

訪問入浴介護 
延回数 １４回 ６４回 ６８回 

【評価・課題】 

ニーズの高まりから、計画を上回る結果となりました。要介護者の増加に比

例して利用実績、給付費ともに増加しています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問入浴介護 延回数 ４，９６１回 ５，２５８回 ５，５７４回 

介護予防 

訪問入浴介護 
延回数 ７２回 ７６回 ８１回 

【施策の方向性】 

床ずれなどの予防や、入浴が持つ機能回復の効果、要介護状態の軽減や

悪化防止等の有用性も考慮し、適切なサービスの提供に努めます。 
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ｃ 訪問看護・介護予防訪問看護 

病状が安定期にある方の自宅を看護師などが訪問して、医師の指示のもと、

床ずれの手当てなど療養上の世話又は必要な診療補助を行うサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

訪問看護 延回数 ４４，７７２回 ５２，１１６回 ５８，５００回 

介護予防 

訪問看護 
延回数 ８，８５６回 １１，５２０回 １４，０１６回 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

訪問看護 延回数 ２６，１０５回 ２８，８４８回 ３２，８５６回 

介護予防 

訪問看護 
延回数 ３，８０３回 ４，６４９回 ５，３９３回 

【評価・課題】 

医療ニーズのある後期高齢者が増加すると想定していましたが、計画を下

回る結果となりました。 

訪問看護の利用は年々増加しており、今後も需要が伸びることが予測される

ため、必要な供給量の確保が課題となります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問看護 延回数 ３７，４５６回 ４２，７００回 ４８，６７８回 

介護予防 

訪問看護 
延回数 ６，２５６回 ７，２５７回 ８，４１８回 

【施策の方向性】 

在宅医療の充実が求められる中で、サービスの質を維持し、安定して提供

できるよう、事業所や医療機関との連携を深めていきます。 
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ｄ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

心身機能の維持、回復のために主治医が必要と認める場合に、理学療法士

や作業療法士などの専門職が訪問し、機能訓練などのサービスを提供します。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

訪問 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延人数 １，５４８人 １，８９６人 ２，１２４人 

介護予防訪問 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延人数 １８０人 １９２人 １９２人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

訪問 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延人数 １，３８８人 １，６１５人 １，８７３人 

介護予防訪問 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延人数 ３７４人 ３８６人 ３９８人 

【評価・課題】 

訪問リハビリテーションについては、概ね計画の範囲内でしたが、介護予防

訪問リハビリテーションについては、計画を大幅に上回る結果となりました。これ

は、退院後、早期に利用することで日常生活動作の向上に取り組む要支援者

が増加していることが要因と考えられます。 

心身機能の維持、回復のために有効なサービスであり、効果的なサービスの

提供と供給体制の確保が必要です。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延人数 ２，１７３人 ２，５２１人 ２，９２４人 

介護予防訪問 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延人数 ４１０人 ４２２人 ４３４人 

【施策の方向性】 

日常生活動作（ＡＤＬ）の向上に効果があり、需要の増加が見込まれるため、

安定したサービスの提供に努めます。  
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ｅ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

医師、歯科医師等が居宅を訪問し療養上の指導や助言を行うサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

居宅療養管理 

指導 
延人数 ８，９８８人 １０，２６０人 １１，３６４人 

介護予防居宅 

療養管理指導 
延人数 ４５６人 ３８４人 ３１２人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

居宅療養管理 

指導 
延人数 １６，４７６人 １８，０３９人 １９，３２５人 

介護予防居宅 

療養管理指導 
延人数 １，０３８人 １，２６２人 １，６７０人 

【評価・課題】 

計画を大幅に上回る結果となりました。要介護度が上がるごとに医療と介護

の両方のサービスを必要とする方は増え、利用も増加しています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅療養管理 

指導 
延人数 ２０，６７８人 ２２，１２５人 ２３，６７４人 

介護予防居宅 

療養管理指導 
延人数 ２，２０４人 ２，９０９人 ３，８４０人 

【施策の方向性】 

利用者のニーズに応じた指導や通院困難な要介護者に対する継続的に医

学的管理ができるよう医師会・歯科医師会・薬剤師会との連携に努めていきま

す。 
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ｆ 通所介護（デイサービス） 

要介護認定者が、日帰りで施設での入浴や食事等の日常生活上の支援、

健康チェック、栄養指導、口腔ケアなどを受けられるサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

通所介護 延回数 ４８，７８０回 ５３，９８８回 ５５，４５２回 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

通所介護 延回数 ８４，７６０回 ８９，４１７回 ９３，８８８回 

【評価・課題】 

ニーズの高まりから、計画を上回る結果となりました。 

一定の利用があり、今後も需要が伸びることが予測されるため、必要な供給

量の確保が課題となります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通所介護 延回数 ９８，５８２回 １０３，５１１回 １０８，６８７回 

【施策の方向性】 

在宅での家族介護負担の軽減や自立支援にも効果があることから、サービ

スの質を維持し、安定して提供できるよう、事業者等に働きかけていきます。 
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ｇ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や病院等に通って、その施設で理学療法や作業療法な

どの機能訓練を受けるサービスです。心身機能の維持、回復のために主治医

の指示のもとに行われます。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

通所 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延回数 ３２，６６４回 ３８，８２０回 ４４，２３２回 

介護予防通所

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延人数 １，０９２人 １，３４４人 １，５３６人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

通所 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延回数 ３３，１２３回 ３４，５７２回 ３５，９５５回 

介護予防通所

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延人数 ９５０人 １，１２０人 １，３２２人 

【評価・課題】 

概ね計画どおりの結果となりました。 

心身機能の維持回復を図る大切なサービスで、一定の利用があります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通所 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延回数 ３７，３９３回 ３８，８８９回 ４０，４４４回 

介護予防通所

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
延人数 １，５５９人 １，８４０人 ２，１７１人 

【施策の方向性】 

今後も需要が伸びることが予測されるため、サービスの質を維持し、安定して提 

供できるよう、事業者等に働きかけていきます。 
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ｈ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

介護老人福祉施設に短期間入所し、食事や着替え、入浴などの日常生活

の介護や機能訓練を受けるサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

短期入所生活

介護 
日 数 ３５，３５２日 ３６，１８０日 ３７，４１６日 

介護予防短期

入所生活介護 
日 数 ５６４日 ５７６日 ５７６日 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

短期入所生活

介護 
日 数 ３１，０９３日 ３０，００５日 ２９，３０２日 

介護予防短期

入所生活介護 
日 数 ８９６日 １，０３０日 １，００５日 

【評価・課題】 

介護予防短期入所生活介護は、ニーズの高まりから、計画を大きく上回る

結果となりました。 

介護者の負担軽減につながるサービスとして一定の利用実績がありますが、

希望日が重複する特定時期に予約が取りにくい状況があります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

短期入所生活

介護 
日 数 ３０，１８１日 ３１，０８７日 ３２，０１９日 

介護予防短期

入所生活介護 
日 数 １，０３５日 １，０６６日 １，０９８日 

【施策の方向性】 

介護者の身体・精神的負担の軽減や在宅生活継続のための重要なサービ

スであるため、利用者のニーズに対応できるようサービスの提供に努めます。 
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ｉ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

（介護老人保健施設・医療機関でのショートステイ） 

介護老人保健施設や医療機関に短期間入所し、医師や看護師、理学療法

士等による医学的管理のもと、機能訓練などの医療サービスを受けるものです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

短期入所療養

介護 
日 数 ５，９０４日 ７，２８４日 ７，６２０日 

介護予防短期

入所療養介護 
日 数 ５４日 ５４日 ５４日 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

短期入所療養

介護 
日 数 １，８１３日 １，７７５日 １，４５５日 

介護予防短期

入所療養介護 
日 数 ５５日 ８２日 ６０日 

【評価・課題】 

短期入所療養介護については、他の介護保険施設を代替として利用してい

ることで計画を下回っているものと考えられます。 

介護予防については、ニーズの高まりから、計画を上回る結果となりました。 

いずれも、家族等の介護者の負担軽減に効果があり、今後も一定の利用が

見込まれます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

短期入所療養

介護 
日 数 １，４９９日 １，５４４日 １，５９０日 

介護予防短期

入所療養介護 
日 数 ６２日 ６４回 ６６日 

【施策の方向性】 

介護者の身体・精神的負担の軽減や在宅生活継続のための重要なサービ

スであるため、利用者のニーズに対応できるようサービスの提供に努めます。 
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ｊ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

（介護付有料老人ホーム等） 

介護付有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援

や介護を提供するサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

特定施設入居

者生活介護 
延人数 ３，５７６人 ３，９２４人 ４，３０８人 

介護予防 

特定施設入居

者生活介護 

延人数 ３６０人 ３６０人 ３６０人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

特定施設入居

者生活介護 
延人数 ３，２８９人 ３，２６９人 ３，４５３人 

介護予防 

特定施設入居

者生活介護 

延人数 ４５８人 ４８５人 ５５２人 

【評価・課題】 

概ね計画どおりの結果になりました。 

介護付有料老人ホームは、市内に８施設（５３６床）が整備されています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特定施設入居

者生活介護 
延人数 ３，６６０人 ３，８７９人 ４，１１２人 

介護予防 

特定施設入居

者生活介護 

延人数 ６２９人 ７１７人 ８１８人 

【施策の方向性】 

既存施設の空室なども見受けられることから、現状では充足しているものと考え

ます。本計画中の介護付有料老人ホーム整備は短期入所生活介護からの転換

分のみとし、待機者数の動向によって、次期計画を見据えた準備を進めます。 
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ｋ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

車いすや特殊寝台など日常生活の自立を助けるため福祉用具の貸与を行

うサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

福祉用具貸与 延人数 １４，６１６人 １６，４６４人 １７，１７２人 

介護予防 

福祉用具貸与 
延人数 ４，４０４人 ４，８１２人 ５，１００人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

福祉用具貸与 延人数 １４，９４４人 １５，６０３人 １６，１０６人 

介護予防 

福祉用具貸与 
延人数 ４，５１８人 ４，７５４人 ５，１７５人 

【評価・課題】 

概ね計画どおりの結果となりました。 

寝たきりを予防するなど利用ニーズが非常に高く、利用実績は年々増加して

おり、今後もこの傾向は続くと考えます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

福祉用具貸与 延人数 １６，５８９人 １７，０８７人 １７，５９９人 

介護予防 

福祉用具貸与 
延人数 ５，６４１人 ６，１４９人 ６，７０２人 

【施策の方向性】 

在宅生活をハード面で支えるサービスであり、寝たきりを予防する観点からも

非常に有効であるため、今後も適切なサービスの提供に努めます。 
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ｌ 福祉用具購入費の支給・介護予防福祉用具購入費の支給 

入浴または排せつなどの用具で貸与に適さない福祉用具等の購入費につ

いて、年間１０万円を上限として、利用者負担の割合に応じ９割～７割を支給

するサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

福祉用具 

購入費 
延人数 ３７２人 ４４４人 ５１６人 

介護予防福祉

用具購入費 
延人数 ２１６人 ２１６人 ２１６人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

福祉用具 

購入費 
延人数 ２５８人 ２４２人 ２８８人 

介護予防福祉

用具購入費 
延人数 ９７人 ７５人 ８７人 

【評価・課題】 

計画の範囲内での利用となりました。 

今後も一定の需要が見込まれます。状態に応じた福祉用具の選定が重要

であり、ケアマネジャーとの連携や情報収集が必要となります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

福祉用具 

購入費 
延人数 ３４３人 ４０８人 ４８５人 

介護予防福祉

用具購入費 
延人数 １０１人 １１７人 １３６人 

【施策の方向性】 

在宅生活をハード面で支えるサービスであり、利用者の一時的な負担を軽減 

する受領委任払い制度の周知を図りながら、引き続き、適切なケアマネジメントに

より利用を促します。 
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ｍ 住宅改修費の支給・介護予防住宅改修費の支給 

手すりの取り付けや段差の改修等、小規模な住宅改修について、一人につ

き２０万円までの費用を上限として、利用者負担の割合に応じ９割～７割を支

給するサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

住宅改修費 延人数 ３７２人 ４０８人 ４４４人 

介護予防 

住宅改修費 
延人数 １５６人 １８０人 ２０４人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

住宅改修費 延人数 ２２４人 ２５８人 ２９７人 

介護予防 

住宅改修費 
延人数 １５５人 １８５人 ２２０人 

【評価・課題】 

概ね計画どおりの結果となりました。 

住環境を整えることで、身体機能の低下をハード面で支え、転倒事故等に 

よる要介護度の重度化を予防する観点から非常に有効なサービスです。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

住宅改修費 延人数 ３４１人 ３９２人 ４５１人 

介護予防 

住宅改修費 
延人数 ２６２人 ３１２人 ３７１人 

【施策の方向性】 

利用者の一時的な負担を軽減する受領委任払い制度の周知を図りながら、要 

介護状態に応じた適切な住宅改修の支援を図ります。 
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ｎ 居宅介護支援・介護予防支援 

居宅介護支援・介護予防支援は、在宅サービスの利用に当たり、本人の身

体状況や生活環境、意向などを考慮してサービス計画を作成し、介護保険サ

ービス事業所や施設との連絡調整を行うものです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

居宅介護支援 延人数 ２２，９９２人 ２５，３４４人 ２７，７９２人 

介護予防居宅

介護支援 
延人数 １０，５７２人 １１，５６８人 １２，８０４人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

居宅介護支援 延人数 ２２，３７７人 ２３，３７６人 ２３，６６１人 

介護予防居宅

介護支援 
延人数 ５，８７９人 ６，３４３人 ６，７３７人 

【評価・課題】 

概ね計画どおりの結果となりました。 

要介護認定者等の増加に伴い、介護予防を含めた居宅介護支援全体のサ

ービス利用が増えています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護支援 延人数 ２４，６０７人 ２５，５９１人 ２６，６１５人 

介護予防居宅

介護支援 
延人数 ７，２７６人 ７，８５８人 ８，４８７人 

【施策の方向性】 

過不足なく介護サービスを提供するケアプランが作成されているか、ケアプラン 

の点検を行うとともに、利用者が適切な居宅サービスを受けられるように、居宅 

介護支援事業者や地域包括支援センターとの連携に努めます。 
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イ 地域密着型サービスの提供 

ａ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

サービス利用を主に生活圏域内にとどめることにより、地域の特性に応じ、

多様で柔軟なサービスを提供します。通いを基本に、利用者の状態やニーズ

に応じて訪問や宿泊サービスなどを同一施設で提供するため、いずれのサー

ビスを利用しても、馴染みの職員によるサービスが受けられることが特徴です。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

小規模多機能

型居宅介護 
延人数 ３９６人 ５０４人 ５６４人 

介護予防 

小規模多機能

型居宅介護 

延人数 ３６人 ９６人 １５６人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

小規模多機能

型居宅介護 
延人数 ２６４人 ３２０人 ４０８人 

介護予防 

小規模多機能

型居宅介護 

延人数 ２２人 １５人 １２人 

【評価・課題】 

新規事業所の開設が令和２年３月に遅れてしまい、計画を下回っているもの

と考えられます。 

利用者各々のニーズに対応する多様なサービスの提供が可能であることか

ら、一定の利用があり、現在２つの事業所を指定しています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

小規模多機能

型居宅介護 
延人数 ４９２人 ５０４人 ５１６人 

介護予防 

小規模多機能

型居宅介護 

延人数 １２人 １２人 １２人 

【施策の方向性】 

住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を送れるよう通いを中心に日常

生活の支援をするサービスで、地域包括ケアシステムの中心的な役割を有す

るものと考えられ、需要が増加すると見込まれたため、第８期中の整備を検討し

ます。 
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ｂ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の方が地域のデイサービス事業所へ通うサービスです。個々の状態

に応じたきめ細やかな介護サービスを提供します。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

認知症対応型

通所介護 
延回数 ２，９６４回 ４，２４８回 ５，２９２回 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

認知症対応型

通所介護 
延回数 ２，２８０回 ２，３７９回 ２，４７４回 

【評価・課題】 

計画を下回る結果となりました。 

認知症対応型通所介護のサービス利用量は一定しており、介護予防認知症

型通所介護の利用実績はありませんでした。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症対応型

通所介護 
延回数 ２，５７３回 ２，６７６回 ２，７８３回 

【施策の方向性】 

認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症対応型通所介護の需要は、増 

加するものと考えます。介護予防認知症型通所介護については、第８期計画期

間内の利用は見込んでいません。 
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ｃ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

認知症の状態にある要介護（要支援）者が、共同生活を営みながら、入浴、

排せつ、食事等の介護など日常生活援助及び機能訓練を受けるサービスで

す。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

認知症対応型

共同生活介護 
延人数 ９９６人 １，２６０人 １，３８０人 

介護予防 

認知症対応型

共同生活介護 

延人数 ０人 ６０人 ６０人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

認知症対応型

共同生活介護 
延人数 １，０６１人 １，１０７人 １，２９６人 

介護予防 

認知症対応型

共同生活介護 

延人数 ０人 ０人 ０人 

【評価・課題】 

概ね計画どおりの結果となりました。要支援の方を対象とした介護予防認知

症対応型共同生活介護については、実績がないため、計画値を再考します。 

第７期で２ユニット（３６床）を整備し、現在８施設（全１２６床）でサービス提供し

ています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症対応型

共同生活介護 
延人数 １，５７２人 １，５９６人 １，６３２人 

介護予防 

認知症対応型

共同生活介護 

延人数 １２人 １２人 １２人 

【施策の方向性】 

認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症対応型共同生活介護の需

要は、増加すると見込まれたため、第８期中の整備を検討します。 
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ｄ 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合せることにより、介護や看護

のケアを一体的に受けられるサービスです。複合型サービスとして、平成 24 年

度から新たなサービスとして位置付けられました。 

本市にサービス提供事業者がなく、利用実績はありません。ニーズの把握に

努めながら事業所指定をすることが必要です。第８期計画期間内の利用は見

込んでいません。 

 

 

ｅ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と

訪問看護を一体的に提供し、定期巡回と随時の対応を行うサービスです。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護 

延人数 －人 １６８人 ２２８人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込）

定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護 

延人数 ３人 １０人 １２人 

【評価・課題】 

第７期で整備する計画でしたが、公募に応じる事業者がなく、また、代替サ

ービスである深夜早朝時間帯の利用実績がほとんどありませんでした。サービ

スを軌道に乗せるために、サービスの周知や利用者を増やすことが必要です。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護 

延人数 １２人 １２人 １２人 

※市外の事業所を含む海老名市保険者の利用人数 

【施策の方向性】 

事業所の整備目標は設定せずに、まずはサービスの利用促進を図ります。

ただし、ケアマネジャーから一定のニーズが報告されていることを踏まえ、事業

者からの相談には随時対応していきます。 
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ｆ 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

定員が 29 名以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する方が、日常生

活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

地域密着型介護

老人福祉施設入

居者生活介護 

延人数 １２人 １２人 １２人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込）

地域密着型介護

老人福祉施設入

居者生活介護 

延人数 １２人 １２人 １２人 

【評価・課題】 

計画どおりの結果となりました。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域密着型介護

老人福祉施設入

居者生活介護 

延人数 １２人 ２６４人 ４３２人 

※市外の施設を含む海老名市保険者の利用人数 

【施策の方向性】 

介護老人福祉施設の入所待機者の動向から、地域密着型介護老人福祉

施設入居者生活介護の需要は伸びると見込まれため、第８期中の整備を検討

します。 

 

ｇ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が２９名以下の小規模な介護

専用型特定施設に入居する方が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護

サービスを受けることができますが、既存の特定施設入居者生活介護サービス

の利用でカバーします。第８期計画期間内の利用見込はありません。 
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ｈ 夜間対応型訪問介護 

ホームヘルパーが定期的に巡回したり、通報に基づいて随時緊急事態に対

応したりするなど、包括的なサービスを提供するものです。 

本市にサービス提供事業者がなく、利用実績はありません。ニーズの把握に

努めながら事業所指定することが必要です。第８期計画期間内の利用見込は

ありません。 

 

i 地域密着型通所介護 

利用定員が 18 人以下の小規模な通所介護事業所で、日常生活上の世話

や機能訓練などを提供するものです。 

在宅において家族の介護負担軽減や自立支援に効果があります。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

地域密着型 

通所介護 
延人数 ８，１９６人 １３，４８８人 １６，１２８人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

地域密着型 

通所介護 
延人数 ３，７６５人 ３，８４１人 ３，９１８人 

【評価・課題】 

利用は年々増加しており、今後も需要が伸びることが予測されるため、必要

な供給量の確保が課題となります。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域密着型 

通所介護 
延人数 ３，９９６人 ４，０７６人 ４，１５８人 

【施策の方向性】 

在宅での家族介護負担の軽減や自立支援にも効果があることから、サービ

スの質を維持し、安定して提供できるよう、事業者等に働きかけていきます。 
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ウ 施設サービスの提供 

ａ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常時介護を必要とする入所者に、施設サービス計画に基づき、介護等の日常 

生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の管理を行います。 

市内の介護老人福祉施設は９施設６１３床が整備されており、多くの利用があ

ります。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

介護老人 

福祉施設 
人 数 ４５５人 ４８１人 ５３３人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

介護老人 

福祉施設 
人 数 ４１０人 ４４３人 ４５５人 

【評価・課題】 

概ね計画どおりの結果となりました。第７期事業計画において１施設（１００床）

が整備され、現在９施設（全６１３床）でサービス提供しています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護老人 

福祉施設 
人 数 ５６０人 ５６２人 ５６５人 

※市外の施設を含む海老名市保険者の利用人数 

【施策の方向性】 

入所希望者は依然として多いが、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活 

介護の整備により、待機者の軽減が図られることから、本計画中の整備は短期入

所生活介護からの転換分のみとし、待機者数の動向によって、次期計画を見据

えた準備を進めます。 
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ｂ 介護老人保健施設（老人保健施設） 

慢性期医療とリハビリによって在宅復帰を目指す施設で、入所者に施設サ

ービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の

世話及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の介護を行うサー

ビスを提供します。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

介護老人 

保健施設 
人 数 １９０人 １９０人 １９０人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

介護老人 

保健施設 
人 数 １６２人 １５９人 １５８人 

【評価・課題】 

市内に２施設１８５床が整備されておりますが、待機者はなく、充足した施設と 

考えます。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護老人 

保健施設 
人 数 １６７人 １６７人 １６７人 

※市外の施設を含む海老名市保険者の利用人数 

【施策の方向性】 

利用者のニーズに応じた適切なサービスの提供に努めます。 
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ｃ 介護療養型医療施設 

脳疾患や心疾患など急性期の治療後の長期療養施設で、施設サービス計

画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の世話及び

機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の介護を行うサービスですが、

市内に介護療養型医療施設はなく、利用者は市外の施設を利用しています。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

介護療養型 

医療施設 
人 数 １７人 １８人 １３人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

介護療養型 

医療施設 
人 数 １７人 １１人 ８人 

【評価・課題】 

概ね計画どおりの結果となりました。介護療養型医療施設はいずれ廃止さ

れることになっています。新施設への転換準備期間は令和６年３月まで延期さ

れています。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護療養型 

医療施設 
人 数 ９人 ９人 ９人 

※市外の施設を含む海老名市保険者の利用人数 

【施策の方向性】 

介護療養型医療施設の新たな受け皿となるのが「介護医療院」です。介護医

療院の整備は、第８期においては計画しておりませんが、若干名が他市町村

の施設を利用するものと見込みつつ、介護療養型医療施設は代替サービスの

転換まで現状と同程度の利用を見込みます。 
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ｄ 介護医療院 

介護療養型医療施設の廃止に伴い、新たな介護保険施設として創設され

た施設です。要介護者に対して「長期療養のための医療」と「日常生活上の世

話（介護）」を一体的に提供します。 

計 画 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

介護医療院 人 数 ０人 ０人 ６人 

実 績 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

介護医療院 人 数 ０人 ２人 ２人 

【評価・課題】 

概ね計画どおりの結果となりました。 

 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護医療院 人 数 ２人 ２人 ２人 

※市外の施設を含む海老名市保険者の利用人数 

【施策の方向性】 

介護医療院の整備は、第８期においては計画しておりません。若干名が他市 

町村の施設を利用する見込みです。 

  

- 93 -



 

 

③ 低所得者対策・負担軽減策 

 

ア 高額介護（介護予防）サービス費 

要介護者、要支援者が１ヶ月(同じ月)に支払った利用者負担の合計額（同

じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額）が一定の上限額を超え

たときは、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護

予防サービス費として支給されます。 

高額介護（介護予防）サービス費での１ヶ月(同じ月)の利用者負担上限額

は、所得区分に応じて、世帯単位及び個人単位で設定されています。 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高額介護 

サービス費 
件数 １３，３３３件 １４，３９９件 １５，５５１件 

高額介護予防 

サービス費 
件数 １６７件 １８０件 １９５件 

【施策の方向性】 

介護・介護予防サービスの利用者負担を軽減するために、一定額を超えた

分について支給するサービスです。サービス利用者の増加に伴い、件数・給付

額ともに年々増加しています。特に、自己負担割合が３割の被保険者が生じた

ことにより、この傾向は今後も続くと見込まれます。 

 

≪第８期計画≫ 

利用者負担段階区分 利用者負担上限額 

年収１，１６０万円以上 世帯 １４０，１００円 

年収７７０万円以上１，１６０万円未満 世帯 ９３，０００円 

年収３７０万円以上７７０万円未満 世帯 ４４，４００円 

一般世帯 世帯 ４４，４００円 

住民税世帯非課税 世帯 ２４，６００円 

 

・合計所得金額及び課税年金収入

額の合計が８０万円以下の方 

・老齢福祉年金の受給者 

個人 １５，０００円 

・生活保護の受給者 

・利用者負担を１５，０００円に減額することで生活保

護の受給者とならない場合 

個人 １５，０００円 
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イ 高額医療合算介護（介護予防）サービス費 

介護と医療の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、１年

間（８月１日～翌年の７月３１日）の負担額が介護と医療を合算（世帯内の同じ医

療保険に限ります。）して、所得区分に応じた基準額を超えた場合、この超えた

分が支給されます。 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高額医療合算介護 

サービス費 
件数 １，０２７件 １，２９４件 １，６３０件 

高額医療合算介護 

予防サービス費 
件数 ３７件 ４６件 ５８件 

【施策の方向性】 

サービス利用者の増加に伴い、件数・給付額ともに年々増加しており、この

傾向は今後も続くと見込まれます。 

 

≪第８期計画≫ 

所得区分 
70 歳～74 歳の方 

がいる世帯 

後期高齢者医療制度

で医療を受ける人がい

る世帯 

課税所得６９０万円以上 ２１２万円 ２１２万円 

課税所得３８０万円以上 １４１万円 １４１万円 

課税所得１４５万円以上 ６７万円 ６７万円 

一般 ５６万円 ５６万円 

低所得者Ⅱ ３１万円 ３１万円 

低所得者Ⅰ １９万円 １９万円 

 

所得 

（基礎控除後の総所得金額等） 

70 歳未満の方 

がいる世帯 

９０１万円超 ２１２万円 

６００万円超９０１万円以下 １４１万円 

２１０万円超６００万円以下 ６７万円 

２１０万円以下 60 万円 

住民税非課税世帯 ３４万円 
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ウ 特定入所者介護（介護予防）サービス費 

施設サービスの利用者負担を軽減するために、居住費と食費について、一定

の額を超えた分について、支給するサービスです。 

第８期計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特定入所者介護

（予防）サービス費 
費用 ４，８９８件 ４，９４７件 ４，９９６件 

【施策の方向性】 

平成２８年８月から非課税年金を含めて判定することとなり、対象者が減少しま

したが、対象サービスの利用増加に伴い、件数は増加することが想定されます。 

 

≪第８期計画≫ 

 居住費の基準費用額 

・ユニット型個室  ２，００６円   ・ユニット型準個室 １，６６８円 

・従来型個室    １，６６８円 

（介護老人保健施設と短期入所生活介護は １，１７１円） 

・多床室         ３７７円 

（介護老人保健施設と短期入所生活介護は   ８５５円） 

 食費の基準費用額  １，３９２円 

 利用者負担段階 

【第１段階】 

・本人及び世帯全員が住民税非課税 

・老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 

・預貯金等が単身で１，０００万円未満、夫婦で２，０００万円未満 

【第２段階】 

・本人及び世帯全員が住民税非課税 

・合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円以下 

・預貯金等が単身で６５０万円未満、夫婦で１，６５０万円未満 

【第３段階①】 

・本人及び世帯全員が住民税非課税 

・合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が 

８０万円超１２０万円以下 

・預貯金等が単身で５５０万円未満、夫婦で１，５５０万円未満 

【第３段階②】 

・本人及び世帯全員が住民税非課税 

・合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が１２０万円超 

・預貯金等が単身で５００万円未満、夫婦で１，５００万円未満 
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※介護老人福祉施設を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、（ ）内の金

額となります。 

※短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室及び食費の負担限度額は、

（ ）内の金額となります。 

 

  

利用者負担 

段階 

居住費等の負担限度額 
食費の 

負担限度額 
ユニット型 

個室 

ユニット型 

準個室 

従来型 

個室 
多床室 

第１段階 ８２０円 ４９０円 
４９０円 

(３２０円) 
０円 ３００円 

第２段階 ８２０円 ４９０円 
４９０円 

(４２０円) 
３７０円 

３９０円 

(６００円) 

第３段階① １，３１０円 １，３１０円 
１，３１０円 

(８２０円) 
３７０円 

６５０円 

（１，０００円) 

第３段階② １，３１０円 １，３１０円 
１，３１０円 

(８２０円) 
３７０円 

１，３６０円 

（１，３００円) 
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（２）介護サービス基盤の整備 

①   介護保険サービス従事者の確保【重点施策】 

介護保険サービスは、サービス利用者一人一人の状況に応じた適切なサービス

提供が求められることから、直接サービスに携わる人材の役割は大きく、予測される

今後のサービス利用の増加に伴い、人材の確保・資質の向上は極めて重要なこと

となっています。 

このため、介護保険サービスに従事する人材の確保については、関係機関等と

の連携による取組を進めるとともに、特に、介護従事経験者などの潜在的人材への

啓発や、従事者の資質の向上に向けた研修の普及などについての展開を図って

いく必要があります。 

また、貴重な人材である市内の介護従事者について、市民のための介護に従事

していくことが可能となる環境整備を研究していくことも必要です。 

 

【施策の方向性】 

高齢社会の進展に伴い介護を要する人は今後も増え続け、その専門的な担

い手である介護従事者も比例して必要とされます。地域区分の変更をふまえ、量、

質ともに向上できるよう事業者へ働きかけるとともに、関係機関との協議の場を設

置し、介護人材育成のために必要な情報交換を行います。 

 

②   在宅介護サービス事業者の質の向上と介護給付の適正化 

在宅介護サービスは、利用者の身体状況や意向などから、適切なサービス内

容・量を見極めたケアプランを作成し、これに基づく利用がなされることから、平準化

や質の向上を図るため、「ケアプラン点検事業」やケアプラン作成技術向上のため

の支援を行っていきます。 

また、居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事業者及び介護保険施設との

連携を図り、質の高い適切なサービス提供を行うことができるよう、関係機関相互の

情報交換や連絡調整ができる体制の構築に努めます。 

要支援者に対しては、地域包括支援センターが中心となりサービス利用者の声

を聞きながら生活機能の回復につながるような介護予防サービスの展開を図ります。 

 

【施策の方向性】 

介護給付の適正化を図ることを目的に「利用者が真に必要なサービスが適切

に提供されているか」、「利用者の選択を阻害していないか」といった視点で「ケア

プラン点検事業」を実施します。 

また、市が主催する「集団指導講習会」は、運営基準等の必要な助言・指導を

行うとともに、各種事業や市の施策を周知する場として活用していきます。さらに

は、年次計画に基づく効果的な「実地指導」を展開していくことで、事業者の質の

向上と介護給付の適正化を図ります。 
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③  入所施設の整備・充実 

介護保険サービスでは、要支援や要介護状態とならないよう予防したり、住み慣

れた地域で暮らすことができるように在宅サービスの充実を図ることが重要ですが、

虚弱な単身高齢者世帯や高齢者のみの世帯で、高齢者が高齢者を介護する世帯

が増加していることから、施設入所のニーズは高く、入所待機者もいます。 

また、認知症や重度の要介護者が増加し、介護を行う介護者の負担軽減の観

点からも、今後、介護者や高齢者が適切なサービスの選択が行えるよう、施設の量

や質の確保、充実が必要となります。 

第８期においては短期入所生活介護から介護老人福祉施設（特別養護老人ホ

ーム）への転換分 20 床及び介護付有料老人ホームへの転換分４床を確保します。 

整備目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護老人福祉施設 ６３３床 ６３３床 ６３３床 

介護老人保健施設 １８５床 １８５床 １８５床 

介護付有料老人ホーム ５４０床 ５４０床 ５４０床 

【施策の方向性】 

市内介護施設の動向や施設の待機者数等を勘案しながら、検討していきます。 

 

④  地域密着型サービスの整備・充実  

介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らしていけるように、市民が

受けられる介護サービスです。第８期では、認知症対応型共同生活介護施設（グ

ループホーム）を 1 施設、地域密着型介護老人福祉施設を２施設整備します。ま

た、通いを中心に利用者の選択に応じて訪問やショートステイのサービスを組み

合わせ多様なサービスを受けられる小規模多機能型居宅介護を１施設整備しま

す。 

整備目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症対応型共同生活 

介護（グループホーム） 
１２６床 １４４床 １４４床 

地域密着型介護老人 

福祉施設 
０床 ２９床 ５８床 

小規模多機能型居宅介護 ５８人 ８７人 ８７人 

【施策の方向性】 

市民の待機者の解消に向け、アンケートの結果や待機者数などを考慮しつつ、 

地域密着型サービスの充実を検討していきます。 

在宅介護実態調査の結果を考慮し、日中夜間の排泄、入浴洗身などの不安

を取り除くため「小規模多機能型居宅介護」のサービスの充実を図ります。 
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⑤  有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の基盤整備 

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の本市の設置状況について

は表のとおりであり、整備率や空室の状況から供給量は充足していると考えてい

ます。そのため、基盤整備については、参入希望の事業者からの整備に関する

相談には個別に対応するとともに県と情報連携を図りながら、適切に進めていき

ます。 

 

設置状況 令和２年度 

整備率 

（令和２年３月 31 日時点） 
空室 

（令和２年９月１日時点） 
市 県 

住宅型有料老人ホーム ２９３室 0.84 0.69 有 

サービス付き高齢者向け住宅 ２６４室 0.60 0.59 有 

整備率…定員÷高齢者人口（第 1 号被保険者） 
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（３）財政基盤の整備 

①  介護保険料 

介護保険料基準額は、介護保険事業計画から算出した給付費の総額から、

国、県、市の負担金を控除し、予定保険料収納率で除したものを、さらに第１号

被保険者数で除した額となります。 

公費負担 50％の内訳は、国が 25％（施設等給付費 20％）、都道府県 12.5％

（施設等給付費 17.5％）、市町村が 12.5％となっています。 

 

国が負担する 25％（施設給付費等 20％）のうち、20％（施設給付費等 15％）

の部分は各市町村の標準給付費額に対して定率で交付されます。残りの５％の

部分は、市町村の努力では対応できない第１号保険料の格差を是正するための

調整交付金として交付されます。 

 

保険料負担 50％の内訳は、第１号被保険者分が２３％、第２号被保険者分が

２７％です。なお、第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は、事業計画期

間ごとに全国ベースの人口比率で定められます。 
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第１号被保険者の保険料は、保険者である市が条例で定めます。保険料の設

定にあたっては、保険給付の対象となる介護サービス見込み量に基づき給付費を

推計し、これに見合う保険料額を設定することになります。 

 

介護保険制度が創設された平成１２年度以降、本市の介護給付費は、高齢者

人口の増加と要介護・要支援認定者の増加に伴い、増加の一途をたどっており、

今後も増加していくと見込んでいます。 

 

しかし、これまで積み立ててきた介護保険給付費等準備基金を取り崩し、上げ幅

を抑制するとともに、非課税者の一部に国で定める料率より低い料率を設定するこ

とで、引き続き、低所得者層に対して過重な負担とならないよう配慮します。 

 

 保険料基準額 （年額）   ６２，１６０円 

 

            （月額）    ５，１８０円 
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保険料基準額の算定     

    

区分 【第８期】 

段階 12 段階 

最高負担率 2.10  

標準給付費見込額（A) 23,818,403,747 円 

地域支援事業費（B) 1,544,330,858 円 

地域支援事業費のうち 

介護予防・日常生活支援総合事業費（B') 
868,621,578 円 

補正後被保険者数（C) 105,258 人 

第 1 号被保険者負担分相当額（D) 

D＝（ A + B ）×２３％ 
5,833,428,959 円 

調整交付金相当額（E) 

E＝ （A + B') × ５％ 
1,234,351,266 円 

調整交付金見込交付割合（F) 10% 

調整交付金見込額（G） 

G＝ E × F 
123,435,127 円 

準備基金取崩額（H) 570,000,000 円 

市町村特別給付額（M) 54,027,000 円 

保険料収納必要額（I) 

I＝ D + E + M - G - H 
6,428,372,099 円 

予定保険料収納率（J) 98.26% 

第 1 号被保険者基準保険料（年額）（K) 

K＝ I ÷ J ÷ C 
62,160 円 

第 1 号被保険者基準保険料（月額）（L) 

L＝ K ÷ １２ 
5,180 円 
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②  費用の実績と推計 

介護保険給付費は、居宅サービス費、地域密着型サービス費、居宅介護支援

費、介護保険施設サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービ

ス費、介護予防支援費、特定入所者介護等サービス費、高額介護等サービス費、

高額医療合算介護等サービス費及び審査支払手数料の合計額となります。 

地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業費及び包括的支援事

業・任意事業費の合計額となります。 

（単位：千円） 

実 績 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

介 護 保 険 給 付 費 ６，１１８，７２４ ６，３０９，０２１ ６，５８８，５２４ 

 介護サービス給付費 ５，４９９，７３４ ５，７７７，７１１ ６，００７，３５９ 

  居 宅 サ ー ビ ス 費 ２，７５６，３４２ ２，９４１，２９５ ３，１０４，２５８ 

 

 

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 費 ５１５，９３０ ５５５，７１８ ５９５，７９３ 

施 設 サ ー ビ ス 費 １，９４３，９９４ １，９７６，７７６ １，９８９，２６５ 

居 宅 介 護 支 援 費 ２８３，４６８ ３０３，９２２ ３１８，０４３ 

介護予防サービス給付費 ２８５，１６４ １８８，４９７ ２１０，８３９ 

 

 

介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 ２４８，１７３ １５９，６８２ １８０，１０８ 

地域密着型介護予防サービス費 ２，３６５ １，４２０ ８６９ 

介 護 予 防 支 援 費 ３４，６２６ ２７，３９５ ２９，８６２ 

特 定 入 所 者 介 護 等サービス費 １７１，４５９ １７５，５１８ １７１，６０８ 

 高 額 介 護 等 サ ー ビ ス 費 １４０，５７４ １４３，２４２ １７１，１８５ 

 高額医療合算介護等サービス費 １７，０７５ １９，３０２ ２１，６６７ 

 審 査 支 払 手 数 料 等 諸 費 ４，７１８ ４，７５１ ５，８６６ 

地 域 支 援 事 業 費 ３１３，７５４ ４４８，１８３ ４５０，３７５ 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 １５５，８２９ ２６７，０８１ ２６５，２９３ 

 包 括 的 支 援 事 業 ・任 意 事 業 費 １５７，９２５ １８１，１０２ １８５，０８２ 

合   計 ６，４３２，４７８ ６，７５７，２０４ ７，０３８，８９９ 
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（単位：千円） 

費 用 推 計 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介 護 保 険 給 付 費 ７，７１９，４０６ ７，９７２，８０１ ８，１８０，２２３ 

 介護サービス給付費 ６，９９６，５４６ ７，１９８，１１６ ７，３６５，８７７ 

  居 宅 サ ー ビ ス 費 ３，３２１，７８３ ３，４０３，８４８ ３，５０２，６７５ 

 

 

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 費 ８２０，６２６ ９０９，９０８ ９６７，８３１ 

施 設 サ ー ビ ス 費 ２，５０１，８８９ ２，５３４，９２１ ２，５４５，７２３ 

居 宅 介 護 支 援 費 ３５２，２４８ ３４９，４３９ ３４９，６４８ 

介護予防サービス給付費 ２５７，６５８ ２７１，７６２ ２７３，５１５ 

 

 

介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 ２１８，４１５ ２３２，１９３ ２３３，８８７ 

地域密着型介護予防サービス費 ４，４７８ ４，４１２ ４，４１２ 

介 護 予 防 支 援 費 ３４，７６５ ３５，１５７ ３５，２１６ 

特 定 入 所 者 介 護 等サービス費 ２０２，７６９ ２１３，７７７ ２２２，１０７ 

 高 額 介 護 等 サ ー ビ ス 費 ２０９，００４ ２３２，０３６ ２５７，６０６ 

 高額医療合算介護等サービス費 ２７，８９７ ３０，５２７ ３３，４０６ 

 審 査 支 払 手 数 料 等 諸 費 ８，１３３ ８，５９６ ９，０７１ 

市 町 村 特 別 給 付 費 １７，３９９ １７，９８７ １８，６４１ 

地 域 支 援 事 業 費 ５１６，０３３ ５１４，５２３ ５１３，７７６ 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 ２９０，２４７ ２８９，３９８ ２８８，９７８ 

 包 括 的 支 援 事 業 ・任 意 事 業 費 ２２５，７８６ ２２５，１２５ ２２４，７９８ 

合   計 ８，２３５，４３９ ８，４８７，３２４ ８，６９３，９９９ 

費 用 総 額 ２５，４１６，７６２ 

 

【評価・課題】 

高齢者人口増加に伴い、介護保険サービス利用者も増加し、介護保険給付費

も年を追うごとに増えています。介護サービスを必要とする人を適正に認定した上で、

真に必要なサービスを過不足なく提供していくことが必要です。 
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③  介護保険料賦課徴収方式 

      【評価・課題】 

第７期の３年間における第１号被保険者の介護保険料は、第６期と同じ割合

とし、市民税非課税世帯に対する保険料軽減措置を実施しました。 

令和元年度の現年分の収納率は、９９．４％で前年度と変化ありませんでした。 

 

【施策の方向性】 

介護保険料は、制度の基盤となるものなので、被保険者間での公平性を確

保する上からも適切な賦課徴収に努めます。令和３年度からの第１号被保険

者の所得段階別介護保険料は 109 ページのとおりとなります。 

  

- 106 -



             

【介護保険料賦課徴収状況】 

 

（単位：千円） 

保険料段階 項  目 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

第１段階 

(年額 9,216 円) 

保険料額 63,623 74,486 56,294 

納付額 62,348 73,213 55,197 

収納率（％） 98.0 98.2 98.1 

第 ２ 段 階 

(年額 21,504 円) 

保険料額 48,164 62,011 53,005 

納付額 48,070 61,891 53,003 

収納率（％） 99.8 99.8 99.9 

第 ３ 段 階 

(年額 36,864 円) 

保険料額 51,687 65,149 64,002 

納付額 51,508 65,060 63,936 

収納率（％） 99.7 99.8 99.9 

第 ４ 段 階 

(年額 54,060 円) 

保険料額 248,384 282,747 277,878 

納付額 244,128 279,158 274,564 

収納率（％） 98.3 98.7 98.8 

第 ５ 段 階 

(年額 61,440 円) 

保険料額 225,418 270,803 279,431 

納付額 225,006 270,246 279,310 

収納率（％） 99.8 99.7 99.9 

第 ６ 段 階 

(年額 70,656 円) 

保険料額 247,071 299,804 307,817 

納付額 243,859 296,696 305,216 

収納率（％） 98.7 98.9 99.2 

第 ７ 段 階 

(年額 79,872 円) 

保険料額 342,695 397,918 411,659 

納付額 340,807 395,425 409,125 

収納率（％） 99.4 99.3 99.4 

第 ８ 段 階 

(年額 100,752 円) 

保険料額 314,720 375,452 378,785 

納付額 312,002 373,148 376,005 

収納率（％） 99.1 99.3 99.3 

第 ９ 段 階 

(年額 105,672 円) 

保険料額 97,961 117,762 119,938 

納付額 97,553 117,266 119,159 

収納率（％） 99.6 99.5 99.3 

第 10 段 階 

(年額 122,880 円) 

保険料額 51,407 64,020 60,040 

納付額 51,344 64,007 59,923 

収納率（％） 99.9 99.9 99.8 
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第 11 段 階 

(年額 126,564 円) 

保険料額 27,916 33,533 34,246 

納付額 27,826 33,178 34,182 

収納率（％） 99.7 98.9 99.8 

第 12 段 階 

(年額 129,024 円) 

保険料額 45,939 55,377 56,179 

納付額 45,862 55,243 56,145 

収納率（％） 99.8 99.7 99.9 

合    計 保険料額 1,764,985 2,099,062 2,099,274 

納付額 1,750,313 2,084,531 2,085,765 

収納率（％） 99.2 99.3 99.4 

※保険料段階毎の年額については、令和元年度のものとなります。 
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※１ 第１・２・３段階の月額保険料は、軽減強化後の額です。 

本来の額と負担割合は、１，８１３円（0.35）・３，１０８円（0.60）・３，３６７円（0.65）です。 

★１ ６段階以降の所得指標＝合計所得金額－譲渡所得特別控除額 

★２ １段階から５段階までの所得指標＝合計所得金額－譲渡所得特別控除額－公的

年金に係る雑所得  

第１号被保険者所得段階別保険料【第８期（令和３年度～令和５年度）】 

所得段階 対  象  者 
月額保険料 

（負担割合） 

第１段階 

生活保護者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受

給者、本人及び世帯全員が住民税非課税で前年の課税年

金収入金額と所得指標★２の合計額が 80 万円以下の人 

７７７円 

（０．１５） 

第２段階 

本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収

入金額と所得指標★２の合計額が 80 万円を超え 120 万円

以下の人 

１，８１３円

（０．３５） 

第３段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収

入金額と所得指標★２の合計額が 120 万円を超える人 

３，１０８円 

（０．６０） 

第４段階 

本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）

で、前年の課税年金収入金額と所得指標★２の合計額が

80 万円以下の人 

４，５５８円 

（０．８８） 

第５段階 

本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）

で、前年の課税年金収入金額と所得指標★２の合計額が

80 万円を超える人 

５，１８０円 

（１．００） 

第６段階 
本人が住民税課税で、前年の所得指標★１が 125 万円以

下の人 

５，９５７円 

（１．１５） 

第７段階 
本人が住民税課税で、前年の所得指標★１が 125 万円を超

え 200 万円未満の人 

６，７３４円 

（１．３０） 

第８段階 
本人が住民税課税で、前年の所得指標★１が 200 万円以

上 350 万円未満の人 

８，４９５円 

（１．６４） 

第９段階 
本人が住民税課税で、前年の所得指標★１が 350 万円以

上 500 万円未満の人 

８，９０９円 

（１．７２） 

第 10 段階 
本人が住民税課税で、前年の所得指標★１が 500 万円以

上 700 万円未満の人 

１０，３６０円 

（２．００） 

第 11 段階 
本人が住民税課税で、前年の所得指標★１が 700 万円以

上 1,000 万円未満の人 

１０，６７０円 

（２．０６） 

第 12 段階 
本人が住民税課税で、前年の所得指標★１が 1,000 万円以

上の人 

１０，８７８円 

（２．１０） 
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（４）災害・感染症への対応 【新規・重点施策】 

 

避難訓練の実施や防災啓発活動及び各介護事業所で策定している防災計画等

の確認作業を通じて、介護事業所等におけるリスクや必要物資の備蓄状況等の把握

に努めていきます。 

また介護事業所と連携し、感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時の代替サ

ービスの確保に向けた連携体制の構築を図っていきます。 

 

① 災害への対応 

平常時には、市内の社会福祉施設等の被災状況を速やかに把握できるよう、情 

報収集体制を整備します。 

また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する施設等における避難確保

計画の作成状況の把握に努め、未作成の施設等においては、制度の周知徹底を図

るとともに、避難確保計画の作成支援を行います。 

災害時においては、避難施設として利用に関する協定を締結している社会福祉施

設等の協定先と被災した避難行動要支援者や要介護認定者等の受入れ調整を行

います。 

 

② 感染症への対応 

感染拡大防止における周知啓発を行うとともに、必要な情報提供を行いながら、介

護事業所との連携体制の強化を図ります。 

また、市内の介護事業所がサービスの提供を継続できるように、介護情報等の適格

な情報発信に努め、各種衛生用品の在庫の把握や要請量の取りまとめ報告等を行い

ます。 

感染症が発生した場合には、介護事業所の対応状況等を速やかに把握するととも

に、必要に応じた助言指導を行います。 
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 介護給付費適正化計画 

 

＜基本的な考え方＞ 

介護給付費適正化については、これまで三期にわたり各都道府県が「介護給付費適

正化計画」を策定し、都道府県と保険者が一体となって、その推進に取り組んでまいりまし

た。 

今般、平成２９年の介護保険法改正に伴い、市町村が介護給付等に要する費用の適正

化に関し、取り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めるものとされたことから、本

計画を策定します。 

 

＜取組方針と目標＞ 

いわゆる団塊世代すべてが７５歳以上となる２０２５年（令和７年）、さらにはいわゆる団塊

ジュニア世代が６５歳以上となる２０４０年（令和２２年）に向けて、地域包括ケアシステムを

深化・推進していくためには、受給者が真に必要とするサービスを過不足なく提供するた

めの適正化事業を推進していくことが必要です。 

 そのため、国が指針に掲げる主要５事業である「要介護認定の適正化」、「ケアプランの

点検」、「住宅改修等の点検」、「縦覧点検・医療情報との突合」、「介護給付費通知」に

取り組みます。 

 

（１） 要介護認定の適正化 

ア 認定調査票の点検 

認定調査票全件の点検を実施します。不備が認められた場合、その都度認定

調査員に確認し、必要に応じて認定調査票を修正するとともに、指導を実施し認定

調査の平準化を図ります。 

 

目     標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認定調査・点検実施率 100％ 100％ 100％ 

 

 

イ 介護認定審査会委員・認定調査員研修会の実施 

介護認定審査会委員や認定調査員を対象とした研修会を実施し、認定審査会

や認定調査における判断基準の適正化及び平準化を図ります。 

 

目     標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護認定審査会委員研修回数 ２回 ２回 ２回 

認定調査員研修回数 １回 １回 １回 
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（２）ケアプランの点検 

地域包括支援センターを含む市内居宅介護支援事業所を対象に「真に必要なサー

ビスが適切に提供されているか」、「利用者の選択を阻害していないか」といった視点で

ケアプランの点検を実施し、介護給付の適正化を図ります。 

 

目     標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

点検個所件数 ３５件 ３５件 ３５件 

 

（３）住宅改修等の点検 

ア 住宅改修の点検 

住宅改修の点検は、基本的には理由書や見積書、写真等でその必要性を判断

し実施しますが、事前審査と完了審査の書類等に疑義が生じた場合には、ケアマ

ネへの確認や必要があれば現地調査を行い、適切な工事への改善指導を実施し

ます。 

 

目     標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

疑義が生じた改修の 

現地調査 
100％ 100％ 100％ 

 

イ 福祉用具購入・貸与 

福祉用具購入や貸与については、その必要性や利用状況等に疑義が生じた場

合には、ケアマネへの確認や利用者宅へ訪問し実態調査を実施します。 

また、貸与調査は国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを活用

し、不適切又は不要な利用の防止に努めます。 

目     標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

疑義が生じた用具の 

実態調査 
100％ 100％ 100％ 
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（４）縦覧点検・医療情報との突合  

国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムによる縦覧点検や医療

情報との突合情報を活用して、介護報酬の不正請求を発見し給付の適正化を図り

ます。 

 

目     標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

突合率 100％ 100％ 100％ 

 

（５）介護給付費通知 

利用したサービスの内容とその自己負担額を利用者本人（家族を含む。）に通

知することで、自らが受けているサービスを改めて確認してもらい、給付の適正化を

図ります。 

実施に当たっては、対象者や対象サービスの絞り込みやサービスを見直す節目

となる認定の更新時など受給者の理解を得やすい発送時期の工夫などを検討しま

す。 
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資料編 



１ 計画の推進・進行管理 

 

（１）推進体制 

   本計画における介護保険事業および介護保険対象外の事業は、高齢者福祉施策全般に

わたるものであり、推進に際しては総合的・包括的に施策や事業を展開していく必要がありま

す。今後、市の保健福祉部署をはじめ、関係部署と横断的な連携を図り、円滑かつ効率的な

推進に努めます。 

 

（２）進行管理 

   本計画における高齢者保健福祉施策について、その実施状況の把握や評価等を市の保

健福祉部署及び関係部署で適宜行います。さらに公募市民や市内の各種関係団体からの推

薦者等で構成される「海老名市高齢者保健福祉計画策定委員会」において３年度ごとに事業

等の評価・見直し等を行い、結果に基づいて対策を講じます。 

   介護保険事業計画は利用者の立場に立ち最良のサービスの確保するため、被保険者代表、

をはじめ、介護サービス提供事業者代表、保健・福祉・医療関係者で構成される「海老名市介

護保険運営協議会」を設置し、進行の管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービス 
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のサービス 
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（３）サービス供給体制の充実 

 

①情報提供・相談体制の充実 

 介護サービス及びそれに関連した保健・医療・福祉等、各分野のサービス内容、利用方法等

について説明したパンフレット等を作成・配布します。さらに広報えびな、市ホームページを活

用し積極的な情報提供を行い、周知を図ります。 

 また職員の意識向上及び関係機関との連携強化等を含めた相談受付体制の充実を図りま

す。 

 

②介護サービスに対する苦情対応 

 介護サービスの利用に関して不満がある場合、介護サービス計画（ケアプラン）を作成した居

宅介護支援事業者（ケアマネージャー）、市の介護保険課、そして各地域包括支援センターに

て苦情・相談を受け付けます。 

 その内容に応じて専門の職員が事業者・施設への連絡や要請を行うとともに、必要な場合に

は指導権限を有する県や県国民健康保険団体連合会へ連絡します。 

 

②行政処分に対する苦情対応 

要介護認定や介護保険料の賦課徴収等、市の行政処分に不服がある場合、介護保険法に

基づき県介護保険審査会に不服の申し立て（審査請求）をすることができます。 

   市は相談窓口を整備し審査請求を妨げない限りにおいて、利用者に対して事前に十分な

聞き取り及び決定に至った理由の説明等を行い、ご理解いただけるよう努めます。 
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２ 計画の策定体制 

 

   本計画は、被保険者の意見を反映させるために公募により選出された委員を含む「海老名

市高齢者保健福祉計画策定委員会」で検討を行い、策定しました。 

   また、策定委員会の審議の円滑な運営を図るため、保健福祉行政関係部署の職員により

構成する作業部会を設置し、計画における事業内容の検討及び素案作成等を行ってきました。 

   策定にあたっては市民アンケートやパブリックコメントを実施し、広く市民の声を反映させるこ

とに努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高経営会議 

政策会議 

議会 

【海老名市高齢者保健福祉計画策定委員会】 

〇 市民代表 ５名 

〇 学識経験者 ２名 

〇 三師会（医師、歯科医師、薬剤師） １名 

〇 介護保険運営協議会 １名 

〇 介護保険認定審査会 １名 

〇 地域包括ケア会議 １名 

〇 社会福祉協議会 １名 

 

【作業部会】 

〇 福祉政策課 １名 

〇 健康推進課 １名 

〇 介護保険課 ４名 

〇 障がい福祉課 １名 

〇 国保医療課 １名 

〇 こども育成課 １名 

〇 地域包括ケア推進課 ３名 

 

介
護
保
険
運
営
協
議
会 
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（１） 海老名市高齢者保健福祉計画策定委員会 

 

①策定委員会委員名簿（任期 令和２年１月９日～令和３年３月 31 日）    （順不同・敬称略） 

役職 氏名 推薦団体等 

会 長 内山 喜一郎 医師会・歯科医師会・薬剤師会 

副会長 大濱 千輿子 介護保険運営協議会 

委 員 斉藤 忠保 公募委員 

委 員 石井 直輔 公募委員 

委 員 鮎澤 千代吉 公募委員 

委 員 松竹 康子 公募委員 

委 員 柳下 クミ子 公募委員 

委 員 
小島 光義 （～Ｒ２．５．19） 

海老名市民生委員児童委員協議会 
渋谷 昇  （Ｒ２．５．19～） 

委 員 宇津木 嘉夫 海老名市介護者の会四つ葉のクローバー 

委 員 窪田 紀代実 介護認定審査会 

委 員 佐々木 朋子 
地域包括ケア会議 

（海老名東地域包括支援センター） 

委 員 
河野 誠一 （～Ｒ２．７．22） 

海老名市社会福祉協議会 
前田 洋子 （Ｒ２．７．22～） 

 

②市民参加 

  高齢者福祉が地域独自の仕組みとして発展していくためには、市民が高齢者福祉に対して

の理解を深めるとともに、計画の策定に際しても市民の積極的な参加が必要となります。 

  このため、高齢者保健福祉計画策定委員会を設置するにあたり、公募による被保険者を代表

する市民を５名、委員として参加いただきました。 

公募期間 令和元年 10 月 15 日～11 月 15 日 

対 象 者 満 40 歳以上の市民で高齢者保健福祉及び介護保険に関心のある方 

応募方法 指定の応募用紙等を海老名市地域包括ケア推進課に持参又は郵送にて提出 

選考方法 選考委員会を設置し委員による応募内容等の資格審査を行い決定 
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③策定委員会の開催状況 

会議 時期 審議内容等 

第１回 令和２年１月９日 

・委嘱状交付 

・正副会長選任 

・介護保険制度について 

・海老名市の状況について 

・高齢者保健福祉計画について 

・アンケートについて 

第２回 令和２年１月 31 日 ・アンケート調査について 

第３回 令和２年７月 31 日 

・アンケート調査結果について 

・第７期事業評価について 

※コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議 

第４回 令和２年 10 月 29 日 ・素案について 

第５回 令和２年 11 月 20 日 
・修正素案確認について 

※コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議 

第６回 令和２年 12 月９日 
・パブリックコメント提出案について 

※コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議 

第７回 令和３年１月 29 日 
・計画最終案の決定 

※コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議 
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④海老名市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、海老名市高齢者保健福祉計画策定委員会の設置、組織、運営等に関し

必要な事項を定める。 

（設 置） 

第２条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８第１項に基づく高齢者保健福祉計

画並びに介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条第１項の規定に基づく介護保険事

業計画を策定するため、海老名市高齢者保健福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

２ 委員会は、前項に掲げる高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の事業計画期間毎

に設置する。 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、次の事項を所掌する。 

 (1) 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。             

 (2) 介護保険事業計画の策定に関すること。 

 (3) その他高齢者保健福祉事業及び介護保険事業の実施に関し必要な事項に関すること。  

（組 織） 

第４条 委員会は、委員１３名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

(1) 市民代表                           

  (2) 学識経験者                            

  (3) 医師・歯科医師・薬剤師              

(4) 介護保険運営協議会委員 

(5) 介護保険認定審査会委員             

  (6) 地域包括ケア会議委員 

(7) 海老名市社会福祉協議会職員 
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（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、第２条第１項の事業計画の策定が終了するまでとする。 

（会長及び副会長） 

第６条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会 議） 

第７条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 

（意見等の聴取） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くこと

ができる。 

（作業部会） 

第９条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に作業部会を置くことができる。 

（事務局） 

第１０条 委員会の庶務を処理するため、高齢者福祉を主管する課に事務局を置く。 

（委 任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に

諮って定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

（海老名市介護保険事業計画策定委員会設置要綱の廃止） 

２ 海老名市介護保険事業計画策定委員会設置要綱は、廃止する。 

   

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成１９年１２月１日から施行する。 

３ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

４ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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（２）市民からの意見募集 

  ①パブリックコメントの実施 

   「えびな高齢者プラン２１【第８期】」策定にあたり、広く市民からの意見等を伺うためパブリッ

クコメントを実施しました。 

 

パブリックコメント実施期間 令和２年 12 月 23 日 ～ 令和３年１月 22 日 

閲覧方法 

海老名市役所２階 地域包括ケア推進課窓口 

海老名市役所１階 情報公開コーナー 

海老名市ホームページ 

意見受付方法 

任意の書式に意見等必要事項を記入のうえ、海老名市地域

包括ケア推進課に①持参、②郵送、③ＦＡＸ及び市ホームペ

ージの問い合わせフォームにて受付 
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３ アンケート調査結果 

 

Ⅰ 海老名市高齢者保健福祉計画策定に係るアンケート調査 

 

１ 実施概要 

（１）目的    高齢者保健福祉や介護保険サービスのニーズの把握 

（２）実施時期 令和２年２月～３月 

（３）調査方法 郵送によるアンケート調査 

（４）対象    在宅で生活している 40 歳以上の市民 3,000 人 

※要支援・要介護者 23％を含む 

 

２ 調査結果 

（１）回収件数 1,466 件（回収率 48.9％） 

（２）回答者属性  

①年齢 

年齢 40～64 歳 65～74 歳 75 歳以上 不明 

今回 
350 人 

（23.9％） 

459 人 

（31.3％） 

652 人 

（44.5％） 

5 人 

（0.3％） 

※前回 
368 人 

（23.1％） 

565 人 

（35.4％） 

654 人 

（41.0％） 

5 人 

（0.3％） 

 

 

②介護認定の有無 

介護認定 あり なし 未回答 

今回 
282 人 

（19.2％） 

1,180 人

（80.5％） 

4 人 

（0.3％） 

※前回 
335 人 

（21.0％） 

1,249 人 

（78.4％） 

８人 

（0.5％） 
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３ 結果概要 

項目 回答の傾向 課題の分析 

生
活
の
様
子 

・65 歳以上では前回同様「夫婦２人世帯」

が最も多く、老々介護の世帯が多く存在し

ていると推測されます。 

・大半が「海老名市内」を日常生活の範囲

としています。 

・介護認定がある方は通院、買い物といっ

た外出支援のニーズが高く、介護認定を

持たない方は気軽に行ける居場所や会話

の相手のニーズが高いです。 

 

・高齢者のみの世帯が多くあることから、

引き続き地域における支援、見守り体制

の強化が必要となります。併せて見守りを

兼ねた在宅福祉サービスの充実を図って

いく必要があります。 

・コミバス、ぬくもり号、福祉有償運送サー

ビスなど外出支援ツールの充実及び気軽

に行ける居場所づくりに取り組む必要があ

ります。 

健
康
や
生
き
が
い 

・現時点で病気等はしていないが、将来

に備えて認知症や寝たきり予防について

知りたい方が多いです。 

・今後行ってみたいこととして「趣味の活

動」と回答する方が多いです。 

・認知症サポーター養成講座をはじめ、認

知症・寝たきり予防に関する教室や講演

会を充実させていく必要があります。 

・生きがい活動への支援、趣味として興味

を持ってもらえるような魅力ある教室、講

座の開催が必要となります。 

介
護 

・介護で困ったときの相談先として、前回と

比較して「地域包括支援センター」と回答

する割合が増加しています。 

・希望する介護については、前回と比較し

て、年齢が上がるごとに『在宅』を希望する

割合が増加している傾向に変わりはありま

せんでしたが、全ての年代で『在宅』を希

望する割合が『施設入所』を希望する割合

を上回る結果となっています。 

・年代を問わず、在宅による生活を念頭に

置いている方が増えています。 

・市のサービスについて、40％以上の方が

「利用したい」と回答しています。 

・身近な相談先として地域包括支援センタ

ーが選ばれるよう広報への掲載等による

周知徹底を図る必要があります。 

・年代により希望する介護に違いはあるも

のの、「施設整備」、「在宅福祉サービスの

充実」双方に取り組んでいく必要がありま

す。 

 

介
護
予
防 

・介護予防教室に参加できない理由とし

て、自身の要因に加え、日程等が合わな

いなど運用方法を要因とする回答が一定

数ありました。 

・参加希望が可能な限り参加できるよう、

開催回数の増加など柔軟に取り組んでい

く必要があります。 
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介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス 

・在宅でのサービスでは利用希望が多か

ったです。 

・施設入所については「検討していない」、

「将来的には検討したい」という回答が大

半を占めました。 

・施設に入所・入居を希望しているが、で

きない理由として、「利用料金の高さ」が最

も多くなりました。 

・年代により希望する介護に違いはあるも

のの、「施設整備」、「在宅福祉サービスの

充実」双方に取り組んでいく必要がありま

す。 

高
齢
者
福
祉 

・『在宅福祉サービスの充実』、『自宅での

医療体制の充実』といった、自宅で生活で

きるような環境整備を希望される方が多い

結果となりました。また、『入所できる施設

の増加』を希望する回答も多くありました。 

 

・施設整備については給付費との兼ね合

いを含め検討する必要があります。 

・在宅での生活を念頭においている方が

多く、今後も在宅福祉サービスの充実を

図っていく必要があります。 

 

 

４ まとめ 

  高齢者のみの世帯が多数あり、高齢者が高齢者を介護する老々介護を行っている世帯が

多くあることが推測できることから、引き続き地域全体で高齢者を見守り、支援していく取り組

みが必要となっています。 

   認知症、寝たきり予防に対する関心も高まっている中で、より重要性の意識づけを図ってい

くことが求められています。 

   施設での介護を希望される方も一定数はいますが経済面等で入所が難しい方も多くいます。 

また年齢が上がるにつれ在宅での介護を希望される方も増えています。 

   こういった状況を鑑み、在宅においても、安全で安心に介護を受けられるよう、地域支援事

業の充実や医療と介護の連携、生きがい活動や総合的な健康づくり、介護予防への取り組み

を支援し、地域包括ケアシステムの深化につなげていく必要があります。 
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海老名市高齢者保健福祉計画策定に係るアンケート調査結果（詳細） 

 

１ 高齢者の生活の様子 

（１） 世帯構成 

全体としては、前回のアンケート同様、『夫婦２人世帯』が最も多く、次いで『夫婦と子供の

世帯』となっています。世帯構成について、前回と大きな変動はなく、以前老々介護を行って

いる世帯も多数あると推測されます。 

また、介護認定の有無で比較した場合で大きな変化は見られませんでした。 

 

今回 

項目 全 体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

ひとり暮らし世帯 274 18.7% 57 16.3% 77 16.8% 137 21.0% 

夫婦２人世帯 495 33.8% 70 20.0% 199 43.4% 225 34.5% 

夫婦と子供の世帯 342 23.3% 134 38.3% 100 21.8% 107 16.4% 

子どもや孫との世帯 161 11.0% 18 5.1% 40 8.7% 103 15.8% 

その他 193 13.2% 70 20.0% 43 9.4% 80 12.3% 

未回答 1 0.1% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 

前回 

項目 全 体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

ひとり暮らし世帯 219 13.8% 39 10.6% 70 12.3% 110 16.8% 

夫婦２人世帯 566 35.6% 92 25.0% 246 43.2% 228 34.9% 

夫婦と子供の世帯 360 22.6% 159 43.2% 115 20.2% 86 13.1% 

子どもや孫との世帯 183 11.5% 14 3.8% 54 9.5% 115 17.6% 

その他 198 12.4% 53 14.4% 64 11.2% 81 12.4% 

未回答 66 4.1% 11 3.0% 21 3.7% 34 5.2% 

※『年齢不明』を除く 
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（介護認定あり） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

ひとり暮らし世帯 59 20.9% 1 33.3% 6 14.6% 52 21.8% 

夫婦２人世帯 85 30.1% 0 0.0% 19 46.3% 66 27.7% 

夫婦と子供の世帯 38 13.5% 1 33.3% 7 17.1% 30 12.6% 

子どもや孫との世帯 44 15.6% 1 33.3% 3 7.3% 40 16.8% 

その他 56 19.9% 0 0.0% 6 14.6% 50 21.0% 

未回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

（介護認定なし） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

ひとり暮らし世帯 213 18.1% 55 15.9% 71 17.0% 84 20.4% 

夫婦２人世帯 408 34.6% 70 20.2% 179 42.9% 158 38.3% 

夫婦と子供の世帯 304 25.8% 133 38.4% 93 22.3% 77 18.7% 

子どもや孫との世帯 117 9.9% 17 4.9% 37 8.9% 63 15.3% 

その他 137 11.6% 70 20.2% 37 8.9% 30 7.3% 

未回答 1 0.1% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 

※『年齢不明』を除く 
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（２） 日常生活の範囲 

前回のアンケート同様、『自宅からの徒歩圏内』が最も多く、次いで『徒歩圏以外の海老

名市内』となっています。 

また介護認定の有無で比較した場合でも大きな変化は確認できませんでした。 

 

今回 

項目  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

自宅からの徒歩圏内 707 48.2% 140 40.0% 220 47.9% 347 53.2% 

徒歩圏以外の海老名市内 534 36.4% 140 40.0% 175 38.1% 219 33.6% 

近隣市町村 183 12.5% 70 20.0% 60 13.1% 53 8.1% 

そ の 他 11 0.8% 0 0.0% 2 0.4% 9 1.4% 

未回答 26 1.8% 0 0.0% 2 0.4% 24 3.7% 

前回 

項目  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

自宅からの徒歩圏内 642 40.3% 126 34.2% 242 42.5% 274 41.9% 

徒歩圏以外の海老名市内 477 30.0% 120 32.6% 185 32.5% 172 26.3% 

近隣市町村 132 8.3% 51 13.9% 42 7.4% 39 6.0% 

そ の 他 87 5.5% 9 2.4% 17 3.0% 61 9.3% 

未回答 254 16.0% 62 16.8% 84 14.7% 108 16.5% 

※『年齢不明』を除く 
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（介護認定あり） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

自宅からの徒歩圏内 145 51.4% 3 100.0% 20 48.8% 122 51.3% 

徒歩圏以外の海老名市内 79 28.0% 0 0.0% 13 31.7% 66 27.7% 

近隣市町村 25 8.9% 0 0.0% 5 12.2% 20 8.4% 

その他 11 3.9% 0 0.0% 2 4.9% 9 3.8% 

未回答 22 7.8% 0 0.0% 1 2.4% 21 8.8% 

 

（介護認定なし） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

自宅からの徒歩圏内 563 47.7% 136 39.3% 200 48.0% 224 54.4% 

徒歩圏以外の海老名市内 456 38.6% 140 40.5% 162 38.8% 152 36.9% 

近隣市町村 157 13.3% 70 20.2% 54 12.9% 33 8.0% 

その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

未回答 4 0.3% 0 0.0% 1 0.2% 3 0.7% 

※『年齢不明』を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 -



 

 

 

 

（３） 地域で生活し続けるために必要なこと 

全体では、どの年代においても『通院・買い物等の外出支援』が最も多い回答となりまし

た。介護認定の有無で比較した場合、介護認定を持っている方は『通院・買い物等の外出

支援』を必要と考えていますが、介護認定を持たない方は、『その他』を除き、『気軽に行ける

居場所や会話の相手』を最も必要としている結果となりました。 

 

（複数回答） 

  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

掃除、洗濯などの 
家事支援 

205 14.0% 53 15.1% 46 10.0% 106 16.3% 

調理、食事の準備等 
の支援 

193 13.2% 55 15.7% 45 9.8% 92 14.1% 

通院、買い物等の 
外出支援 

385 26.3% 107 30.6% 96 20.9% 182 27.9% 

ゴミ出し等の力仕事の支援 218 14.9% 64 18.3% 59 12.9% 94 14.4% 

見守りや安否確認 317 21.6% 102 29.1% 80 17.4% 134 20.6% 

気軽に行ける居場所づくり
や会話の相手 

331 22.6% 95 27.1% 93 20.3% 143 21.9% 

悩み相談の相手 155 10.6% 59 16.9% 42 9.2% 54 8.3% 

公共料金の支払い 
手続きの代行 

91 6.2% 26 7.4% 19 4.1% 46 7.1% 

その他 346 23.6% 68 19.4% 126 27.5% 149 22.9% 

※『年齢不明』を除く 

【その他回答】 

・コミバスの増便・ルートの回数増加、・タクシーを利用できる利用券の配布や割引補助 

・運転免許証返納後の交通手段の整備・支援・補助      など 
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（介護認定あり） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

掃除、洗濯などの 
家事支援 

79 28.0% 1 33.3% 8 19.5% 70 29.4% 

調理、食事の準備等 
の支援 

68 24.1% 1 33.3% 6 14.6% 61 25.6% 

通院、買い物等の 
外出支援 

116 41.1% 2 66.7% 13 31.7% 101 42.4% 

ゴミ出し等の力仕事の支援 68 24.1% 0 0.0% 9 22.0% 59 24.8% 

見守りや安否確認 69 24.5% 1 33.3% 7 17.1% 61 25.6% 

気軽に行ける居場所づくり
や会話の相手 

61 21.6% 1 33.3% 7 17.1% 53 22.3% 

悩み相談の相手 33 11.7% 2 66.7% 4 9.8% 27 11.3% 

公共料金の支払い 
手続きの代行 

28 9.9% 0 0.0% 4 9.8% 24 10.1% 

その他 48 17.0% 0 0.0% 7 17.1% 41 17.2% 

 

（介護認定なし） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

掃除、洗濯などの 
家事支援 

126 10.7% 52 15.0% 38 9.1% 36 8.7% 

調理、食事の準備等 
の支援 

125 10.6% 54 15.6% 39 9.4% 31 7.5% 

通院、買い物等の 
外出支援 

268 22.7% 105 30.3% 82 19.7% 81 19.7% 

ゴミ出し等の力仕事の支援 150 12.7% 64 18.5% 50 12.0% 35 8.5% 

見守りや安否確認 248 21.0% 101 29.2% 73 17.5% 73 17.7% 

気軽に行ける居場所づくり
や会話の相手 

270 22.9% 94 27.2% 86 20.6% 90 21.8% 

悩み相談の相手 122 10.3% 57 16.5% 38 9.1% 27 6.6% 

公共料金の支払い 
手続きの代行 

63 5.3% 26 7.5% 15 3.6% 22 5.3% 

その他 297 25.2% 68 19.7% 119 28.5% 107 26.0% 

※『年齢不明』を除く 

- 17 -



 

 

 

 

２ 健康や生きがいについて 

（１） 現在の健康状態について 

40～64 歳にについては、『健康である』という回答が最も多く、65 歳以上については、『大し

た病気や障がいもなく普通に生活している』という回答が多い結果となりました。 

65 歳以上については、前回と同様の傾向となっています。 

また介護認定の有無で比較した場合、介護認定がある方は、病気や障がいにより、自立し

た生活が困難であると回答されている傾向にありました。 

 

※『年齢不明』、『未記入』を除く 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回 

項目 全体 40～64 歳 65～74 歳 75 歳以上 

医者にかかるような病気もなく、と

ても健康である 
338 23.1% 164 46.9% 113 24.6% 59 9.0% 

薬は飲んでいるものの、大した病

気や障がいもなく、普通に生活し

ている 

662 45.2% 150 42.9% 236 51.4% 274 42.0% 

病気や障がいなどはあるが、日常

生活はおおむね自分で行うことが

でき、近くであれば一人で外出も

できる 

247 16.8% 30 8.6% 73 15.9% 143 21.9% 

病気や障がいなどがあって、家の

中での生活はおおむね自分で行

っているが、外出は一人ではでき

ない 

94 6.4% 2 0.6% 10 2.2% 82 12.6% 

病気や障がいなどがあって、家の

中での生活に手助けが必要で、ベ

ッド（ふとん）上での生活が主体で

ある 

33 2.3% 0 0.0% 5 1.1% 28 4.3% 

病気や障がいなどがあって、トイ

レ、食事、着替えなども介助を要

し、一日中ベッド（ふとん）上にいる 

41 2.8% 1 0.3% 10 2.2% 30 4.6% 
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前回 

項目 40～74 歳 65～74 歳 75 歳以上 

医者にかかるような病気もなく、と

ても健康である 

※前回実施せず 

104 21.1% 35 6.9% 

薬は飲んでいるものの、大した病

気や障がいもなく、普通に生活し

ている 

268 54.5% 184 36.5% 

病気や障がいなどはあるが、日常

生活はおおむね自分で行うことが

でき、近くであれば一人で外出も

できる 

85 17.3% 137 27.2% 

病気や障がいなどがあって、家の

中での生活はおおむね自分で行

っているが、外出は一人ではでき

ない 

14 2.8% 75 14.9% 

病気や障がいなどがあって、家の

中での生活に手助けが必要で、ベ

ッド（ふとん）上での生活が主体で

ある 

14 2.8% 33 6.5% 

病気や障がいなどがあって、トイ

レ、食事、着替えなども介助を要

し、一日中ベッド（ふとん）上にいる 

7 1.4% 40 7.9% 

- 19 -



 

 

 

 

（介護認定あり） 

※『未記入』除く 

（介護認定なし） 

項目 小 計 40～64 歳 65～74 歳 75 歳以上 

医者にかかるような病気もなく、と

ても健康である 
4 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 4 1.7% 

薬は飲んでいるものの、大した病

気や障がいもなく、普通に生活し

ている 

35 12.4% 0 0.0% 4 9.8% 31 13.0% 

病気や障がいなどはあるが、日常

生活はおおむね自分で行うことが

でき、近くであれば一人で外出も

できる 

64 22.7% 1 33.3% 12 29.3% 51 21.4% 

病気や障がいなどがあって、家の

中での生活はおおむね自分で行

っているが、外出は一人ではでき

ない 

84 29.8% 1 33.3% 8 19.5% 75 31.5% 

病気や障がいなどがあって、家の

中での生活に手助けが必要で、ベ

ッド（ふとん）上での生活が主体で

ある 

32 11.3% 0 0.0% 5 12.2% 27 11.3% 

病気や障がいなどがあって、トイ

レ、食事、着替えなども介助を要

し、一日中ベッド（ふとん）上にいる 

41 14.5% 1 33.3% 10 24.4% 30 12.6% 

項目 小 計 40～64 歳 65～74 歳 75 歳以上 

医者にかかるような病気もなく、と

ても健康である 
333 28.2% 163 47.1% 113 27.1% 55 13.3% 

薬は飲んでいるものの、大した病

気や障がいもなく、普通に生活し

ている 

627 53.1% 150 43.4% 232 55.6% 243 59.0% 

病気や障がいなどはあるが、日常

生活はおおむね自分で行うことが

でき、近くであれば一人で外出も

できる 

182 15.4% 29 8.4% 60 14.4% 92 22.3% 

病気や障がいなどがあって、家の

中での生活はおおむね自分で行

っているが、外出は一人ではでき

ない 

9 0.8% 1 0.3% 2 0.5% 6 1.5% 

病気や障がいなどがあって、家の

中での生活に手助けが必要で、ベ

ッド（ふとん）上での生活が主体で

ある 

1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 

病気や障がいなどがあって、トイ

レ、食事、着替えなども介助を要

し、一日中ベッド（ふとん）上にいる 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

※『年齢不明』、『未記入』を除く 
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（２） 健康について知りたいこと 

前回のアンケート同様、各年齢層とも、『認知症予防について』の回答が多く認知症に対

する関心が高い結果となっています。 

介護認定の有無で比較すると、介護認定を持っていない方が『認知予防』への関心が高

いのに対し介護認定を持っている方は『寝たきり予防』への関心が高いことが分かります。 

 

（複数回答） 

※『年齢不明』を除く 

 

 

今回 

  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

がんや高血圧などの病気を
予防するための工夫につい
て 

349 23.8% 121 34.6% 106 23.1% 122 18.7% 

食生活について 267 18.2% 78 22.3% 76 16.6% 113 17.3% 

運動の方法について 280 19.1% 73 20.9% 97 21.1% 110 16.9% 

検診の内容や受け方などに

ついて 
217 14.8% 80 22.9% 68 14.8% 69 10.6% 

寝たきりにならないための予

防について 
479 32.7% 80 22.9% 150 32.7% 249 38.2% 

認知症予防について 556 37.9% 138 39.4% 191 41.6% 225 34.5% 

歯の健康について 241 16.4% 78 22.3% 70 15.3% 93 14.3% 

その他 168 11.5% 35 10.0% 56 12.2% 76 11.7% 

前回 

  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

がんや高血圧などの病気を
予防するための工夫につい
て 

418 26.3% 113 30.3% 142 25.1% 163 24.9% 

食生活について 397 24.9% 90 24.1% 145 25.7% 162 24.8% 

運動の方法について 336 21.1% 89 23.9% 122 21.6% 125 19.1% 

検診の内容や受け方などに

ついて 
271 17.0% 99 26.5% 77 13.6% 95 14.5% 

寝たきりにならないための予

防について 
606 38.1% 104 27.9% 205 36.3% 297 45.4% 

認知症予防について 708 44.5% 161 43.2% 265 46.9% 282 43.1% 

その他 121 7.6% 32 8.6% 44 7.8% 45 6.9% 

わからない 201 12.6% 42 11.3% 70 12.4% 89 13.6% 
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【その他回答】 

・今のところ特になし、かかりつけ病院や主治医に聞いている 

・穏やかな病死・老衰について 

・訪問看護・介護・リハビリ等の制度や利用方法について 

・新型コロナウイルス対応や予防について             など 

 

（介護認定あり） 

 

（介護認定なし） 

※『年齢不明』を除く 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

がんや高血圧などの病気を
予防するための工夫につい
て 

34 12.1% 1 33.3% 1 2.4% 32 13.4% 

食生活について 45 16.0% 1 33.3% 3 7.3% 41 17.2% 

運動の方法について 53 18.8% 2 66.7% 7 17.1% 44 18.5% 

検診の内容や受け方などに

ついて 
25 8.9% 0 0.0% 1 2.4% 24 10.1% 

寝たきりにならないための予

防について 
96 34.0% 2 66.7% 9 22.0% 85 35.7% 

認知症予防について 84 29.8% 1 33.3% 11 26.8% 72 30.3% 

歯の健康について 45 16.0% 1 33.3% 7 17.1% 37 15.5% 

その他 27 9.6% 0 0.0% 6 14.6% 21 8.8% 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

がんや高血圧などの病気を
予防するための工夫につい
て 

313 26.5% 120 34.7% 104 24.9% 89 21.6% 

食生活について 221 18.7% 76 22.0% 73 17.5% 72 17.5% 

運動の方法について 226 19.2% 70 20.2% 90 21.6% 66 16.0% 

検診の内容や受け方などに

ついて 
192 16.3% 80 23.1% 67 16.1% 45 10.9% 

寝たきりにならないための予

防について 
383 32.5% 78 22.5% 141 33.8% 164 39.8% 

認知症予防について 471 39.9% 137 39.6% 179 42.9% 153 37.1% 

歯の健康について 195 16.5% 77 22.3% 62 14.9% 56 13.6% 

その他 141 11.9% 35 10.1% 50 12.0% 55 13.3% 
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（３） 自身が今後行ってみたいこと 

前回同様どの年齢層においても『趣味の活動』が最も多くなっています。 

『その他』としては、『考えていない』、『体調等の問題でできない』という意見もありました。 

介護認定の有無で比較すると、介護認定がない方の大半が『趣味』と回答しているのに対

し、介護認定がある方は、体調等の問題で取り組むことが難しいため『その他』として回答され

る方が多くいました。 

 

（複数回答） 

今回 

  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

働くこと 276 18.8% 128 36.6% 91 19.8% 57 8.7% 

学習や教養を高める活動 375 25.6% 137 39.1% 132 28.8% 106 16.3% 

趣味の活動 792 54.0% 214 61.1% 256 55.8% 321 49.2% 

社会奉仕活動（ボランティア） 210 14.3% 76 21.7% 83 18.1% 51 7.8% 

地域や自治会の活動 119 8.1% 31 8.9% 40 8.7% 48 7.4% 

そ の 他 171 11.7% 11 3.1% 52 11.3% 107 16.4% 

前回 

  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

働くこと 357 22.4% 124 33.2% 157 27.8% 76 11.6% 

学習や教養を高める活動 409 25.7% 140 37.5% 157 27.8% 112 17.1% 

趣味の活動 909 57.1% 262 70.2% 354 62.7% 293 44.8% 

社会奉仕活動（ボランティア） 220 13.8% 57 15.3% 113 20.0% 50 7.6% 

自治会活動 49 3.1% 8 2.1% 19 3.4% 22 3.4% 

そ の 他 217 13.6% 25 6.7% 51 9.0% 141 21.6% 

※『年齢不明』を除く 
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（介護認定あり） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

働くこと 16 5.7% 0 0.0% 2 4.9% 14 5.9% 

学習や教養を高める活動 29 10.3% 1 33.3% 5 12.2% 23 9.7% 

趣味の活動 89 31.6% 1 33.3% 6 14.6% 82 34.5% 

社会奉仕活動（ボランティア） 10 3.5% 0 0.0% 2 4.9% 8 3.4% 

地域や自治会の活動 10 3.5% 0 0.0% 1 2.4% 9 3.8% 

そ の 他 65 23.0% 1 33.3% 11 26.8% 53 22.3% 

 

（介護認定なし） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

働くこと 259 21.9% 127 36.7% 89 21.3% 43 10.4% 

学習や教養を高める活動 345 29.2% 135 39.0% 127 30.5% 83 20.1% 

趣味の活動 701 59.4% 212 61.3% 250 60.0% 238 57.8% 

社会奉仕活動（ボランティア） 198 16.8% 75 21.7% 80 19.2% 43 10.4% 

地域や自治会の活動 108 9.2% 30 8.7% 39 9.4% 39 9.5% 

そ の 他 106 9.0% 10 2.9% 41 9.8% 54 13.1% 

※『年齢不明』を除く 
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３ 介護について 

（１） 相談や支援窓口としての「地域包括支援センター」の認知度 

全体では『知っている』の割合が最も多く、地域包括支援センターが地域の相談先として

認知されてきたことが伺えます。 

また、介護認定の有無で比べた場合、介護認定がない方は認知のみであるのに対し、介

護認定があると、実際に利用している方も多くいることが分かります。 

 

  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

知っているし、相談したことがある 250 17.1% 24 6.9% 62 13.5% 164 25.2% 

知っている 710 48.4% 153 43.7% 226 49.2% 329 50.5% 

知らない 468 31.9% 172 49.1% 161 35.1% 132 20.2% 

知らなかったが、相談したい 22 1.5% 1 0.3% 9 2.0% 12 1.8% 

未回答 16 1.1% 0 0.0% 1 0.2% 15 2.3% 

※『年齢不明』を除く 

（介護認定あり） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

知っているし、相談したことがある 134 47.5% 1 33.3% 20 48.8% 113 47.5% 

知っている 102 36.2% 2 66.7% 15 36.6% 85 35.7% 

知らない 34 12.1% 0 0.0% 6 14.6% 28 11.8% 

知らなかったが、相談したい 2 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.8% 

未回答 10 3.5% 0 0.0% 0 0.0% 10 4.2% 

 

（介護認定なし） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

知っているし、相談したことがある 115 9.7% 23 6.6% 42 10.1% 50 12.1% 

知っている 607 51.4% 151 43.6% 211 50.6% 243 59.0% 

知らない 432 36.6% 171 49.4% 154 36.9% 104 25.2% 

知らなかったが、相談したい 20 1.7% 1 0.3% 9 2.2% 10 2.4% 

未回答 6 0.5% 0 0.0% 1 0.2% 5 1.2% 

※『年齢不明』を除く 
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（２） 介護で困ったときの相談先 

前回実施時と比較して、65 歳以上で『家族や親戚』と回答する割合が減少しているのに対

し、『地域包括支援センター』と回答する割合が上昇しています。新たな相談先として地域包

括支援センターが認知されてきていることが伺えます。 

介護認定の有無で比較した場合、介護認定を持ち、介護が直近の問題となっている方は

相談先として地域包括支援センターを、介護認定がない方は市役所の窓口を相談先として

考えていることが分かります。 

 

(複数回答) 

今回 

 全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

家族や親戚 746 50.9% 182 52.0% 228 49.7% 335 51.4% 

かかりつけ医 293 20.0% 60 17.1% 74 16.1% 157 24.1% 

民生委員児童委員 122 8.3% 8 2.3% 37 8.1% 77 11.8% 

知人、友人 169 11.5% 61 17.4% 59 12.9% 47 7.2% 

市役所の窓口 705 48.1% 210 60.0% 241 52.5% 253 38.8% 

地域包括支援センター 675 46.0% 147 42.0% 199 43.4% 327 50.2% 

そ の 他 44 3.0% 8 2.3% 16 3.5% 20 3.1% 

前回 

 全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

家族や親戚 1,070 67.2% 240 64.3% 370 65.5% 460 70.3% 

かかりつけ医 475 29.8% 92 24.7% 154 27.3% 229 35.0% 

民生委員児童委員 135 8.5% 11 2.9% 44 7.8% 80 12.2% 

知人、友人 223 14.0% 87 23.3% 83 14.7% 53 8.1% 

市役所の窓口 797 50.1% 248 66.5% 304 53.8% 245 37.5% 

地域包括支援センター 413 25.9% 84 22.5% 128 22.7% 201 30.7% 

そ の 他 61 3.8% 7 1.9% 9 1.6% 45 6.9% 

※『年齢不明』を除く 

 

 

 

 

 

 

- 26 -



 

 

 

 

（介護認定あり） 

 小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

家族や親戚 138 48.9% 1 33.3% 17 41.5% 120 50.4% 

かかりつけ医 66 23.4% 1 33.3% 6 14.6% 59 24.8% 

民生委員児童委員 23 8.2% 0 0.0% 5 12.2% 18 7.6% 

知人、友人 19 6.7% 0 0.0% 1 2.4% 18 7.6% 

市役所の窓口 86 30.5% 2 66.7% 15 36.6% 69 29.0% 

地域包括支援センター 157 55.7% 2 66.7% 20 48.8% 135 56.7% 

そ の 他 26 9.2% 0 0.0% 7 17.1% 19 8.0% 

 

（介護認定なし） 

 小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

家族や親戚 607 51.4% 180 52.0% 211 50.6% 215 52.2% 

かかりつけ医 226 19.2% 59 17.1% 68 16.3% 97 23.5% 

民生委員児童委員 99 8.4% 8 2.3% 32 7.7% 59 14.3% 

知人、友人 150 12.7% 61 17.6% 58 13.9% 29 7.0% 

市役所の窓口 618 52.4% 208 60.1% 225 54.0% 184 44.7% 

地域包括支援センター 517 43.8% 145 41.9% 179 42.9% 191 46.4% 

そ の 他 18 1.5% 8 2.3% 9 2.2% 1 0.2% 

※『年齢不明』を除く 
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（３） 介護が必要になったときに希望する介護 

前回と比較して、すべての年代で『在宅』（「自宅で家族に介護してもらいたい」と「在宅福

祉サービスを利用しながら、家族にも介護してもらいたい」の回答をした方）の割合が施設入

所による介護の割合を上回っています。 

介護認定の有無での比較では、介護認定を持っている方のほうが、ない方に比べ在宅で

の介護を希望する傾向にあります。 

 

今回 

  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

自宅で家族に介護をしてもら

いたい 
172 11.7% 30 8.6% 47 10.2% 94 14.4% 

在宅サービスを利用しながら、
家族にも介護をしてもらいたい 

569 38.8% 115 32.9% 173 37.7% 279 42.8% 

老人ホームなどの施設へ入所
して、介護をしてもらいたい 

548 37.4% 141 40.3% 190 41.4% 216 33.1% 

在宅や施設は問わないが、財

産管理や契約行為を成年後

見人に任せて介護をしてもら

いたい 

78 5.3% 39 11.1% 20 4.4% 19 2.9% 

その他 61 4.2% 20 5.7% 23 5.0% 18 2.8% 

未回答 38 2.6% 5 1.4% 6 1.3% 26 4.0% 

前回 

  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

自宅で家族に介護をしてもら

いたい 
141 8.9% 22 5.9% 51 9.0% 68 10.4% 

在宅サービスを利用しながら、
家族にも介護をしてもらいたい 

487 30.6% 97 26.0% 176 31.2% 214 32.7% 

老人ホームなどの施設へ入所
して、介護をしてもらいたい 

649 40.8% 182 48.8% 236 41.8% 231 35.3% 

※『年齢不明』を除く 
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（介護認定あり） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

自宅で家族に介護をしてもらい

たい 
57 20.2% 0 0.0% 9 22.0% 48 20.2% 

在宅サービスを利用しながら、家
族にも介護をしてもらいたい 

104 36.9% 1 33.3% 13 31.7% 90 37.8% 

老人ホームなどの施設へ入所し
て、介護をしてもらいたい 

82 29.1% 1 33.3% 15 36.6% 66 27.7% 

在宅や施設は問わないが、財産

管理や契約行為を成年後見人

に任せて介護をしてもらいたい 

9 3.2% 0 0.0% 1 2.4% 8 3.4% 

その他 9 3.2% 0 0.0% 2 4.9% 7 2.9% 

未回答 21 7.4% 1 33.3% 1 2.4% 19 8.0% 

 

（介護認定なし） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

自宅で家族に介護をしてもらい

たい 
114 9.7% 29 8.4% 38 9.1% 46 11.2% 

在宅サービスを利用しながら、家
族にも介護をしてもらいたい 

464 39.3% 114 32.9% 160 38.4% 188 45.6% 

老人ホームなどの施設へ入所し
て、介護をしてもらいたい 

466 39.5% 140 40.5% 175 42.0% 150 36.4% 

在宅や施設は問わないが、財産

管理や契約行為を成年後見人

に任せて介護をしてもらいたい 

69 5.8% 39 11.3% 19 4.6% 11 2.7% 

その他 52 4.4% 20 5.8% 21 5.0% 11 2.7% 

未回答 15 1.3% 4 1.2% 4 1.0% 6 1.5% 

※『年齢不明』を除く 
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（４） 介護保険以外の市独自サービスについて 

各サービスとも前回同様『利用したい』が最も多い回答となりました。また『わからない』という

回答の割合が減少していることから、周知が進んでいるものと推測できます。 

介護認定がない方が全ての項目において『利用したい』が最多であったのに対し、介護認

定がある方は『わからない』と回答している方が一定数あることから、サービス内容について十

分に理解していない方がいることが想定されます。 

 

今回 

 
全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

配食サービス 26 1.8% 656 44.7% 153 10.4% 393 26.8% 

安全点検 16 1.1% 633 43.2% 175 11.9% 366 25.0% 

地震対策援助事業 
（家具転倒防止） 

31 2.1% 579 39.5% 175 11.9% 388 26.5% 

在宅介護者リフレッシュ

事業助成券交付 
14 1.0% 705 48.1% 126 8.6% 389 26.5% 

前回 

 
全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

配食サービス 22 1.7% 627 48.9% 194 15.1% 438 34.2% 

安全点検 18 1.4% 661 52.6% 145 11.5% 432 34.4% 

地震対策援助事業 
（家具転倒防止） 

29 2.3% 652 51.8% 141 11.2% 436 34.7% 

在宅介護者リフレッシュ

事業助成券交付 
23 1.8% 551 43.9% 167 13.3% 513 40.9% 

※『未回答』を除く 
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（介護認定あり） 

【40～64 歳】 
小 計 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

配食サービス 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 

安全点検 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 

地震対策援助事業 
（家具転倒防止） 

0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 

在宅介護者リフレッシュ事

業助成券交付 
0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 

※『未回答』を除く 

 

【65～74 歳】 
小 計 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

配食サービス 1 2.4% 9 22.0% 7 17.1% 8 19.5% 

安全点検 0 0.0% 11 26.8% 5 12.2% 8 19.5% 

地震対策援助事業 
（家具転倒防止） 

1 2.4% 9 22.0% 7 17.1% 7 17.1% 

在宅介護者リフレッシュ事

業助成券交付 
2 4.9% 15 36.6% 2 4.9% 10 24.4% 

※『未回答』を除く 

 

【75 歳以上】 
小 計 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

配食サービス 20 8.4% 69 29.0% 24 10.1% 56 23.5% 

安全点検 8 3.4% 62 26.1% 28 11.8% 56 23.5% 

地震対策援助事業 
（家具転倒防止） 

13 5.5% 62 26.1% 22 9.2% 63 26.5% 

在宅介護者リフレッシュ事

業助成券交付 
10 4.2% 86 36.1% 21 8.8% 58 24.4% 

※『未回答』を除く 

 

 

 

 

 

 

 

- 31 -



 

 

 

 

（介護認定なし） 

【40～64 歳】 
小 計 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

配食サービス 1 0.3% 219 63.3% 26 7.5% 95 27.5% 

安全点検 1 0.3% 209 60.4% 33 9.5% 94 27.2% 

地震対策援助事業 
（家具転倒防止） 

0 0.0% 194 56.1% 40 11.6% 100 28.9% 

在宅介護者リフレッシュ事

業助成券交付 
1 0.3% 235 67.9% 29 8.4% 78 22.5% 

※『未回答』を除く 

 

【65～74 歳】 
小 計 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

配食サービス 1 0.2% 196 47.0% 43 10.3% 136 32.6% 

安全点検 0 0.0% 187 44.8% 53 12.7% 129 30.9% 

地震対策援助事業 
（家具転倒防止） 

2 0.5% 166 39.8% 49 11.8% 141 33.8% 

在宅介護者リフレッシュ事

業助成券交付 
1 0.2% 198 47.5% 25 6.0% 147 35.3% 

※『未回答』を除く 

 

【75 歳以上】 
小 計 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

配食サービス 3 0.7% 161 39.1% 51 12.4% 94 22.8% 

安全点検 7 1.7% 162 39.3% 52 12.6% 77 18.7% 

地震対策援助事業 
（家具転倒防止） 

15 3.6% 147 35.7% 53 12.9% 75 18.2% 

在宅介護者リフレッシュ事

業助成券交付 
0 0.0% 169 41.0% 45 10.9% 94 22.8% 

※『未回答』を除く 
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４ 介護予防について 

 （１）介護予防教室 

ほとんどの項目で『（参加できていないが）参加したい』が多い結果となりました。 

介護認定の有無で比較すると、介護認定がない方の多くは『（参加できていないが）参加した

い』との回答が多く、介護認定を持っている方は『（参加できていないが）参加したくない』とい

う回答も一定数ありました。 

参加できていない理由として、介護認定を持っていない方は『健康で参加する必要を感じて

いない』と回答しているのに対し、介護認定を持っている方は『その他』と回答しており、その

内容としては、認知症や障がい等により参加が難しいという回答がありました。 

 

  参加している 
参加できない 

わからない 
参加したい 参加したくない 

温水プールで行うウォーキング

などの運動 
41 2.8% 468 31.9% 368 25.1% 290 19.8% 

室内で行うトレーニング器具を

使用した運動 
57 3.9% 600 40.9% 269 18.3% 264 18.0% 

ストレッチなどの簡単な体操 87 5.9% 694 47.3% 208 14.2% 237 16.2% 

計算やパズル、軽い体操など

の認知症予防に関する脳トレ 
49 3.3% 583 39.8% 238 16.2% 333 22.7% 

おしゃべりなど地域での交流の

場 
75 5.1% 393 26.8% 321 21.9% 400 27.3% 

生きがいや地域貢献などのボ

ランティア活動 
52 3.5% 350 23.9% 338 23.1% 411 28.0% 

病気や食生活、口腔などに関

する相談 
25 1.7% 486 33.2% 216 14.7% 431 29.4% 
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（介護認定あり） 

40～64 歳 参加している 
参加できない 

わからない 
参加したい 参加したくない 

温水プールで行うウォーキング

などの運動 
0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 

室内で行うトレーニング器具を

使用した運動 
0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 

ストレッチなどの簡単な体操 0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 

計算やパズル、軽い体操など

の認知症予防に関する脳トレ 
0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 

おしゃべりなど地域での交流の

場 
0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 

生きがいや地域貢献などのボ

ランティア活動 
0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 

病気や食生活、口腔などに関

する相談 
0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 

※『未回答』を除く 

 

65～74 歳 参加している 
参加できない 

わからない 
参加したい 参加したくない 

温水プールで行うウォーキング

などの運動 
1 2.4% 4 9.8% 14 34.1% 7 17.1% 

室内で行うトレーニング器具を

使用した運動 
2 4.9% 8 19.5% 8 19.5% 6 14.6% 

ストレッチなどの簡単な体操 5 12.2% 9 22.0% 7 17.1% 8 19.5% 

計算やパズル、軽い体操など

の認知症予防に関する脳トレ 
6 14.6% 8 19.5% 6 14.6% 9 22.0% 

おしゃべりなど地域での交流の

場 
3 7.3% 8 19.5% 8 19.5% 11 26.8% 

生きがいや地域貢献などのボ

ランティア活動 
1 2.4% 3 7.3% 11 26.8% 10 24.4% 

病気や食生活、口腔などに関

する相談 
2 4.9% 6 14.6% 10 24.4% 9 22.0% 

※『未回答』を除く 
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75 歳以上 参加している 
参加できない 

わからない 
参加したい 参加したくない 

温水プールで行うウォーキング

などの運動 
6 2.5% 25 10.5% 77 32.4% 41 17.2% 

室内で行うトレーニング器具を

使用した運動 
14 5.9% 42 17.6% 57 23.9% 39 16.4% 

ストレッチなどの簡単な体操 19 8.0% 59 24.8% 42 17.6% 33 13.9% 

計算やパズル、軽い体操など

の認知症予防に関する脳トレ 
21 8.8% 68 28.6% 34 14.3% 37 15.5% 

おしゃべりなど地域での交流の

場 
19 8.0% 55 23.1% 46 19.3% 35 14.7% 

生きがいや地域貢献などのボ

ランティア活動 
4 1.7% 16 6.7% 71 29.8% 52 21.8% 

病気や食生活、口腔などに関

する相談 
10 4.2% 52 21.8% 31 13.0% 52 21.8% 

※『未回答』を除く 

（介護認定なし） 

40～64 歳 参加している 
参加できない 

わからない 
参加したい 参加したくない 

温水プールで行うウォーキング

などの運動 
5 1.4% 177 51.2% 62 17.9% 89 25.7% 

室内で行うトレーニング器具を

使用した運動 
7 2.0% 203 58.7% 40 11.6% 86 24.9% 

ストレッチなどの簡単な体操 6 1.7% 214 61.8% 38 11.0% 78 22.5% 

計算やパズル、軽い体操など

の認知症予防に関する脳トレ 
0 0.0% 169 48.8% 58 16.8% 102 29.5% 

おしゃべりなど地域での交流の

場 
3 0.9% 115 33.2% 83 24.0% 130 37.6% 

生きがいや地域貢献などのボ

ランティア活動 
4 1.2% 150 43.4% 58 16.8% 120 34.7% 

病気や食生活、口腔などに関

する相談 
0 0.0% 163 47.1% 37 10.7% 132 38.2% 

※『未回答』を除く 
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65～74 歳 参加している 
参加できない 

わからない 
参加したい 参加したくない 

温水プールで行うウォーキング

などの運動 
9 2.2% 165 39.6% 98 23.5% 92 22.1% 

室内で行うトレーニング器具を

使用した運動 
19 4.6% 212 50.8% 68 16.3% 79 18.9% 

ストレッチなどの簡単な体操 25 6.0% 236 56.6% 51 12.2% 69 16.5% 

計算やパズル、軽い体操など

の認知症予防に関する脳トレ 
8 1.9% 190 45.6% 69 16.5% 108 25.9% 

おしゃべりなど地域での交流の

場 
12 2.9% 117 28.1% 95 22.8% 141 33.8% 

生きがいや地域貢献などのボ

ランティア活動 
21 5.0% 118 28.3% 90 21.6% 133 31.9% 

病気や食生活、口腔などに関

する相談 
6 1.4% 150 36.0% 58 13.9% 146 35.0% 

※『未回答』を除く 

 

75 歳以上 参加している 
参加できない 

わからない 
参加したい 参加したくない 

温水プールで行うウォーキング

などの運動 
20 4.9% 97 23.5% 112 27.2% 59 14.3% 

室内で行うトレーニング器具を

使用した運動 
14 3.4% 134 32.5% 91 22.1% 53 12.9% 

ストレッチなどの簡単な体操 31 7.5% 173 42.0% 67 16.3% 47 11.4% 

計算やパズル、軽い体操など

の認知症予防に関する脳トレ 
14 3.4% 145 35.2% 68 16.5% 76 18.4% 

おしゃべりなど地域での交流の

場 
37 9.0% 96 23.3% 84 20.4% 82 19.9% 

生きがいや地域貢献などのボ

ランティア活動 
22 5.3% 61 14.8% 104 25.2% 95 23.1% 

病気や食生活、口腔などに関

する相談 
7 1.7% 114 27.7% 75 18.2% 90 21.8% 

※『未回答』を除く 
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 （１）―① 「（参加できていないが）参加したい」、「（参加できていないが）参加したくない」 

と回答した理由 

  全  体 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

健康であり、参加する必要を

感じていない 
347 25.6% 117 41.2% 116 26.2% 114 18.2% 

既に自身で取り組んでいる 232 17.1% 24 8.5% 86 19.5% 119 19.0% 

近くに会場がなく、行くことが

困難である 
112 8.3% 8 2.8% 34 7.7% 70 11.2% 

回数や日程、時間などのス

ケジュールが合わない 
134 9.9% 40 14.1% 51 11.5% 43 6.9% 

外に出るのが億劫である 93 6.9% 11 3.9% 29 6.6% 53 8.5% 

会場での交流が面倒である 130 9.6% 30 10.6% 45 10.2% 55 8.8% 

一人で参加することが不安

である 
116 8.6% 13 4.6% 26 5.9% 77 12.3% 

興味がある内容がない 64 4.7% 21 7.4% 17 3.8% 26 4.1% 

その他 128 9.4% 20 7.0% 38 8.6% 70 11.2% 

※『年齢不明』を除く 

 

（介護認定あり） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

健康であり、参加する必要を

感じていない 
4 1.7% 0 0.0% 1 2.4% 3 1.5% 

既に自身で取り組んでいる 24 9.9% 0 0.0% 6 14.6% 18 9.0% 

近くに会場がなく、行くことが

困難である 
35 14.5% 0 0.0% 5 12.2% 30 15.0% 

回数や日程、時間などのス

ケジュールが合わない 
14 5.8% 0 0.0% 5 12.2% 9 4.5% 

外に出るのが億劫である 41 16.9% 0 0.0% 7 17.1% 34 17.0% 

会場での交流が面倒である 20 8.3% 0 0.0% 3 7.3% 17 8.5% 

一人で参加することが不安

である 
45 18.6% 0 0.0% 6 14.6% 39 19.5% 

興味がある内容がない 10 4.1% 0 0.0% 2 4.9% 8 4.0% 

その他 49 20.2% 1 100% 6 14.6% 42 21.0% 

※『年齢不明』を除く 
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（介護認定なし） 

  小 計 ４０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

健康であり、参加する必要を

感じていない 
343 30.8% 117 41.3% 115 28.7% 111 26.1% 

既に自身で取り組んでいる 208 18.7% 24 8.5% 80 20.0% 101 23.7% 

近くに会場がなく、行くことが

困難である 
77 6.9% 8 2.8% 29 7.2% 40 9.4% 

回数や日程、時間などのス

ケジュールが合わない 
120 10.8% 40 14.1% 46 11.5% 34 8.0% 

外に出るのが億劫である 52 4.7% 11 3.9% 22 5.5% 19 4.5% 

会場での交流が面倒である 110 9.9% 30 10.6% 42 10.5% 38 8.9% 

一人で参加することが不安

である 
71 6.4% 13 4.6% 20 5.0% 38 8.9% 

興味がある内容がない 54 4.9% 21 7.4% 15 3.7% 18 4.2% 

その他 78 7.0% 19 6.7% 32 8.0% 27 6.3% 

※『年齢不明』を除く 
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５ 介護保険について 

（１） 介護保険の利用について（65 歳以上） 

『６５～７４歳』の回答者では、86.5％の方が『利用していない』と回答しています。７５歳以上で

は、『利用している』が 29.9％となり、65～74 歳よりも大幅に増えています。 

また介護保険を利用しない理由としては、現状『介護までは必要としていない』という回答が圧

倒的に多い結果となりました。 

 

  全  体 65～74 歳 75 歳以上 

利用している 225 20.3% 30 6.5% 195 29.9% 

利用していない 799 71.9% 397 86.5% 402 61.7% 

未回答 87 7.8% 32 7.0% 55 8.4% 

 

 

 （１）―①介護保険を利用しない理由 

  件数 

介護までは必要としていない 730 

家族の介護で十分に足りている 56 

介護保険以外のサービスを利用している 9 

自己負担が重く介護保険のサービスを利用できない 15 

利用したい介護保険サービスがない 16 

介護保険制度の申請の方法がわからない 36 

介護保険制度を知らない 37 

申請したが、介護保険の対象とならなかった 6 

現在介護保険の申請手続き中である 3 

これから介護保険を利用する予定である 61 

その他 30 
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（２） 介護保険サービス（在宅）について 

サービスを通して約 30％の方が『利用したい』と回答。特に『利用したい』割合の高いサービス

としては『訪問看護』、『福祉用具貸与』、『特定福祉用具販売』『住宅改修費支給』などが 30％を

超えています。一方で『利用したくない』という回答が比較的多いのは『訪問入浴介護』でした。 

 

今回 

  
全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

通所介護（デイサービス） 77 5.3% 427 29.1% 158 10.8% 314 21.4% 

通所リハビリ（デイケア） 42 2.9% 449 30.6% 155 10.6% 320 21.8% 

訪問介護（ホームヘルプ） 18 1.2% 352 24.0% 182 12.4% 368 25.1% 

訪問リハビリテーション 23 1.6% 387 26.4% 168 11.5% 348 23.7% 

訪問入浴介護 8 0.5% 257 17.5% 248 16.9% 394 26.9% 

訪問看護 30 2.0% 456 31.1% 136 9.3% 316 21.6% 

居宅療養管理指導 20 1.4% 417 28.4% 142 9.7% 356 24.3% 

福祉用具貸与 87 5.9% 491 33.5% 116 7.9% 287 19.6% 

特定福祉用具販売（購入
費支給） 34 2.3% 468 31.9% 109 7.4% 323 22.0% 

住宅改修費支給 70 4.8% 525 35.8% 98 6.7% 278 19.0% 

短期入所生活・療養介護

（ショートステイ） 
55 3.8% 427 29.1% 137 9.3% 334 22.8% 

前回 

  
全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

通所介護（デイサービス） 104 7.6% 639 46.7% 144 10.5% 480 35.1% 

通所リハビリ（デイケア） 57 4.2% 737 54.6% 126 9.3% 429 31.8% 

訪問介護（ホームヘルプ） 38 2.9% 663 49.7% 148 11.1% 484 36.3% 

訪問リハビリテーション 37 2.8% 697 52.3% 136 10.2% 463 34.7% 

訪問入浴介護 17 1.3% 617 46.6% 190 14.3% 501 37.8% 

訪問看護 29 2.2% 793 59.8% 103 7.8% 402 30.3% 

居宅療養管理指導 28 2.1% 717 54.5% 117 8.9% 453 34.4% 

福祉用具貸与 105 7.7% 905 66.3% 73 5.3% 283 20.7% 

特定福祉用具販売（購入
費支給） 47 3.5% 865 64.6% 77 5.7% 351 26.2% 

住宅改修費支給 88 6.5% 839 62.2% 82 6.1% 339 25.1% 

短期入所生活・療養介護

（ショートステイ） 
57 4.2% 758 56.3% 111 8.2% 421 31.3% 

※『未回答』を除く 
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（介護認定あり） 

  
全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

通所介護（デイ

サービス） 

40～64 歳 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 11 26.8% 1 2.4% 7 17.1% 2 4.9% 

75 歳以上 64 26.9% 27 11.3% 22 9.2% 26 10.9% 

通所リハビリ

（デイケア） 

40～64 歳 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 8 19.5% 4 9.8% 4 9.8% 5 12.2% 

75 歳以上 33 13.9% 35 14.7% 23 9.7% 37 15.5% 

訪問介護（ホ

ームヘルプ） 

40～64 歳 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 0 0.0% 2 4.9% 10 24.4% 6 14.6% 

75 歳以上 18 7.6% 21 8.8% 33 13.9% 42 17.6% 

訪問リハビリテ

ーション 

40～64 歳 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 

65～74 歳 5 12.2% 5 12.2% 8 19.5% 3 7.3% 

75 歳以上 18 7.6% 34 14.3% 37 15.5% 31 13.0% 

訪問入浴介護 

40～64 歳 0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 

65～74 歳 1 2.4% 3 7.3% 11 26.8% 4 9.8% 

75 歳以上 7 2.9% 17 7.1% 45 18.9% 39 16.4% 

訪問看護 

40～64 歳 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 5 12.2% 4 9.8% 8 19.5% 4 9.8% 

75 歳以上 23 9.7% 30 12.6% 28 11.8% 37 15.5% 

居宅療養管理

指導 

40～64 歳 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 4 9.8% 4 9.8% 8 19.5% 5 12.2% 

75 歳以上 16 6.7% 31 13.0% 25 10.5% 46 19.3% 

福祉用具貸与 

40～64 歳 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 

65～74 歳 13 31.7% 2 4.9% 9 22.0% 2 4.9% 

75 歳以上 73 30.7% 40 16.8% 7 2.9% 26 10.9% 

特定福祉用具
販売（購入費
支給） 

40～64 歳 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 6 14.6% 4 9.8% 5 12.2% 6 14.6% 

75 歳以上 28 11.8% 40 16.8% 14 5.9% 38 16.0% 

住宅改修費 

支給 

40～64 歳 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 9 22.0% 5 12.2% 5 12.2% 6 14.6% 

75 歳以上 49 20.6% 44 18.5% 9 3.8% 30 12.6% 

短期入所生

活・療養介護

（ショートステ

イ） 

40～64 歳 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 9 22.0% 6 14.6% 4 9.8% 3 7.3% 

75 歳以上 43 18.1% 37 15.5% 29 12.2% 26 10.9% 

※『未回答』を除く 
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（介護認定なし） 

  
全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

通所介護（デイ

サービス） 

40～64 歳 1 0.3% 192 55.5% 37 10.7% 97 28.0% 

65～74 歳 0 0.0% 107 25.7% 40 9.6% 110 26.4% 

75 歳以上 0 0.0% 97 23.5% 50 12.1% 78 18.9% 

通所リハビリ

（デイケア） 

40～64 歳 0 0.0% 200 57.8% 34 9.8% 96 27.7% 

65～74 歳 0 0.0% 112 26.9% 42 10.1% 107 25.7% 

75 歳以上 0 0.0% 96 23.3% 49 11.9% 74 18.0% 

訪問介護（ホ

ームヘルプ） 

40～64 歳 0 0.0% 167 48.3% 43 12.4% 115 33.2% 

65～74 歳 0 0.0% 90 21.6% 40 9.6% 122 29.3% 

75 歳以上 0 0.0% 70 17.0% 55 13.3% 81 19.7% 

訪問リハビリテ

ーション 

40～64 歳 0 0.0% 179 51.7% 34 9.8% 112 32.4% 

65～74 歳 0 0.0% 91 21.8% 35 8.4% 121 29.0% 

75 歳以上 0 0.0% 77 18.7% 52 12.6% 79 19.2% 

訪問入浴介護 

40～64 歳 0 0.0% 126 36.4% 67 19.4% 132 38.2% 

65～74 歳 0 0.0% 60 14.4% 52 12.5% 132 31.7% 

75 歳以上 0 0.0% 49 11.9% 69 16.7% 86 20.9% 

訪問看護 

40～64 歳 2 0.6% 208 60.1% 25 7.2% 90 26.0% 

65～74 歳 0 0.0% 119 28.5% 32 7.7% 105 25.2% 

75 歳以上 0 0.0% 91 22.1% 42 10.2% 79 19.2% 

居宅療養管理

指導 

40～64 歳 0 0.0% 189 54.6% 30 8.7% 108 31.2% 

65～74 歳 0 0.0% 104 24.9% 34 8.2% 115 27.6% 

75 歳以上 0 0.0% 85 20.6% 42 10.2% 81 19.7% 

福祉用具貸与 

40～64 歳 0 0.0% 223 64.5% 23 6.6% 84 24.3% 

65～74 歳 0 0.0% 125 30.0% 32 7.7% 99 23.7% 

75 歳以上 0 0.0% 100 24.3% 42 10.2% 74 18.0% 

特定福祉用具
販売（購入費
支給） 

40～64 歳 0 0.0% 204 59.0% 25 7.2% 99 28.6% 

65～74 歳 0 0.0% 122 29.3% 27 6.5% 106 25.4% 

75 歳以上 0 0.0% 96 23.3% 37 9.0% 73 17.7% 

住宅改修費支

給 

40～64 歳 0 0.0% 225 65.0% 23 6.6% 81 23.4% 

65～74 歳 2 0.5% 144 34.5% 26 6.2% 89 21.3% 

75 歳以上 10 2.4% 104 25.2% 33 8.0% 71 17.2% 

短期入所生

活・療養介護

（ショートステ

イ） 

40～64 歳 1 0.3% 190 54.9% 28 8.1% 110 31.8% 

65～74 歳 0 0.0% 104 24.9% 36 8.6% 111 26.6% 

75 歳以上 1 0.2% 87 21.1% 39 9.5% 83 20.1% 

※『未回答』を除く 

 

 

 

 

- 42 -



 

 

 

 

 （３）介護保険サービス（地域密着型） 

サービスを通して、約 25％の方が『利用したい』と回答。特に『利用したい』割合の高いサービ

スとしては、『地域密着型通所介護（デイサービス）』、『認知症対応型通所介護』、『定期巡回・随

時対応型訪問介護看護』。一方で、『利用したくない』という回答が比較的多かったのは、『認知

症対応型共同生活介護（グループホーム）』でした。 

 

今回 

  
全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

地域密着型通所介護（デイ

サービス） 
70 4.8% 466 31.8% 140 9.5% 335 22.9% 

夜間対応型訪問介護 3 0.2% 375 25.6% 157 10.7% 408 27.8% 

認知症対応型通所介護 5 0.3% 395 26.9% 137 9.3% 405 27.6% 

認知症対応型共同生活介

護（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 
11 0.8% 259 17.7% 221 15.1% 442 30.2% 

小規模多機能型居宅介護 3 0.2% 355 24.2% 171 11.7% 402 27.4% 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 
7 0.5% 410 28.0% 127 8.7% 404 27.6% 

看護小規模多機能型居宅

介護（旧複合型サービス） 
6 0.4% 356 24.3% 147 10.0% 420 28.6% 

前回 

  
全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

地域密着型通所介護（デイ

サービス） 
34 2.6% 615 46.7% 122 9.3% 545 41.4% 

夜間対応型訪問介護 0 0.0% 684 51.7% 102 7.7% 536 40.5% 

認知症対応型通所介護 1 0.1% 597 45.7% 109 8.3% 599 45.9% 

認知症対応型共同生活介

護（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 
6 0.5% 434 33.3% 224 17.2% 641 49.1% 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 
4 0.3% 662 50.9% 95 7.3% 539 41.5% 

看護小規模多機能型居宅

介護（旧複合型サービス） 
2 0.2% 543 42.2% 109 8.5% 632 49.1% 

※『未回答』を除く 
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（介護認定あり） 

  

全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

地域密着型通所

介護（デイサービ

ス） 

40～64 歳 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 8 19.5% 5 12.2% 6 14.6% 6 14.6% 

75 歳以上 61 25.6% 34 14.3% 25 10.5% 36 15.1% 

夜間対応型訪問

介護 

40～64 歳 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 2 4.9% 7 17.1% 8 19.5% 7 17.1% 

75 歳以上 1 0.4% 30 12.6% 33 13.9% 59 24.8% 

認知症対応型通

所介護 

40～64 歳 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 2 66.7% 

65～74 歳 1 2.4% 5 12.2% 8 19.5% 8 19.5% 

75 歳以上 4 1.7% 38 16.0% 27 11.3% 52 21.8% 

認知症対応型共

同生活介護（ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

40～64 歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 
100.0

% 

65～74 歳 1 2.4% 3 7.3% 11 26.8% 8 19.5% 

75 歳以上 10 4.2% 27 11.3% 47 19.7% 46 19.3% 

小規模多機能型

居宅介護 

40～64 歳 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 0 0.0% 1 2.4% 11 26.8% 10 24.4% 

75 歳以上 3 1.3% 41 17.2% 35 14.7% 44 18.5% 

定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護 

40～64 歳 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 3 7.3% 4 9.8% 9 22.0% 7 17.1% 

75 歳以上 4 1.7% 33 13.9% 25 10.5% 62 26.1% 

看護小規模多機

能 型 居 宅 介 護

（旧 複 合 型 サ ー

ビス） 

40～64 歳 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 

65～74 歳 1 2.4% 1 2.4% 9 22.0% 11 26.8% 

75 歳以上 5 2.1% 40 16.8% 30 12.6% 48 20.2% 

※『未回答』を除く 
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（介護認定なし） 

  

全    体 

利用している 利用したい 利用したくない わからない 

地域密着型通所

介護（デイサービ

ス） 

40～64 歳 1 0.3% 197 56.9% 30 8.7% 104 30.1% 

65～74 歳 0 0.0% 117 28.1% 36 8.6% 113 27.1% 

75 歳以上 0 0.0% 112 27.2% 41 10.0% 73 17.7% 

夜間対応型訪問

介護 

40～64 歳 0 0.0% 166 48.0% 36 10.4% 127 36.7% 

65～74 歳 0 0.0% 97 23.3% 39 9.4% 127 30.5% 

75 歳以上 0 0.0% 74 18.0% 39 9.5% 86 20.9% 

認知症対応型通

所介護 

40～64 歳 0 0.0% 178 51.4% 33 9.5% 118 34.1% 

65～74 歳 0 0.0% 89 21.3% 33 7.9% 136 32.6% 

75 歳以上 0 0.0% 84 20.4% 34 8.3% 88 21.4% 

認知症対応型共

同生活介護（ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

40～64 歳 0 0.0% 122 35.3% 58 16.8% 147 42.5% 

65～74 歳 0 0.0% 65 15.6% 48 11.5% 138 33.1% 

75 歳以上 0 0.0% 42 10.2% 55 13.3% 99 24.0% 

小規模多機能型

居宅介護 

40～64 歳 0 0.0% 155 44.8% 42 12.1% 128 37.0% 

65～74 歳 0 0.0% 91 21.8% 40 9.6% 125 30.0% 

75 歳以上 0 0.0% 65 15.8% 41 10.0% 93 22.6% 

定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護 

40～64 歳 0 0.0% 181 52.3% 30 8.7% 117 33.8% 

65～74 歳 0 0.0% 101 24.2% 29 7.0% 127 30.5% 

75 歳以上 0 0.0% 88 21.4% 32 7.8% 89 21.6% 

看護小規模多機

能 型 居 宅 介 護

（旧 複 合 型 サ ー

ビス） 

40～64 歳 0 0.0% 160 46.2% 37 10.7% 131 37.9% 

65～74 歳 0 0.0% 84 20.1% 35 8.4% 135 32.4% 

75 歳以上 0 0.0% 69 16.7% 34 8.3% 94 22.8% 

※『未回答』を除く 
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 （４）介護保険サービス（施設）について 

全体では約 40％の方が『検討していない』と回答しています。さらに、介護認定の有無で比

較しても『検討していない』が最も多い回答となっています。 

また、『入所・入居できない』の理由では、『料金が高い』との回答が圧倒的に多く、検討先

の施設については、『特別養護老人ホーム』が最も多い結果となりました。 

 

  人数 割合 

検討していない 613 41.8% 

検討したが、入所・入居できない 56 3.8% 

検討もしくは申し込みをしている 65 4.4% 

現在必要は感じていないが、将来は

検討したい 
451 30.8% 

未回答 281 19.2% 

 

（介護認定あり） 

  人数 割合 

検討していない 

40～64 歳 1 33.3% 

65～74 歳 12 29.3% 

75 歳以上 70 29.4% 

検討したが、入所・入居できない 

40～64 歳 0 0.0% 

65～74 歳 10 24.4% 

75 歳以上 26 10.9% 

検討もしくは申し込みをしている 

40～64 歳 0 0.0% 

65～74 歳 5 12.2% 

75 歳以上 46 19.3% 

現在必要は感じていないが、将来は

検討したい 

40～64 歳 0 0.0% 

65～74 歳 9 22.0% 

75 歳以上 58 24.4% 

未回答 

40～64 歳 2 66.7% 

65～74 歳 5 12.2% 

75 歳以上 38 16.0% 
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（介護認定なし） 

  人数 割合 

検討していない 

40～64 歳 167 48.3% 

65～74 歳 189 45.3% 

75 歳以上 172 41.7% 

検討したが、入所・入居できない 

40～64 歳 3 0.9% 

65～74 歳 5 1.2% 

75 歳以上 10 2.4% 

検討もしくは申し込みをしている 

40～64 歳 2 0.6% 

65～74 歳 5 1.2% 

75 歳以上 7 1.7% 

現在必要は感じていないが、将来は

検討したい 

40～64 歳 163 47.1% 

65～74 歳 104 24.9% 

75 歳以上 115 27.9% 

未回答 

40～64 歳 11 3.2% 

65～74 歳 114 27.3% 

75 歳以上 108 26.2% 

 

 （４）―①入所・入居できない理由 

  人数 割合 

施設に空きがない 9 16.1% 

利用料金が高い 44 78.6% 

その他 3 5.4% 

 

 （４）―②検討先施設 

  人数 割合 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 26 40.0% 

介護老人福祉施設（老人保健施設） 11 16.9% 

介護療養型医療施設 0 0.0% 

介護医療院 4 6.2% 

サービス付高齢者向け住宅 3 4.6% 

介護付き有料老人ホーム 13 20.0% 

ケアハウス（軽費老人ホームＣ型） 4 6.2% 

その他 4 6.2% 
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６ 高齢者福祉について 

 （１）海老名市の高齢者福祉や介護保険制度について 

『在宅福祉サービスの充実』、『自宅での医療体制の充実』といった、自宅で生活できるよう

な環境整備を希望される方が多い結果となりました。また、『入所できる施設の増加』を希望

する回答も多くありました。 

 

  件数 割合 

在宅者向けの福祉サービスを 

充実してほしい 
832 23.9% 

自宅で診療を受けられる医療体制を 
充実してほしい 

827 23.8% 

入所できる施設を増やしてほしい 805 23.1% 

介護保険制度だけでなく、地域で支え合
う体制づくりを進めてほしい 

368 10.6% 

生きがい活動の支援や健康づくりなどの
事業を増やしてほしい 

462 13.3% 

虐待防止などの権利擁護を推進してほし
い 

110 3.2% 

その他 77 2.2% 
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Ⅱ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

１ 実施概要 

（１）目的   要介護状態になるリスクや日常生活・社会参加等の状況、地域課題の把握 

（２）対象者 要介護１～５以外の 65 歳以上の市民    1,500 人 （層化抽出法） 

（内訳） 65 歳以上               1,300 人 

               65 歳以上かつ要支援認定あり   200 人 

（３）調査方法 郵送によるアンケート 

（４）調査時期 令和２年２月中旬～３月下旬 

 

２ 調査結果 

（１）回答者数  1,099 人  

（２）回答率     73.2％ 

 

３ 考察 

   経済的に一定の生活水準は維持しており、外出の頻度も高い傾向にあることが分かりました。 

   また、活動への参加についても、参加意欲は非常に高いものの、実際に自身が中心となっ

て参加することには抵抗がある方が多い傾向にありました。 

   心配事や愚痴については、配偶者以外に友人にも話す方が多いのに対し、看病について

は、より相談しやすい配偶者、家族にお願いする方が多い結果となりました。 
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Ⅲ 在宅介護実態調査 

１ 実施概要 

（１）目的 

   本調査は、国の第８期介護保険事業計画や海老名市介護保険事業計画の策定にあたり、 

「高齢者等の適切な在宅生活の継続」や「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた必 

要な介護サービスの在り方を検討するための基礎資料とする。 

（２）対象者 

   在宅で生活している要支援・要介護認定を受けている方のうち、更新申請・区分変更 

申請に伴う認定調査を受ける方 

（３）調査方法 

認定調査員による聞き取り 

（４）調査時期 

平成 30 年 10 月～令和 2 年 3 月 

 

２ 調査結果 

回答数 610 件 

 

３ 集計結果の傾向 

   介護者にとって、「現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる

介護」について、特に「日中・夜間の排泄」と「認知症状への対応」に不安を感じていることが分

かりました。 

また、「要介護度」と「サービス利用の組み合わせ」の関係から、要介護度の重度化に伴い、

「通所系・短期系」が高くなる傾向がみられました。 

 

４ 考察 

   介護者にとって、「日中・夜間の排泄」と「認知症状への対応」が大きな介護不安となってい

ることから、要介護者の在宅生活を継続していくにあたっては、こうした不安をいかに軽減する

かが重要であると考えられます。 

   したがって、訪問系サービスの利用を軸としながら、必要に応じて通所系・短期系といった

サービスを組み合わせていくことが効果的であり、小規模多機能型居宅介護など複数のサー

ビス機能を一体的に提供する包括的なサービスの整備を進めていくことが重要であると考えら

れます。 
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４ 地域サロン一覧（令和２年 11 月時点） 

 

（１）北部地区 

№ サロン名 所在地 

１ ふれあいかみいまサロン 
ふれあいかみいま 

（上今泉３－７－２６） 

２ えびなスカイハイツふれあいサロン 
海老名スカイハイツ集会所 

（下今泉２－２－２） 

３ 上郷ストレッチサロン 
上郷自治会館 

（上郷１－２１－２０） 

４ 
①和サロン 

②龍サロン 

えびな北高齢者施設 

（上今泉４－８－２８） 

５ 下今泉サロンともの輪 
下今泉コミュニティセンター 

（下今泉１－７－５５） 

 

 

（２）東部地区 

№ サロン名 所在地 

１ ハッピーサロン銀の椅子 
旧増田ふとん店 

（東柏ケ谷２－１１－１０） 

２ 
①健康ストレッチサロン 

②ふれあい茶話会 

柏ヶ谷自治会館 

（柏ヶ谷８５６－３） 

３ 東建ふれあいサロン 
東建ふれあい会館 

（柏ヶ谷６００－１１） 

４ クラルテサロン 
かしわ台クラルテサロン 

（柏ヶ谷７０１－１） 

５ 

①コミュニティサロン 

②手芸サロン 

③のびのびやる会 

東柏ケ谷３丁目自治会館 

（東柏ケ谷３－１７－３８） 

６ 

①水曜サロンかがやき 

②ふれあい茶話会 

③かがやき食道 

東柏ケ谷４丁目自治会館 

（東柏ケ谷４－２２－５） 

７ 
①手芸ひまわりサロン 

②月曜サロン 

東柏ケ谷６丁目自治会館 

（東柏ケ谷６－１２－３１） 

８ 
サロンかけはし 

（ルアンジュさがみ野住民及び紹介者） 

ルアンジュさがみ野管理棟 

（東柏ケ谷５－１４－１１） 

９ ニチイ介護予防サロン 
ニチイホーム 

（東柏ケ谷６－１９－７） 
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10 柏ヶ谷子育てサロン 

①柏ヶ谷コミュニティセンター 

（東柏ケ谷２－１４－１２） 

②柏ヶ谷自治会館 

（柏ヶ谷８５６－３） 

11 サロンつながり「健康体操」 
東柏ケ谷５丁目自治会館 

（東柏ケ谷５－１４－１１） 

12 さくらサロン 
さくら会館 

（東柏ケ谷１－１４－１９） 

 

 

（３）中部地区 

№ サロン名 所在地 

１ 

①街なかサロン「いこいの場戸崎」 

②街なかサロン茶房 

③いこいの場戸崎カフェ 

国分寺台商店街「いこいの場戸崎」 

（国分寺台２－１２－１） 

２ ふれあいサロン 
国分寺台自治会館 

（国分寺台２－１０－２３） 

３ ふれあいサロン樽井 
樽井集会所 

（国分寺台３－１３－２１） 

４ 
大谷茶話会 

（大谷地区住民） 

大谷公民館 

（大谷北３－３２－２２） 

５ 
喫茶すまいる 

（海老名みずほハイツ住民） 

海老名みずほハイツ集会所 

（大谷北１－６－８） 

６ みんなのサロン 
浜田自治会館 

（浜田町１－１０） 
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（４）西部地区 

№ サロン名 所在地 

１ にこにこサロンさつき 
さつき町団地内 

（さつき町１－２２－１０３） 

２ 水ようサロン 
河原口自治会館 

（河原口６４４－４） 

３ ひだまりサロン 

①中新田コミュニティセンター 

（中新田２－１６－１４） 

②えびな支援学校 

（中新田４－５－１） 

４ ふれあいサロン 
えびな支援学校 

（中新田４－５－１） 

 

 

（５）南部地区 

№ サロン名 所在地 

１ 社家・今里ストレッチサークル 
社家コミュニティセンター 

（社家９６２） 

２ 杉久保ストレッチサークル 
杉久保サンパルク６５０管理棟 

（杉久保北４－３） 

３ 門沢橋ストレッチサークル 
門沢橋自治会館 

（門沢橋２－６－１９） 

４ 今里サロン 
海老名ケアサポートセンター 

（今里１－１０－１２） 

５ えびな南カフェ 
えびな南高齢者施設 

（杉久保南３－３１－６） 

６ 上河内サロン 
上河内自治会館 

（上河内１０４２） 

７ 社家サロン 
社家自治会館 

（社家３７１０－１） 
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（６）中央地区 

№ サロン名 所在地 

１ サロン北集会所 
国分北集会所 

（国分北１－３－１） 

２ ほのぼのサロン 
国分緑苑自治会館 

（国分北３－２４－２２） 

３ ヒルズカフェ 
ルネ・エアズヒル共用棟 

（国分南２－１６） 

４ おこじゅうサロン 
国分中央自治会館 

（国分南２－１９－１６） 

５ 望地ふれあいサロン 
望地自治会館 

（望地１－４－２０） 

６ おしゃべりサロン 
国分コミュニティセンター 

（国分南４－１４－１） 

７ 南原サロン 
国分南原自治会館 

（国分南３－１９－２８） 

８ わいがやサロン 
勝瀬文化センター 

（勝瀬４－４０） 

９ 中央サロン 
中央３丁目自治会館 

（中央３－３－１８） 

10 おこじゅうサロンともの輪 
国分中央自治会館 

（国分南２－１９－１６） 
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５ えびな高齢者プラン２１【第８期】期間中の各種推計値 

 

（１）要支援・要介護認定者数 

                                                     （単位 人） 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和７ 

年度 

令和 22

年度 

要支援・要介護認定者数 5,147 5,318 5,543 5,759 6,018 5,485 

 

要支援１ 648 706 741 774 814 691 

要支援２ 924 980 1,027 1,067 1,111 992 

要介護１ 1,287 1,296 1,352 1,410 1,475 1,332 

要介護２ 752 768 802 828 861 792 

要介護３ 623 653 679 706 741 717 

要介護４ 581 589 607 630 658 623 

要介護５ 332 326 335 344 358 338 

基準日：各年年度末 

※２号被保険者数含む 

 

 

（２）認知症高齢者数 

                                                     （単位 人） 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和７ 

年度 

令和 22 

年度 

認知症高齢者数 3,038 3,123 3,202 3,288 3,450 3,320 

基準日：各年年度末 

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者 
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（３）介護保険４施設サービス利用者数 

                                                     （単位 人） 

区分 
令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和７ 

年度 

令和 22 

年度 

施設サービス利用者数 628 738 741 744 738 772 

うち要介護４・５ 364 425 426 429 422 445 

介護老人福祉施設 464 560 562 565 564 592 

うち要介護４・５ 296 352 353 356 355 371 

介護老人保健施設 153 167 168 168 164 169 

うち要介護４・５ 57 62 62 62 63 63 

介護療養型医療施設 9 9 9 9   

うち要介護４・５ 9 9 9 9   

介護医療院 2 2 2 2 10 11 

うち要介護４・５ 2 2 2 2 10 11 

施設利用者に対する 

要介護４・５の割合 
58.0％ 57.6％ 57.5％ 57.7％ 57.7％ 57.6％ 

基準日：各年年度末 

※２号被保険者含む 
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６ 関係用語集 

 

 

■ 生きがい教室 

高齢者が趣味を楽しむことにより学習や創造の喜びを得るとともに、仲間と知り合うきっか

けづくりができる場のこと。 

■ インフォーマルな助け合い 

介護保険制度などの社会保険といった制度化された援助ではなく、地域での助け合いや

ボランティアのように、制度に基づかない援助のこと。 

■ ＡＤＬ 

日常生活動作（Activities ｏｆ Daily Living）の略であり、自分の身の回りのことや家庭での

日常生活、社会生活を送るうえでの基本的な生活動作のこと。具体的には食事、排せつ、

整容、更衣、入浴、移動、歩行などの一般的な動作をさす。 

■ ＮＰＯ 

社会貢献活動を行う民間非営利団体（Non Profit Organization）の略。平成１０年３月のＮ

ＰＯ法成立で活動に法律的な位置づけがなされたことにより、様々なニーズに対応可能なＮ

ＰＯの地域福祉サービスの提供が期待されている。 

■ 海老名市スポーツ健康推進計画 

平成 25 年８月に策定された計画。「一市民一スポーツ・レクリエーションの実現とみんなで

楽しく健康づくり」を基本理念として、市民の方が仲間と楽しみながら自分に適したスポーツ

を日常生活に取り入れることにより自主的な健康づくりに取り組み、明るく健やかな地域社会

の実現を目指す。 

■ えびな未来創造プラン２０２０ 

本市の最上位計画であり計画的な行政運営を図るための基本的な考え方等を示したも

の。計画期間は令和２～11 年度。基本理念は「みんなが笑顔 住みやすいまち えびな」 

■ 海老名市地域福祉計画 

えびな高齢者プラン２１【第８期】の上位計画。福祉の分野において本市が進むべき方向

性を示すなど今後の地域福祉の基本的な指針になるもの。 
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■ 介護給付 

要介護認定（要介護１～５）を受けた者に対する介護保険の保険給付 

■ 介護サービス計画（ケアプラン） 

要介護者等とその家族の意見を取り入れて作成される具体的なサービス計画のこと。在

宅では「居宅サービス計画」を、施設では「施設サービス計画」をそれぞれ作成し、計画に基

づいたサービス提供を行う。居宅介護支援事業者に依頼した計画の作成費用は全額給付

され、利用者負担はない。 

■ 介護サービス提供事業者 

県の指定を受けて介護保険制度上のサービスの提供を行う事業者。指定居宅サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の３種類がある。 

■ 介護支援専門員（ケアマネージャー） 

要介護者等やその家族に対して介護サービスの調整を行う者。実務経験があり、保健・福

祉・医療の専門知識を有する者が都道府県の実施する試験に合格し、その後実務研修を

修了すると資格が得られる。主な役割としては、介護サービス計画（ケアプラン）の作成と継

続的な管理・再評価、サービス提供事業者との連絡調整や要介護者及び家族に対する情

報提供・介護相談、そして市町村から委託を受けて行う要介護認定申請者への訪問調査な

どがある。 

■ 介護認定審査会 

要介護認定・要支援認定を行うために市が設置する機関。調査員による訪問調査に基づ

く一次判定結果と調査時に記入された特記事項及び主治医意見書をもとに審査判定を行

う。メンバーは保健、福祉、医療の専門家で構成されている。 

■ 介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサ

ービスを充実させる事業 

■ 介護保険運営協議会 

介護保険制度の適正かつ効果的な運営のため、介護保険事業の調査および研究、介護

保険事業計画の進行管理および評価を行う組織 
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■ 介護療養型医療施設 

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者が入所し、医療、看護、介護な

どが受けられる施設。将来的には廃止の方針であり、新施設への準備期間として令和６年３

月までとなっている。 

■ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

老人福祉法に基づき設置される老人福祉施設の一つであり、地方公共団体や社会福祉

法人が設置できる。寝たきりや認知症で居宅において適切な介護を受けることが困難な 65

歳以上が入所。介護保険法では介護老人福祉施設として位置づけられており要介護状態

の方が利用できる。 

■ 介護老人保健施設（老人保健施設） 

病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な高齢者が入所する施

設。医学的な管理の下で、日常生活の介護や機能訓練が受けられる。 

■ かかりつけ医 

家族ぐるみで健康や病気のことを気軽に相談したり、身体に不調がある時にいつでも診

察してくれる身近な医師のこと。初期患者の問題を的確に把握し、適切な指示、緊急時に必

要な処置の実施、他の医師への紹介を行い、個人や家庭での継続的な治療について主治

医として役割を果たす。 

■ 基幹型地域包括支援センター 

地域包括ケアシステムの中核機関。各地域包括支援センターの統括、総合調整などを行

う。配置された保健師（看護師）、主任介護支援専門員、社会福祉士の３職種の職員が専門

性を生かし、困難ケースに対する技術的助言を行うほか、行政機関とのパイプ役や各種保

健福祉サービス等の情報提供を行うことで、各地域包括支援センターを後方支援する。ま

た、ケアマネジャーや自治会、民生委員児童委員、医療や福祉関係者など、多様な関係者

及び関係機関との連携体制の構築や、施設への実地調査等により、情報を収集し、各地域

包括支援センターと共有することで、地域全体の課題把握と体制強化に努める。 

■ 居宅介護支援 

居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている

環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者

等との連絡調整を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介

を行うこと。 
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■ 居宅介護支援事業者 

居宅介護支援を行う事業者。介護保険法では都道府県の指定を受けた者を指定居宅介

護支援事業者という。 

■ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

在宅要介護者などに対して、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などが

居宅に訪問し、療養上の管理および指導を行うこと。 

■ 緊急通報システム 

一人暮らしの高齢者が、急病等の際に押しボタン１つで情報センターなどに緊急事態を

知らせて救助できるようにしたシステム。 

■ グラウンドゴルフ 

日本で高齢者向けに考案されたゴルフをアレンジしたスポーツ。 

■ グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

認知症の高齢者が、介護職員のケアを受けながら５～９人の小規模で暮らす施設。各人

が個室を持つが、共同で食事の支度や掃除、洗濯を行う。入所の条件として、意思から認知

症の診断を受けていることなどがある。 

■ ケアハウス（介護利用型軽費老人ホーム） 

家庭での生活が困難な 60 歳以上の高齢者が、低料金で食事や洗濯などの介護サービ

スを受けられる施設。軽費老人ホームの一種であり、「軽費老人ホーム C 型」とも呼ばれてい

ます。 

■ ケアプラン（介護サービス計画） 

介護サービス計画を参照 

■ ケアマネージャー（介護支援専門員） 

介護支援専門員を参照 

■ 軽費老人ホーム 

60 歳以上で、自立して生活することに不安がある身寄りのない人、家族による援助を受け

ることが困難な人などが入居できる老人福祉法で定められた施設。食事サービスの提供が

あるＡ型、自炊のＢ型、食事・生活支援サービスのついたケアハウス（C 型）の 3 つのタイプ

があり、Ａ型Ｂ型は新たには建てられないため減少傾向にあり、今後はケアハウスに一本化

の方向。 
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■ 権利擁護 

認知症等により判断能力が低下し、事故の判断で福祉サービス等を適切に利用すること

が困難な高齢者に対し、自立した地域生活が送れるように日常的な金銭管理や福祉サービ

ス等の利用援助を行うこと。 

■ 後期高齢者 

75 歳以上の高齢者のこと。65 歳から 74 歳の前期高齢者と比べ体力等の差異が見られ、

福祉サービスの需要も異なる。 

 

 

■ 市民後見人 

成年後見制度における後見人となる一般市民のこと。 

■ 社会福祉士 

専門的知識・技術を持ち、身体上・精神上に障がいがあること、または環境上の理由によ

り日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言・指導などの援助を

行う。 

■ 社会福祉協議会 

市民が主体となって、社会福祉の課題に取り組み改善を図ることや関係団体などの自主

福祉活動を組織的に推進していく民間組織。海老名市では社会福祉事業法に基づき社会

福祉法人海老名市社会福祉協議会として昭和 54 年に発足。 

事業の内容としては、地域での福祉活動をはじめ、生活困窮世帯やハンディキャップのあ

る世帯への援護や資金の貸付、そして公共福祉施設の管理運営の受託など事業の範囲は

幅広い。 

■ 就労的活動支援コーディネーター 

役割を持った高齢者の社会参加を促進するために設置されたもの。就労的活動の場を提

供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等とをマッチングし、高

齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートする役割を担う。 
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■ 小規模多機能型居宅介護 

通所介護を基本とし、利用者の様態やニーズに応じて訪問や宿泊などのサービスを提供

し、様態の改善を図っていくもので、どのサービスを利用しても馴染みの職員によるサービス

を受けることができる。 

■ 消費生活センター 

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者からの相談

を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたる。本市では市民の消費生活の安

定と向上に努めるため、海老名市消費生活センターを設置している。 

■ ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護） 

  短期入所生活介護、短期入所療養介護を参照 

■ シルバー人材センター 

高齢者の生きがい、実益、社会参加のために就業の機会を作るため、企業、個人からの

短期的仕事の依頼に応じて組織的に労働を提供する団体。事業団は依頼者からの仕事を

引き受け、会員を依頼先へ派遣し、実績に応じて配分金を会員に支払う。法人格を持ち、国

から認可される団体で、短期的な職業の紹介機能を持つ。 

■ スカットボール 

スティックでボールを打ちスカット台の得点穴に入れて点数を競う競技。体育館、大広間

など主に室内で行う。 

■ 生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を目的とし、地域において、生活支援、介護予

防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者 

■ 生活習慣病 

かつては成人病と言われていたもの。発病が低年齢化し誘発原因として食生活や喫煙飲

酒などの生活習慣の影響が大きいことから、平成９年に厚生省（現在の厚生労働省）によっ

て言葉が改められた。脳卒中、心臓病、がん、糖尿病、高血圧、骨粗鬆症、胃潰瘍、肥満

病、歯周病などがこの病気に含まれる。 
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■ 成年後見制度 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な人の自己決定の

尊重と本人の保護の調和を図り、権利を守る制度。法定後見制度は、家庭裁判所で選任し

た成年後見人などが、本人の意思を尊重し、その人に代わって財産管理や身上監護を行

う。また、判断能力が不十分になった場合に備え、財産管理や身上監護等を本人が信頼す

る人物に行ってもらえるよう、予め契約する任意後見制度もある。 

 

 

■ ターゲットバードゴルフ 

ゴルフボールにバトミントンの羽根がついた専用ボールにをゴルフクラブで打つミニゴル

フの一種 

■ 第１号被保険者、第２号被保険者 

社会保険制度において、被保険者を区別するために設けられた用語。介護保険制度で

は、満 40 歳以上の者が被保険者となる。65 歳以上を第１号被保険者と呼び、40 歳 65 歳未

満の医療保険加入者第２号被保険者と呼ぶ。原則として保険者の区域内に住所を有する

者を当該保険者の被保険者としている。 

■ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

在宅で介護を受けている場合、介護する人が冠婚葬祭などの用事や疲労回復等の理由

で介護できない期間に、寝たきりの高齢者等が特別養護老人ホームへ短期間入所し日常

生活の世話を受けるサービス。 

■ 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 

在宅で介護を受けている場合、介護する人が冠婚葬祭などの用事や疲労回復等の理由

で介護できない期間に、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所し、医学

的管理のもとに必要な介護、看護、機能訓練、日常生活の世話を受けるサービス。 

■ 団塊ジュニア 

昭和 46～49（1971～74）年ころの第二次ベビーブーム時代に生まれた世代。 

■ 団塊の世代 

昭和 22～24（1947～49）年ころの第一次ベビーブーム時代に生まれた世代。 

他の世代と比較して人数が多い。 
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■ 地域共生社会 

「支える側」及び「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人及び人と社会がつな

がり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる社会 

■ 地域ケア会議 

基幹型地域包括支援センターや各地域包括支援センターが主催し、多職種による個別

課題の取り組みを通じ地域の課題を明確化させるとともに、課題解決に必要な地域資源の

発掘をはじめとした地域づくり、さらには政策提言につなげていく会議 

■ 地域支援事業 

介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が要介護状態になることを予防すると

ともに、要介護状態になった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を

営むことができるよう支援する事業 

■ 地域包括ケアシステム 

地域住民に対し、保健サービス（健康づくり）、医療サービスおよび在宅ケア、リハビリテー

ション等の介護を含む福祉サービスを、関係者が連携し一体的に提供する仕組み。 

■ 地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができ、要介護

状態にならないことを目的に、地域の高齢者の心身の健康維持、保健・福祉・医療の向上、

生活を安定させるための必要な支援を行う機関。同センターには社会福祉士、保健師、主

任介護専門員（主任ケアマネージャー）が配置されている。 

■ 地域密着型介護予防サービス 

介護保険法で定められた地域密着型介護予防サービスを意味し、「介護予防認知症対

応型通所介護」、「介護予防小規模多機能型居宅介護」、「介護予防認知症対応型共同生

活介護」の３種類のサービスがある。いずれもサービス利用を居住する市町村のある圏域内

にとどめることにより、介護される方の心身への影響を最小限に抑えることを目的に創設され

たサービス。 

■ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

入居定員が 29 人以下の介護老人福祉施設において、身体上・精神上の障がいがあるた

め常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者が地域密着型施設サービス計画に基

づき、日常生活の支援、機能訓練、健康管理や療養上の世話を受けるサービス。 
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■ 地域密着型サービス 

介護保険法により定めているサービスであり、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、

「夜間対応型訪問介護」、「認知症対応型通所介護」、「小規模多機能型居宅介護」、「認知

症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入所者生活介護」、「地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護」、「看護小規模多機能型居宅介護（旧複合型サービス）」の８

種類ある。 

■ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

入居定員が 29 人以下の有料老人ホームなどに入所している要支援・要介護者が、特定

施設サービスに計画に基づき、日常生活に関する相談、助言、健康管理などの世話や機能

訓練・療養上の世話を受けるサービス。 

■ 通所介護（デイサービス） 

日帰り介護施設に日帰りで通所し、健康チェック、日常生活訓練、レクリエーション、入

浴、食事等を提供する施設。原則、介護保険給付対象。 

■ 通所リハビリテーション（デイケア） 

主治医の指示により介護老人保健施設、病院等に通って機能訓練等のリハビリテーショ

ンを中心に行うサービス。 

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

自宅への定期的な巡回訪問や 24 時間随時通報により、必要な時に必要な介護や看護の 

サービス提供を図るものであり、平成 24 年度から制度化されたサービス。 

■ 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム（ケアハウス）等に入居して行われる介護サ

ービス。介護保険給付対象の居宅サービスのひとつであり、施設サービスには該当しない。 

■ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

介護老人福祉施設を参照 
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■ 日常生活圏域 

介護保家事業計画において、地理的条件、人口、交通事情等の社会的条件を勘案して

定められた地域。日常生活圏域を単位として、地域密着型サービスの提供体制を確保する

ための方策について定められることとされている。 

■ 認知症 

発達期以降に、様々な要因によって脳細胞が死んでしまったり、働きが悪くなることで、記

憶をはじめとした知的な働き（知的機能）が低下していく脳の病気。それに伴い、様々な障が

いが起こり、生活上の支障が出ている状態をさす。代表的な原因疾患はアルツハイマー病

によるアルツハイマー病によるアルツハイマー型認知症、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化など

脳血管疾患による脳血管性認知症がある。 

■ 認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者で、90 分の認知症サポ

ーター養成講座を受講すれば誰でも認知症サポーターになれる。「オレンジリング」（リストバ

ンド）がサポーターの目印。 

■ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

要支援・要介護者であって認知症の状態にある方に対して、その共同生活を営むべき住

居において、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う

施設。 

■ 認知症対応型通所介護 

身体は元気でも、軽度の認知症の症状がある方がデイサービスに通い、食事、入浴、排

泄等の介護やその他の日常生活上の世話を受けるサービス。 

■ 認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を

訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサ

ポートを行うチーム 

■ 認知症地域支援推進員 

   認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の

連携を図るための支援や認知症の方の家族を支援する相談業務等を行う。 
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■ 認定調査 

要介護、要支援認定審査時の判断基準となる調査資料作成のため、申請者のところへ訪

問し面接により心身の状態や置かれている環境を調査すること。 

■ 認定調査員 

要介護、要支援認定審査時の判断基準となる調査資料作成のため、申請者のところへ訪

問し面接により心身の状態や置かれている環境を調査する人。 

 

 

■ パブリックコメント 

市の基本的な政策などを定める条例や計画などの策定過程において、事前にその内容

を公表して広く市民の意見を求め、提出された意見や提案を考慮して政策等を決定するとと

もに、寄せられた意見に対する市の考え方を公表する一連の手続き。 

■ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

要支援者・要介護者に対し、車いすや特殊寝台等、日常生活の補助用具や機能訓練の

ための用具を貸与するサービス。 

■ ホームヘルパー（訪問介護員） 

訪問介護を参照 

■ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

ホームヘルパーが高齢者の自宅を訪問して介護、家事援助などをすること。 

■ 訪問看護・介護予防訪問看護 

主治医の指示書により訪問看護師が家庭に派遣され、点滴、褥瘡（じょくそう）の処置、介

護指導その他看護師のできる処置をする。 

■ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

家庭で移動式の浴槽によって入浴するサービス。家庭.の移動式の浴槽を持ち込む方式

と入浴車の中で入浴する方式がある。通所介護の中で入浴介護のできない場合や自宅で

訪問介護等の介助でも入浴が困難な場合に利用される。 

■ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

主治医の指示により家庭で理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサ

ービス。 
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■ 保健指導 

健康の維持増進や疾病予防等を目的とし、保健医療従事者が専門的な助言や援助を与

えること。 

■ ボランティア 

一般的に「自ら進んで社会福祉事業などに無償で参加する人」と言われているが、使用

者によって意味する範囲・内容に大きな差異がある。本プランでは、平成５年７月の中央社

会福祉審議会地域福祉専門分科会の意見具申等を参考にして、「慈善や奉仕、相互扶助

の心に支えられて、他人や社会に貢献する自主的な活動」と定義する。 

 

 

■ 民生委員児童委員 

民生委員法に基づいて、厚生労働大臣から委嘱される民間の篤志奉仕者のこと。福祉事

務所等の行政機関の生活保護事務等に対する協力活動、一人暮らし老人等の援護活動や

相談活動などの自主的な民間福祉活動等を行う。また民生委員は児童福祉法基づき児童

委員も兼ねる。 

■ メタボリックシンドローム 

内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中な

どになりやすい病態のこと。 

 

 

■ 夜間対応型訪問介護 

症状が重くなったり、一人暮らしになったとしても自宅で生活できるように、ホームヘルパ

ーが定期巡回したり、通報に基づいて随時緊急事態に対応したりする包括的なサービス。 

■ 有料老人ホーム 

原則として概ね 60 歳以上の方が入所する民間の老人ホーム。入所要件は個々に施設で

定められている。なお、一定の要件で介護保険の給付対象となる施設もある。 

■ ゆめクラブ 

高齢者自ら、老後を健全で豊かなものにする自主的な組織。概ね 60 歳以上の方で構成

されており、レクリエーション、教養を高める活動、社会奉仕活動など幅広く活動している。 
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■ 要介護者 

要介護状態にある 65 歳以上の人、あるいは、要介護状態にある 40 歳から 64 歳までの人

で、特定疾病によって、身体上か精神上の障害を持つと認められた人のこと。 

■ 要介護認定 

被保険者等からの認定申請に基づき、認定調査員による調査、介護認定審査会におけ

る審査及び判定を経て、要介護状態区分について市町村が認定すること。 

■ 養護老人ホーム 

原則として 65 歳以上で、身体的、精神的、環境的、または経済的な理由で困窮し、在宅

で生活ができない者が入所できる施設。入所に際しては各種要件が定められている、 

■ 要支援者 

要介護状態になるおそれがある 65 歳以上の人、あるいは、要介護状態になるおそれがあ

る 40 歳から 64 歳までの人で、その原因が特定疾病による者。 

■ 要支援、要介護（要支援状態、要介護状態） 

介護保険制度では、認定審査会による要介護認定の結果、「要支援１～２」、「要介護１～

５」、または「非該当」の認定がなされる。要支援状態とは、要介護とは認められないが、身体

上、もしくは精神上の障がいがあるために入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的

な動作の全部または一部について、一定の期間にわたり、継続して常時介護を要する状態

の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態、または一定の期

間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態をいう。要介護状態と

は、身体上または精神上の障がいがあるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における

基本的な動作の全部または一部について、一定の期間にわたり継続して常時介護を要する

と見込まれる状態をいう。 

■ 予防給付 

要支援認定（要支援１～２）を受けた者に対し、介護保険から行われる給付。 
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■ リハビリテーション 

障がいを受けた者を、その者の持つ身体的、精神的、社会的、職業的、経済的能力を最

大限に回復させることであり、その人が再び人間らしく生きられるようになることで「全人間的

復権」を目標とするものをいう。 

■ 老々介護 

一般的に老人（高齢者）が老人（高齢者）を介護する状態。高齢者のみの夫婦世帯で一

方が寝たきりになり、ほかに介護をする人がいない場合等があげられる。 
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